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平成29年６月21日（水曜日）

午前９時58分開会

会議に付託された議案等

○議案第１号 平成29年度宮崎県一般会計補正

予算（第１号）

○議案第２号 県税の課税免除等の特例に関す

る条例の一部を改正する条例

○報告第１号 専決処分の承認を求めることに

ついて[宮崎県税条例の一部を改

正する条例]

○報告事項

・平成28年度宮崎県繰越明許費繰越計算書（別

紙３）

○総合政策及び行財政対策に関する調査

○その他報告事項

・平成29年度政策評価について

・宮崎県県民意識調査結果（平成28年度）の概

要について

・水素エネルギー等の利活用促進に向けた構想

の策定について

・２巡目国体に向けた県有スポーツ施設の整備

について

・日豊本線高速化調査の実施について

・平成28年度移住の状況について

・ 祖母・傾・大崩ユネスコエコパーク」の登録「

決定及び今後の取組について

・フードビジネスの推進について

・宮崎県男女共同参画センターの指定管理者の

第五期指定について

・国民文化祭及び全国障害者芸術・文化祭の開

催について

・記紀編さん1300年記念事業の今年度の取組に

ついて

・宮崎県東京学生寮の指定管理者第五期指定に

ついて

・ みやざき行財政改革プラン（第二期 」に基「 ）

づく行財政改革の取組について

・霧島山の火山活動に係る対応について

出席委員（８人）

委 員 長 二 見 康 之

副 委 員 長 岩 切 達 哉

委 員 緒 嶋 雅 晃

委 員 原 正 三

委 員 中 野 一 則

委 員 松 村 悟 郎

委 員 河 野 哲 也

委 員 前屋敷 恵 美

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

総合政策部

総 合 政 策 部 長 日 隈 俊 郎

県参事兼総合政策部次長
井 手 義 哉

（政策推進担当）

総合政策部次長
鶴 田 安 彦

（県民生活担当）

松 浦 直 康部参事兼総合政策課長

秘 書 広 報 課 長 横 山 浩 文

広 報 戦 略 室 長 吉 村 達 也

統 計 調 査 課 長 和 田 括 伸

総 合 交 通 課 長 小 倉 佳 彦

奥 浩 一中山間･地域政策課長

産 業 政 策 課 長 重黒木 清

生 活 ・ 協 働 ・
弓 削 博 嗣

男 女 参 画 課

最上川 周 一交通･地域安全対策監

川 口 泰 夫みやざき文化振興課長

平成29年６月21日(水)
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記紀編さん記念事業
米 良 勝 也

推 進 室 長

人権同和対策課長 工 藤 康 成

情 報 政 策 課 長 蕪 美知保

総務部

総 務 部 長 桑 山 秀 彦

危機管理統括監 田 中 保 通

総 務 部 次 長
渡 邊 浩 司

（総務･職員担当）

総 務 部 次 長
武 田 宗 仁

（財務･市町村担当）

危 機 管 理 局 長
藪 田 亨

兼危機管理課長

総 務 課 長 丸 田 勉

宮 里 雄 一防災拠点庁舎整備室長

部参事兼人事課長 吉 村 久 人

行 政 経 営 課 長 日 高 幹 夫

財 政 課 長 川 畑 充 代

税 務 課 長 棧 亮 介

市 町 村 課 長 横 山 幸 子

大田原 節 郎総務事務センター課長

消 防 保 安 課 長 福 栄 芳 政

事務局職員出席者

議 事 課 主 査 原 田 一 徳

総務課主任主事 日 髙 真 吾

ただいまから総務政策常任委員○二見委員長

会を開会いたします。

まず、本日の委員会の日程についてでありま

す。

日程案につきましては、お手元に配付のとお

りでありますが、御異議ありませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定いた○二見委員長

します。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前９時58分休憩

午前10時１分再開

委員会を再開いたします。○二見委員長

それでは、本委員会に付託されました議案等

について、部長の概要説明を求めます。

おはようございます。総○日隈総合政策部長

合政策部でございます。どうぞよろしくお願い

いたします。

まず、お礼を申し上げたいと思います。

先般の県内調査におきましては、委員の皆様

には、総合政策部関連の事業等を調査いただき

まして、まことにありがとうございました。調

査先での御意見等につきましては、今後の施策

の展開等において参考にさせていただきたいと

思います。どうぞよろしくお願いいたします。

また、６月７日に開催いたしました国民文化

祭、全国障害者芸術・文化祭の県実行委員会の

設立総会におきましては、 原議長、そして二

見委員長に御出席を賜りまして、まことにあり

がとうございました。大会の成功に向け、県議

会の御協力もいただきながら、着実に準備を進

めてまいりたいと考えております。どうぞよろ

しくお願い申し上げます。

さらに、６月14日には、祖母・傾・大崩地域

をユネスコエコパークに登録することが正式に

決定されまして、17日に延岡市で開催しました

祝賀会におきましては、 原議長を初め、地元

選出の緒嶋委員、河野委員にも御出席を賜りま

した。まことにありがとうございました。これ

まで御支援をいただきました県議会の皆様に深

く感謝申し上げますとともに、今後はこの世界

ブランドを活用いたしまして、一層の地域振興

平成29年６月21日(水)
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に努めてまいりたいと考えております。引き続

き、御支援・御協力のほど、よろしくお願い申

し上げます。

それでは、今回の委員会で御審議いただきま

す当部所管の議案等につきまして、その概要を

御説明いたします。

座って説明いたします。

お手元にお配りしております総務政策常任委

員会資料でございますけれども、この資料をお

めくりいただきまして、目次をごらんいただき

たいと思います。

今回、総合政策部からお願いしております予

算議案は、議案第１号「平成29年度宮崎県一般

会計補正予算（第１号 」であります。）

右側の資料の１ページをごらんいただきたい

と思います。

今回お願いしております総合政策部の一般会

計補正額は、一般会計の表の一番下にございま

すが、3,000万円の増額であります。これは、後

ほど担当課長から説明させますが、ふるさと宮

崎ワーキングホリデー事業に係る補正でござい

ます。補正後の一般会計予算額は、その一番右

端の欄にありますように、130億7,391万円とな

ります。

、 、次に もう一度目次にお戻りいただきまして

Ⅱの報告事項でございますが、繰越明許がござ

います。内容は６件ございますが、これも後ほ

ど担当課長から御説明いたします。

その下のⅢその他報告事項でございます。記

載しておりますとおり、本日は11件の報告事項

がございます。詳細につきましては、それぞれ

の項目について、担当課長から御説明いたしま

す。

私からの説明は以上でございます。よろしく

、 。御審議いただきますよう お願い申し上げます

次に、議案についての説明を求○二見委員長

めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明が全て終

了した後にお願いいたします。

それでは、中山間○奥中山間・地域政策課長

・地域政策課の補正予算について御説明いたし

ます。

お手元の平成29年度６月補正歳出予算説明資

。料の３ページをお開きいただきたいと思います

当課の補正予算額は、3,000万円の増額補正で

ございます。補正後の額は、６億1,913万3,000

円となります。

補正の内容について御説明いたします。５ペ

ージをお開きください。

（事項）移住・定住促進費3,000万円の増額補

正でございますが、これは、説明欄の新規事業

「ふるさと宮崎ワーキングホリデー事業」を国

から受託し、実施することによる増額補正でご

ざいます。

この事業の詳細は、総務政策常任委員会資料

で御説明させていただきます。

大変恐れ入りますが、委員会資料の２ページ

をお願いいたします。

ふるさと宮崎ワーキングホリデー事業につい

て御説明いたします。

まず、１、事業の目的でございますが、都市

部の若者が一定期間本県に滞在し、働いて収入

を得ながら、地域住民との交流などを通じ、本

県の豊かな自然や温かな県民性などの魅力に触

れることで、参加者が都市部へ戻った後も新た

なふるさととして本県を応援いただく、ひいて

は将来の移住につなげるなど、都市部から本県

への人の流れを創出するものでございます。

続きまして、２の事業概要でございます。

（１）予算額につきましては、3,000万円でご
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ざいます。

（２）財源につきましては、全額国庫委託金

でございます。

（３）事業期間でございますが、本事業は平

成29年度の単年度の実施となります。

（４）事業内容についてでございますが、こ

の事業は、国が実施するワーキングホリデー事

業を受託し、都市部の若者などを受け入れる体

制を構築いたしますとともに、中山間地域の暮

らしを体感する場の提供や、地域とのかかわり

を深めるための交流イベント等を実施するもの

であります。

①受入予定人数につきましては、都市部の若

者100名の受け入れを予定しております。

②実施時期につきましては、学生の夏休みと

春休みに合わせまして、９月の夏期と２月から

３月の春期の２回に分けての実施を予定してお

ります。

なお、参加者１人当たりの受け入れ期間は、

２週間から１カ月間としております。

③受入企業につきましては、受け入れを希望

する市町村等の紹介により選定することといた

しておりまして、本県の基幹産業である農業で

すとか焼酎メーカーなどの製造業、ホテルや旅

館など観光業等を受け入れ先として想定してお

ります。

さらに、④にありますとおり、地域の方々と

の交流イベントや、地域に根差した文化等を紹

介する場を提供することとしております。

３、事業効果につきましては、都市部の若者

に宮崎のよさをＰＲすることができ、将来に向

けた移住・ＵＩＪターンの促進や交流人口の増

加が期待できること、また、若者の受け入れに

より、繁忙期の人手不足の解消や将来の担い手

確保にもつながることが期待できます。

３ページに、事業の概要をイメージ図として

記載しております。図の中ほどのワーキングホ

リデーの実施体制といたしまして、国から委託

を受けまして、本県は全体をコーディネートし

ながら、参加者の募集あるいは参加者と受け入

れ企業とのマッチング、相談窓口の設置等を行

います。

また、市町村や受け入れ企業と連携いたしま

して、市町村におきましては受け入れ企業の選

定や交流イベントの実施、受け入れ企業におき

ましては、仕事の場の提供、受け入れ時の研修

会等を実施するものであります。

説明は以上でございます。

執行部の説明が終了しました。○二見委員長

議案について、質疑はありませんか。

西米良が先進的にワーキングホリ○河野委員

デーで取り組んでいたと思うんですけれど、こ

の事業に生かそうということで、その西米良の

事業効果とかそういうものは掌握されているん

でしょうか。

西米良村におきま○奥中山間・地域政策課長

しては、平成10年度からこの事業を実施してお

りまして、ただいまの状況をお聞きしましたと

ころ、受け入れ先としては、大体もう年間五、

六戸になっているということでございます。過

去５年間の平均でお聞きしましたところ、大体

平均で十二、三件ということでございます。

高齢化が進みまして、なかなか受け入れ先の

確保も困難になっている状況ではありますが、

例えば昨年度につきましては、宮崎大学の学生

といろいろ交流をする中で、二十数名に来てい

ただいたこともございますので、今後もしっか

。りやっていきたいというふうに伺っております

ということからすると、市町村の○河野委員

、 、募集の仕方というか 受け入れの仕方というか
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何か工夫が必要だなと感じるんですが、市町村

に対しての募集要項の説明とかは。

事前の説明等は、○奥中山間・地域政策課長

今、市町村と始めているところでございます。

大学生に限定しているのかどうか○松村委員

わかんないけれど、等と書いてあるから、まだ

いろんな若い人たちが来るんでしょうけれど。

この人たちは ワーキングホリデーというメニュ、

ーがありますよということを提示したときに、

じゃあ、行ってみたいと思って手を挙げて御連

絡いただくわけですよね。そのときに、例え

ば3,000万という予算の中で、学生さんに対する

費用とか、働いているときの費用とか、イベン

トの費用というのがあるけれど、まず3,000万の

割り振りはどういう予算の配分をしているのか

というのと。

ワーキングホリデーを利用する学生さんを中

心に考えると、行こうというときに、例えば北

海道から宮崎に来るか、東京から宮崎に来るか

わかんないけれど、そこのところの旅費とかも

見るのか。滞在しているときの費用は誰が見る

のか。

それと、ここは繁忙期に働くチャンスがある

ということだったら、働く対価というのは企業

が出すのか、企業に対して何かしらのインセン

ティブを出すのか。学生さんにとって、１カ月

ここで過ごして、宮崎の農業をやったり、企業

でいい体験ができた、その対価として少しお小

遣いになって帰るのか。

学生さんの立場で、その辺の全体を説明して

いただけないですか。

まず、最初の御質○奥中山間・地域政策課長

問でありました、予算の大体の概要でございま

すが、参加者の募集あるいは決定に係る費用が

ございます。これは都市部、東京、大阪、福岡

で学生を集めて説明会を開催したいと思ってい

ます。それで、学生さんにこの事業の参加を呼

びかけたいと。また、参加が決まりましたら、

改めてオリエンテーション等を各地で開催する

というような費用がございます。

それから、受け入れ体制の整備に係る予算が

ございます。これは、参加していただく学生さ

ん、若者たちにつきましては、できるだけ安い

ところに泊まっていただくように、今、市町村

と調整を始めているところでございますが、た

だ、いかんせん、民間のビジネスホテルとかに

泊まらないといけないような状況も考えられま

すので、そういった場合につきましては、県の

ほうで若干補助をしたいと考えております。

交通手段につきましても、都市部ではない、

中山間地域とかに行けば、なかなか交通の便も

悪いような状況も考えられますので、その辺の

交通機関の支援みたいなところも考えておりま

す。

それから、交流イベントといたしまして、市

町村と一緒になって開催することにしておりま

すので、そのための費用、それからあとは、受

け入れ企業のほうにも研修会をしていただいた

り、あるいは作業服とか帽子とか長靴とかそう

いった必要経費がございますので、その分の負

担は県のほうでしたいと考えております。

また、御質問がありました、若者の立場で考

えたときの本県に来るときの旅費でございます

が、この旅費につきましては、自己負担にさせ

ていただいております。

それから、この期間の滞在の費用でございま

すが、基本的にはこちらのほうの企業に雇用契

約を結んでいただいて、実際働いていただくこ

とにしております。ですから、働いた対価で基

本的には滞在していただくということになりま
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す。

小遣い等につきましても、できるだけ滞在費

用の中で浮いた分を なるべく浮くような形─

にはしたいと思いますが、結局、働いた対価で

余ったものをそういったお小遣い等にも充てて

いただくということになろうかと思います。

わかりました。基本的には、夏休○松村委員

みを使って 東京の方が東京で体験しようと思っ、

て居酒屋でアルバイトをするというのも一つだ

けれども、いわゆるそれぞれが日本中のふるさ

とに出向いていって、体験の中で働いたお金で

ホテル代とかあるいは交通費とかも何とかなる

よねと、足りない分は少し手出ししてでも体験

してみたいという学生さんに来ていただきたい

ということですよね。3,000万だから、100人と

いうことは、１人当たりでいくと30万の費用が

かかるということですよね。わかりました。

これは全額国庫の委託ですが、日○中野委員

本全体では総額幾らを予算としているのかとい

うことと、これを受け入れている都道府県は、

宮崎を含めて何県あるのかをお尋ねします。

今回、これの受け○奥中山間・地域政策課長

入れをする県は、10県でございます。トータル

では、５億6,000万ということでございます。

宮崎県の実施体制のことも書いて○中野委員

、 、 、 、あれば 市町村 企業とあるんですが これは

各県それぞれの創意工夫で自由に使えるという

ことですか。

国からの委託事業○奥中山間・地域政策課長

でございますので、この中身につきましては、

自由に使えるということもあるんですが、基本

的には国と協議して認めていただかないといけ

ないことになっております。

かなり縛りがあるわけですね。○中野委員

支出項目について○奥中山間・地域政策課長

は、大体大まかなところ、先ほどお話ししまし

たようなところでしか使えないということに

なっております。

他県に負けないように 満額を使っ○中野委員 、

て、いい結果が出るように期待しています。

これはいい経験をしていただくと○緒嶋委員

いうことで、ある程度、県下全体に 地域が─

固定というか、極端に言えば100人が１カ所とい

うことじゃなくて、県内にできるだけバランス

よく。将来は移住までになるということであれ

ば、どういう人が手を挙げてくるかわからんけ

れど、宮崎のよさがわかるように、ある程度そ

のあたりも十分考えてやるべきだと思うんだけ

れど、基本的に、来る人のニーズに合わせて地

域は選択するということですか。

まず、これは、市○奥中山間・地域政策課長

町村に全て希望をとりまして、受け入れを希望

している市町村は全部受け入れていただきたい

というふうに考えております。

、 、○緒嶋委員 それと いろいろな経験というか

宮崎県に対する思いとかいろいろ、レポート的

に出してもらって、それを将来の参考にしなが

らやるということも大変いいんじゃないかと思

、 。うけれども そのあたりは考えておられますか

事業終了後にはア○奥中山間・地域政策課長

ンケート調査をさせていただきまして、今後の

参考にさせていただきたいと思います。

この事業は、都会の若者が地方○前屋敷委員

にも目を向ける。宮崎県が手を挙げたというこ

とでは、宮崎をよく知ってもらいたいというの

が大きな目的にあると思うんですけれど、これ

は、県が最初の窓口になって各市町村に案内を

するわけですか。

窓口は県のほうで○奥中山間・地域政策課長

ということでございます。
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今、各自治体に声をかけている○前屋敷委員

ということですが、事前にそういう話はしてあ

るんでしょうけれど、感触としてはどうなんで

すか。農家であるとか、企業であるとか、受け

入れ体制が整わないと、100名の受け入れという

のはなかなかスムーズにはいかないかなと思う

んですが。

それとあわせて、もう一つは、先ほど雇用契

約を結ぶと言われたんですけれど、その雇用契

約は、希望された、応募してこられた方と会社

なり農家なりが直接結ぶのか。そこに県とか自

治体は介在していくことになるだろうと思うん

ですけれど、単価といいますか、金額といいま

すか、そういったものは自由に設定ができるも

のなんですか。

まず、雇用契約に○奥中山間・地域政策課長

つきましては、きちんと受け入れ企業が決まり

ましたら、我々のほうから最低賃金等も含めま

して、しっかりレクチャーをして受け入れてい

ただくということにしております。

それから、受け入れ体制につきましても、現

在のところ18市町村が手を挙げてきております

が、ただ、これもまだ引き続き希望をとって、

先ほど申し上げましたように、受け入れたいと

いうような市町村がございましたら、全て参加

していただきたいと思っております。

単年度事業ということなんです○前屋敷委員

けれど、今回この事業をされるとして、今後に

つながらないといけないわけですよね そういっ。

た意味では、各市町村が主体となって、同じ事

業じゃなくても、これにそぐうような事業など

の展開を将来見据えておられるのかどうか、そ

の辺のところはどうですか。

おっしゃいますと○奥中山間・地域政策課長

おり、先ほど御質問がございましたが、西米良

村はもうずっと平成10年度からこの事業を始め

ております。今回、いろいろな市町村にこの事

業に参加していただくことで、受け入れのノウ

ハウも蓄積されますし、きっと市町村の中には

引き続きやりたいというようなところも出てき

ますし、県としても一緒になって支援していき

たいと考えております。

国の所管省庁はどこですか。総務○ 原委員

省ですか。

総務省でございま○奥中山間・地域政策課長

す。

10県ということでしたが、この県○ 原委員

の名前がわかりますか。

○奥中山間・地域政策課長

申し上げますと、石川県、福井県、岐阜県、

京都府、鳥取県、島根県、岡山県、高知県、福

岡県、そして本県でございます。

それと、県内26市町村あります。○ 原委員

その市町村によっても、人口の増減、過疎の状

況、いろいろあるわけですが、手挙げ方式とい

うことですが、何か条件があるんですか。この

町はこういう条件でないと対象にならないよみ

たいな条件。例えば、宮崎市と諸塚では全然条

。 、件が違いますよね 宮崎市でもいいということ

手を挙げればどこでもいいということですか。

特に条件はござい○奥中山間・地域政策課長

ません。

わかりました。○ 原委員

ほかにありませんか。私もいい○二見委員長

ですか。

、都市部の学生の受け入れみたいですけれども

これって、例えば東京で生まれ育った学生さん

もいれば、宮崎から向こうに行っている学生も

いる。夏休みだから、ふるさとに帰ってくる。

こっちに帰ってきて、仕事を探すのも大変だか
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ら、この事業を活用しようという子も出てくる

んじゃないかなとは思うんですが、それという

のは、この事業目的の趣旨にかなっているとい

うふうに理解してもよろしいんですか。

実施要領上は、本○奥中山間・地域政策課長

県在住でなければ、どこの県からでもいいとい

うことになっておりますので その趣旨からいっ、

て 里帰りみたいなところで 委員長がおっしゃ、 、

るような趣旨になっているかどうかというとこ

ろはちょっとありますけれども、基本的にはそ

ういった縛りはないことになっております。

恐らくそうだろうなと思うんで○二見委員長

す。受け入れのところで、県のほうからはじく

ことはできない事業なんだろうなと。あとはも

う大学生等の方と企業側がマッチングするかど

うかだろうから、そこはもう受け入れざるを得

ないし、紹介せざるを得ない部分なんだろうな

と思っております。どちらかというと、帰って

くるというだけでも僕はいいことだと思います

ので、どんどん宮崎のほうに呼び込むように。

、 、 、都市部というのは 東京 関東圏のみならず

先ほどの10県の中に福岡とか京都とかも入って

いましたけれども、受け入れの周知、広報、こ

れをどのようにやって宮崎に引っ張ってくるの

か。福岡とかも、こっちからすれば都市部にな

るのかなと思うんですけれども、そういったと

ころも窓口を設置してやっていくんですか。

基本的には、東京○奥中山間・地域政策課長

と大阪と福岡のほうで説明会をしたいと考えて

おります。

そしてまた、それぞれうちの県の事務所がご

、 、ざいますので その事務所にも協力いただいて

いろいろ大学を回っていただいたりというよう

な取り組みは始めているところでございます。

わかりました。○二見委員長

いいですか。ほかにありませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

では、次に、報告事項に関する○二見委員長

説明を求めます。

常任委員会資料の５ペー○松浦総合政策課長

ジをお開きいただきたいと思います。

報告事項であります。

総合政策部の平成28年度宮崎県繰越明許費繰

越計算書についてでありますが、平成29年２月

の定例県議会におきまして予算の繰り越しを御

承認いただきました、表にあります６つの事業

につきまして繰越額が確定いたしましたので、

今回御報告するものでございます。合計額とい

たしましては、表の一番下ですが、１億9,581

万4,000円となっております。

報告事項については、以上でございます。

執行部の説明が終了しました。○二見委員長

報告事項について、質疑はありませんか。

情報政策課の県庁ＬＡＮの改良事○中野委員

業ですよね。わずか3,100万なんですが、関係機

関との調整に日時をということだけれど、もと

もと県庁ＬＡＮでいろいろあったから改良しよ

うということで手を挙げて事業に取り組んだと

思うのに、これを繰り越さなければならなかっ

たというのはちょっと心外だなと思うんだけれ

ど、どうですか。

この部分の県庁ＬＡＮ設備○蕪情報政策課長

改良事業と、その下の段の県庁ネットワーク情

報セキュリティ緊急強化対策事業というところ

の２つの部分について、実を申しますと、この

部分につきましては、総務省の指導によりまし

て、セキュリティの部分について抜本的な強化

を図りなさいという指導がなされまして。今ま

、で使っていましたシステムの状況に加えまして

、それをインターネット側と完全に分離しろとか
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マイナンバーの制度の専用端末については確実

な対策を講じろというような形で、もろもろの

対策を講じることとなりました。

その中で、上の県庁ＬＡＮ設備改良事業とい

うのは、県庁ＬＡＮの中で古くなった中継装置

その他の部分を 定期的に更新するものではあっ、

たんですが、下の分離の作業とかそういったと

ころで、関係機関と協議しなくちゃ全体のバラ

ンスがとれないということで時間を要したもの

でございまして、下の事業と連動して繰り越し

となったものでございます。

翌月の４月28日までには完了した○中野委員

んでしょう。わずか28日ですから、これからは

年度内の完成を目指していただきたいと思いま

す。

情報政策課、一番下の携帯電話等○緒嶋委員

エリア整備事業、これはまだ携帯電話が受信で

きない地域というのは、県下でどのくらいある

わけですか。

不感地域ということに限り○蕪情報政策課長

ますと、世帯数的には数百世帯という状況には

なっておるんですが、全く入らない部分が点在

しているということになっております。携帯電

話については、昨年度の調査では、全体で252世

帯ほど残っているということでございます。

今はもう携帯電話、どこでも生活○緒嶋委員

必需品みたいなものであるので、250世帯が入ら

なくて、あとはどうにもなりませんというわけ

にはいかんわけで、この250世帯が受信できるよ

うな方策は考えておられるわけですか。

携帯電話に関しましては、○蕪情報政策課長

ここに繰り越しでさせていただいておりますよ

うな事業では、市町村みずからそれを整備しよ

、 、うというところに対してまして 県のほうでは

。国と合わせて補助をしているものでございます

これ以外についても、各キャリアに対して積極

的に拡大していただけるようにということで要

請もしております。市町村につきましては、入

らない世帯に対するものについて、みずから整

備しようというものに関しましては、昨年度、

全体を市町村と見直しを行いまして、早急に解

決が図れるようにということで、３カ年で早急

にかかろうというような事業にも取り組んでい

るところでございます。

この250世帯は、どういう市町村で○緒嶋委員

すか。

市町村でいいますと、全体○蕪情報政策課長

では 大きく言いますと 西都市 美郷町といっ、 、 、

たところが一番多くなっておりまして、そのほ

かにつきましては、今年度整備します串間市さ

んとか、そういったところにまだ点在しており

ます。

世帯的には、実は都市部にも一部入らない地

域とかがございまして、調査によって把握して

おりますのは、宮崎市にもございます。延岡市

も、北方とかそういった旧三北のほうもござい

ます。あと、日南、小林、串間、西都、西米良

村、木城町、そしてことし整備します諸塚、あ

と美郷町と日之影、五ヶ瀬というところになっ

てございます。

それは、かなり数が多いというこ○緒嶋委員

とであるので、できるだけ全県下、何かの受信

ができるような対策というのは当然やっていか

んといかん。将来、250世帯をなくすという方針

は、まだ明確なものはないわけですか。

国のほうも、この部分につ○蕪情報政策課長

いては解消を図っていきたいということで進め

てはいるんですが、何分、キャリアのほうは通

信事業者の行う事業に対するものですので、補

助という形でしか誘導ができないものでござい



- 10 -

平成29年６月21日(水)

ます。

、 、そういったこともありまして 県のほうでも

自治体みずから汗をかいてでも整備したいとい

うところに関しては全数解消しようということ

で、ことしから取りかかることとしまして、５

カ年かけまして、その部分については解消を図

りたいなということで全体の計画を図ったとこ

ろでございます。

ぜひ、もうそれは１年でも早く解○緒嶋委員

消するようにするのが中山間地対策でもあるわ

けだから、強力に進めてほしいというふうに思

います。どこにおいても、情報まで格差があっ

ちゃいかんわけですから、そういうのがないよ

うにやるのが県の責任でもあるわけですし、市

町村の責任でもあるので、積極的に対応してほ

、 。しいなと思いますので 強く要望しておきます

関連質問。○ 原委員

都市部、宮崎市でもあるということでしたけ

れど、ビルとか高圧線とか、そういう関係です

か。

この部分については、位置○蕪情報政策課長

的には鰐塚の山のほうとか、そういった本当に

。限られた一部分ということになってございます

宮崎市でもね。○ 原委員

それから、関連してですけれど、パソコンに

ちょっと話が及びますけれど、パソコンは、光

ケーブルとかいろいろあって、全世帯つなげら

れる状態になっているんですか。

パソコンをつなぐ手段と申○蕪情報政策課長

しますといろいろございまして、電話回線のみ

入っていればつながるということにはなるんで

、 、 、すが 実を申しますと スピードがありまして

ブロードバンドとか、そういった高速通信がで

きるかどうかというようなところに関しまして

も全国的に整備が進んでおりまして、おおむね

もう99％は解消されている状況にございます。

移住とか考えれば、これもまた大○ 原委員

事なことで。99ということですから、あと１％

がどうなのかなと思いますけれど。情報格差、

何か難しい言葉で、昔、デジタル・ディバイド

とか言っていましたよね。今、緒嶋委員からも

話がありましたけれど、やっぱり地域の中で情

報格差があるというのは、いろんな意味で地域

の振興を考える上で大きな阻害要因だと思いま

すから、ぜひ100％目指して早くやってほしいと

いうことを要望しておきたいと思います。

以上です。

ブロードバンドにつきまし○蕪情報政策課長

ては国のほうも力を入れておりますので、先ほ

ど99％と言いましたが、本県の場合は99.66％と

いうことで、あと本当に0.何％なんですが、そ

の解消に向けても通信事業者と協力しながら進

めてまいりたいと考えております。

。 、○ 原委員 それともう一つ 電話についても

救急医療のこととか、救急の連絡とかあるわけ

で、今、固定がなくて、携帯を皆持っていると

いうような状況ですから、こちらのほうもでき

るだけ早く解消に向けて頑張っていただきます

よう、よろしくお願いしておきます。

今の関連で聞いていいですか。○二見委員長

パソコンでインターネットにつながるところ

が99％あるということだったんですけれど、数

年前だったんですが、都城で、御池小学校まで

は光ケーブルが来ていて通信できるんですけれ

ど、その周辺は届かないんだよねという話を聞

いていたんですけれども、あそこは携帯電話は

入るんですよね。ただ、パソコン系のインター

ネットについてはつながらないと伺っていたん

ですが、そうじゃないんですか。

インターネットにつながる○蕪情報政策課長
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というのではなくて、高速につながるという意

味で、光ケーブルとかそういったものが届かな

いという状況でございまして、パソコンにつな

いで全くインターネットができないとか、そう

いったものではございません。電話が入れば、

確実に通信は可能でございます。スピードの問

題でございます。

わかりました。○二見委員長

ほか、よろしいですか。ないですか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、次に、その他報告事○二見委員長

項に関する説明を求めます。

委員の質疑は、執行部の説明が全て終了した

後にお願いいたします。

常任委員会資料の６ペー○松浦総合政策課長

ジをごらんいただきたいと思います。

総合政策課からは、４件の御報告がございま

す。

まず、その１件目でございます。

平成29年度政策評価についてであります。

１の評価の概要でありますが、平成27年度に

策定いたしました県総合計画のアクションプラ

ンに掲げております重点施策、新しい「ゆかた

さ」展開プログラムにつきまして、政策の進捗

状況の評価を行うものであります。このプログ

ラムにつきましては、表にありますように、１

の人口問題対策プログラムから８の危機管理強

化までの８つのプログラムを掲げております。

２の評価方法等でありますが、今申し上げま

したプログラムにつきまして、具体的にどうい

う取り組みをしていくのかとか、取り組みの指

標とかいうものにつきましては、年度ごとの目

標値も含めて工程表を策定しております。お手

元に別冊の資料１としてお配りをしております

ので、後ほど御確認をいただければと思ってお

ります。

そのアクションプランの工程表に記載してお

ります各指標の達成状況あるいは施策の進捗状

況につきまして、総合計画審議会を開催し、評

価を行うというものでございます。

スケジュールでありますが、６月には第１回

の審議会を開催をしたいと思っておりまして、

８月には答申という運びで進めてまいりたいと

思っております。９月の議会で、この常任委員

会の中で、その評価結果の御報告をしたいと考

えております。

米印にありますけれども、宮崎県まち・ひと

・しごと創生総合戦略につきましても、進捗状

況を確認しておく必要がありますので、これも

あわせて評価をしてまいりたいと考えておりま

す。

７ページのほうですが、これは審議会の委員

の名簿を記載させていただいております。

政策評価については以上でございます。

８ページをお開きいただきたいと思います。

県民意識調査の結果の概要についてでありま

す。

、意識調査の集計結果そのものにつきましては

別冊で資料２としてお手元にお配りをしており

ますが、本日はこの委員会資料で御説明させて

いただきたいと思います。

１の調査方法等であります。

県が取り組んでおります施策あるいは日ごろ

の活動状況などについてアンケート調査を行っ

たものであります。設問数については33問。前

回は50問でありました 回答率がだんだん下がっ。

ていたという状況もありましたので、なるべく

回答しやすいようにということでこういうよう

な工夫も行ったところでございます。

調査時期は、平成29年２月、調査対象は、県
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内在住の18歳以上の方3,500人を無作為に抽出し

ております。

調査方法は、調査票を郵送いたしまして、郵

便またはインターネットでの回答としておりま

して、回答者数1,540名、回答率としては44.0％

でありますので、前回よりかは少し上がってい

るという状況でございます。

２の結果の概要であります。

（１）にありますが、現在住んでいる地域に

、 「 」住み続けたい方の割合 これは 住み続けたい

あるいは「どちらかといえば住み続けたい」と

いう方の割合ですが、80.6％であります。その

、 。下の表は 23年度以降の推移を掲げております

この欄外のところは 「住み続けたい 「どちら、 」

かといえば住み続けたい」という方々の割合を

、 、載せておりますが ここを見ていただきますと

おおむね80％前後で推移をしているという状況

でございます。

次に （２）の災害に対する備えをしている人、

の割合、45.6％であります。これは 「十分して、

いる 「ある程度している」人の合計割合であり」

ますが、これも表の欄外のところを見ていただ

きますと、23年度以降で、こちらについてはだ

んだん上がってきているのかなとは考えている

ところでございます。

次に、９ページをごらんいただきたいと思い

ます。

（３）の地産地消を意識し、実際に利用して

いる人の割合、64.7％でありました。表の一番

上の段、１として 「意識して、できる範囲で利、

用している」のところを24年度以降見ていただ

きますと、28年度がやはり少し下がっていると

。 、いうふうに考えられます ここにつきましては

課題意識を持って今後取り組んでいく必要があ

るのではないかと考えております。

（４）医療体制の全般について満足している

人の割合、41.7％でありました。これも、下の

表の欄外のところにありますのは 「満足してい、

る 「ある程度満足している」人の割合でありま」

すが、毎年度の状況を見てみますと、それなり

に変動がございます。そういう中で、28年度は

その変動の範囲内にあるのではないかと思いま

すが、昨年度からは下がっておりますので、今

後の動きに注意をする必要があると考えており

ます。

次に （５）子どもを持つことの考えでありま、

す。ポツの１つ目にありますように、予定をし

ているあるいは予定をしていた子どもの数とい

「 」 。うのが ２人 という回答が最多でありました

２つ目のポツでありますが、理想としているあ

るいは理想としていた子どもの数というのが、

「３人」が最多であったということであります

、 。ので ここにギャップがある状況でございます

こうしたところ、少し課題があるのかなという

ふうに考えております。

その他の設問につきましても資料にまとめて

おりますので、後ほどごらんをいただきたいと

思っております。

、 。県民意識調査については 以上でございます

次に、委員会資料の10ページをお開きいただ

きたいと思います。

水素エネルギー等の利活用促進に向けた構想

の策定についてであります。

１の策定の趣旨でありますが、水素エネルギ

ーにつきましては、国はロードマップを策定し

て普及していこうとしておりまして、こうした

国の動きも踏まえながら、本県における水素エ

ネルギーに関する構想をまとめてまいりたいと

考えております。

２の策定方法及びスケジュールであります。
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昨年度、水素エネルギーに関する研究会とい

うものを実施しております。その報告書もベー

スにしながら、今後設置いたします策定委員会

、での議論あるいは市町村等の意見も聞きながら

できれば年内の策定を目指してまいりたいと考

えております。

その下に、参考として、昨年実施いたしまし

た研究会の構成団体を掲げております。

11ページをごらんいただきたいと思います。

横長の資料になっておりますけれども、昨年

。度実施しました研究会の報告の概要であります

右上の枠囲みにありますが、水素エネルギー

の特長として、３つ掲げております。

１つ目が、地域資源からの製造が可能である

ということであります。技術面、コスト面の課

題というのはまだありますけれども、例えば太

陽光、小水力、バイオマス、そういった発電で

起こした電気によって水を電気分解して水素を

取り出すあるいは天然ガス等から直接水素を取

り出すといったような形での方法が考えられま

す。

２つ目であります。高効率かつクリーンであ

るということでございます。水素を燃料電池に

通しますと、電気と熱の両方を取り出すことが

できるということで、高効率かつクリーンとい

うことでございます。

それから、３つ目でありますが、長期かつ大

。量に貯蔵が可能であるということでございます

電気のままであれば、なかなかためておくとい

、 、うのが難しくございますが 水素の形にすれば

こういったことが可能であるということでござ

います。

真ん中の段のところに、横長で、施策の基本

的な方向性の考え方を３つお示しをしておりま

す。

左側のほうでありますが、まずビジョンの共

有であります。水素をエネルギーの柱の一つと

して使っていく社会というのがどういったもの

なのかということについての官民共有のビジョ

ンが必要ではないかと考えております。

それから、その右隣でありますが、実際の水

。素のエネルギーの活用ということでございます

これは、国の進める方向でありますけれども、

まず家庭用燃料電池の普及を進めようとしてお

ります。

それから、真ん中ですが、燃料電池自動車の

普及を進めようとしております。そして、その

燃料電池自動車に水素を供給するためのステー

ションの設置という、この３つを柱として国が

進めようとしていますので、宮崎県としてどの

ように対応していくのかというところの考え方

をまとめてまいりたいと思っております。

それから、右のほうですが、普及啓発であり

ます。水素エネルギーといったものについて、

まだまだ理解されていないところが多いと思い

ますので、県民向けあるいは企業向けといった

形での普及啓発をしていく必要があると考えて

おります。

こうした課題につきまして、考え方を整理し

ながら構想にまとめてまいりたいと考えており

ます。

水素エネルギーについては、以上でございま

す。

続きまして、委員会資料の12ページをお開き

いただきたいと思います。

２巡目国体に向けた県有スポーツ施設の整備

についてであります。

できるだけ早く整備地を絞り込みたいと考え

て検討を進めておりますけれども、例えば県総

合運動公園の津波対策など、まだ考え方がまと
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まっていないといったような部分もありますの

で、本日は現段階の状況の御報告とさせていた

だきたいと思っております。

まず、１の基本的な考え方であります。

（ ） 、１ の２巡目国体等への対応でありますが

大会のスムーズな運営、そしてその後の活用、

地域振興への波及、そういったさまざまな観点

から検討しているところでございますが、その

下の表があります。国体の概要を書いておりま

すけれども、この表の３つ目の段、開催時期の

ところでありますが、９月中旬から10月中旬に

かけての11日間以内、競技数は正式競技40、公

開競技７などとなっております。参加者数につ

きましては、11日間以内の期間で延べ約80万人

となっております。

その下の表でありますが、全国障害者スポー

ツ大会の概要であります。３つ目の段のところ

の、開催時期としましては、原則として、国体

後の３日間、競技数としましては、正式競技

が13、そのほか、オープン競技となっておりま

す。参加者数につきましては、延べ10万人とい

。うことで想定をされているところでございます

一番下の表でありますが、１回目の宮崎国体

の際の会場、それから競技でありますが、県全

体で17市町村、29競技を実施しているところで

ございます。

13ページをごらんいただきたいと思います。

（２）の“スポーツランドみやざき”の展開

であります。

前回の国体におきまして整備しました県総合

運動公園といいますのが、今日のスポーツラン

ドみやざきを支える基盤となっております。そ

の一方で、キャンプの時期、種目、地域といっ

たところに偏りがありまして、スポーツランド

、みやざきをさらに推進していこうという場合に

通年か、多種目かあるいは全県展開といったと

ころが課題となってきているところでございま

す。

その下の表の右側のほうを見ていただきます

と、これは地域的なものでありますけれども、

県央部でのスポーツキャンプの実績が大体７割

という状況でありますので、こうした課題にも

対応できるような形での検討が必要ではないか

と考えているところでございます。

２の検討の視点であります。

今申し上げましたように （１）の円滑な大会、

運営 （２）の“スポーツランドみやざき”の新、

、 （ ） 、 、たな展開 そして ３ としまして 施設基準

ここを改めて確認をいたしますとともに、整備

費用等についてもできる限り抑えていく必要が

あると考えております。

14ページをお開きいただきたいと思います。

ここから、各候補地について、それぞれ概要

を書いてございますけれども、ポイントについ

て簡単に御説明をさせていただきたいと思いま

す。

まず （１）の陸上競技場の①県総合運動公園、

であります。

表の下のほうの費用等のところの整備費用を

ごらんいただきたいと思います。この中で、津

波対策と書いてございます。新たに施設整備を

、 、するような場合には 避難施設だけではなくて

仮に津波があったとしても施設の基本機能が維

持されるようにしていく必要があるのではない

か、そうした場合には対策費が高額になるとい

うことが想定をされております。これについて

は、現在、精査中でございます。

その他の欄でありますが、県総合運動公園そ

のものをスポーツランドみやざきの中心として

活用していくためには、やはり公園全体の津波
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対策が必要であろうと考えておりまして、ここ

につきましても、県土整備部のほうで検討を進

めているところでございます。

15ページをごらんいただきたいと思います。

②山之口運動公園であります。

表の真ん中あたりのところですが “スポーツ、

ランドみやざき”の新たな展開というところで

ありますが、新たな機能・展開としましては、

県西地域のスポーツの拠点となり、またスポー

ツランドの全県展開に資するものと考えており

ますが、一方で、大会利用等のところにありま

すが、都城地域は審判員あるいは補助員等が不

足をしております。施設を十分に活用していく

ためのソフト対策が必要であると考えておりま

して、ここについては都城市のほうからも、も

し整備されるのであれば、県と一緒になって対

策を講じていきたいというお話はいただいてい

るところでございます。

それから、その下の費用等であります。整備

、費用のところの造成費のところにございますが

公園は敷地の高低差がかなりありますので、造

成方法をどうするのかということで金額が変

わってまいりますけれども、高額になってくる

ことが想定をされておりますので、ここについ

て、現在精査中でございます。

その他のところの欄でありますが、ポツの１

つ目、国体の開・閉会式等につきましては多く

の車両が来ると考えられますので、渋滞緩和対

策が必要であると考えておりまして、その対策

についても現在検討中でございます。

16ページをお開きいただきたいと思います。

（２）の体育館の①錦本町の県有グラウンド

であります。真ん中あたりの“スポーツランド

みやざき”の新たな展開のところの新たな機能

・展開でありますが、これまでよりも規模の大

きな大会やイベントに対応できると考えており

ますが、一方で、スポーツランドの全県展開に

はなかなかつながりにくいのかなというふうな

ことを考えております。

それから、②の延岡市民体育館の敷地であり

ますが、これも“スポーツランドみやざき”の

新たな展開のところの新たな機能・展開で申し

ますと、県北地域のスポーツの拠点、そしてス

ポーツランドの全県展開に資するものと考えて

おりますが、大会利用等にありますように、延

岡地域につきましても都城と同様の状況がござ

いますので、ソフト対策が必要であろうと考え

ております。これにつきましても、延岡市のほ

うからは、もし整備が実現する場合には県と連

携して対応してまいりたいというお話をいただ

いているところでございます。

17ページをごらんいただきたいと思います。

（３）のプールであります。

プールにつきましては、県と連携をして整備

、を希望する市町村というのはございませんので

宮崎市内の県有地に整備をしたいと考えており

ます。

また、整備内容につきまして、飛込、シンク

ロナイズドスイミングにつきましては県外施設

の活用を検討したいと考えておりますが、競技

用のプールにつきまして、これも整備費の関係

がありますので、一部屋外での整備というもの

を基本として考えたいと考えております。

なお、競技団体からは、民間との連携により

整備費等の抑制が可能な場合は、全て屋内での

整備を検討してほしいという要望は出ていると

ころでございます。

４の今後のスケジュールであります。

これまで申し上げましたように、県総合運動

公園の津波避難対策をどうするのかとか、都城
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市の山之口運動公園の造成内容をどうするのか

といったことにつきまして、できるだけ早目に

整理をした上で、早目の整備地の絞り込みをし

ていきたいと考えております。

なお書きしておりますが、プールにつきまし

て民間との連携の可能性を検討する場合には、

プールについては、その作業の中での候補地の

決定という流れになっていくものと考えており

ます。

私からは以上でございます。よろしくお願い

いたします。

総合交通課です。○小倉総合交通課長

。常任委員会資料の18ページをお開きください

日豊本線高速化調査の実施について御説明さ

せていただきます。

まず、１の事業の目的・背景でございます。

県内を初め隣県との地域間交流を促進し、諸

産業の振興を図るためには、その基盤となる総

合交通網の整備・充実が必要であります。中で

も鉄道は、定時制にすぐれており、大量輸送が

可能な交通基盤でありますことから、現在の日

豊本線をどのように改良すればどの程度の高速

化が図られ都市間の移動時間が短縮できるかな

ど、高速化の検討を行うために必要な整備手法

や整備費用について調査を行い、基本的なデー

タを得たいと考えております。

２の委託先につきましては、ＪＲ九州のデー

タを活用するということでありまして、その子

会社でありますＪＲ九州コンサルタンツ株式会

社に調査を委託しようと考えております。

３の主な内容でございます。

（１）の調査範囲につきましては、大分駅か

ら鹿児島中央駅まで全長約330キロとしておりま

す。

（２）の調査手法及び項目につきましては、

現状の路線形状や駅の状況を把握し、現状分析

を行い、曲線改良などの各整備手法に係る費用

と短縮時間を調査することとしております。

（３）の整備手法（例）につきましては、右

のページの図により説明させていただきます。

19ページをごらんください。

まず、曲線改良についてでありますが、左上

の図、曲線半径の改良にありますように、例え

ば半径300メートルを500メートルというふうに

曲線半径を長くすることによりまして、急減速

せずにスムーズにカーブを曲がれるようにする

というものです。

また、その右側にありますカント量の改良に

ありますように、曲線部においては、外側のレ

ールを内側のレールより高く敷設しておりまし

て、その高低差をカントと言いますけれども、

このカントの量を上げることによりまして、カ

ーブを曲がる際に速度を落とさず通過できるよ

うにするというものであります。

次に、中ほどの駅構内改良についてでありま

すが、中段左の図に、一線スルー化とあります

が、これは通過する駅構内の線形の一方を直線

化するということで、減速しなくても特急など

が通過できるようにするというものです。

また、中段右の図、分岐器の高速化にありま

すように、１つの線路を２つの方向に分ける設

、 、備 これは駅の手前などでございますけれども

、こういう分岐器の角度を小さくすることにより

急減速せずに駅等に進入できるようにするもの

です。

最後に、軌道強化についてですが、下の段の

図、ＰＣ枕木と書いてありますが、枕木をコン

クリート製にしたり、重軌条化と書かれていま

すが、レールを重くするということによりまし

て、高速通過時の加重・衝撃に耐え得るように
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して速度の向上を図るというものです。

左のページにお戻りいただいて （３）整備手、

法（例）につきましては、このほか、部分複線

化や高速走行に適した振り子列車などの高性能

列車の導入可能性についても検討したいと考え

ております。

最後に、４の今後のスケジュールについてで

ございます。

６月から７月にかけまして、全駅等の現地調

査を行うこととしておりまして、今後、委託業

者と連携を図りながら、改良可能な整備箇所ま

た各箇所において実施可能な整備手法や、それ

らの組み合わせ方などを検討しまして、最終的

には整備費用及び短縮時間を算出しまして、平

成29年３月上旬には結果を取りまとめることと

しております。

説明は以上でございます。

それでは、21ペー○奥中山間・地域政策課長

ジをお開きください。

平成28年度の移住の状況について御説明いた

します。

まず、１の移住実績であります。

県及び市町村がそれぞれ移住施策により把握

した移住世帯数を合計しており、平成28年度

は388世帯となっております。

なお、移住の定義でございますが、米印に記

載しておりますように、本人あるいは家族の意

思に基づき、定住を目的に県外から県内に生活

の拠点を移すこととしておりまして、勤め先の

都合によります転勤ですとか、あるいは本県の

暮らしは一時的なものとなる進学による転入な

どは集計から除いております。

次に、２の市町村別内訳でございます。

最も多かったのが、宮崎市の129世帯、次いで

日南市が47世帯、次いで都城市が34世帯となっ

ております。

増減の欄を見ていただきますと、平成27年度

に比べまして増加している市町村が多い状況に

ございます。これは、市町村が人口ビジョンや

総合戦略を策定する中で、移住の推進を人口減

少対策の一つとして位置づけ、取り組みを強化

。してきた効果が出てきたものと考えております

しかしながら、一方で、減少した市町村ある

いは実績が少ない市町村もございますので、今

年度につきましても、市町村と連携し、それぞ

れの市町村の実績が28年度実績を上回ることを

目標にしっかりと取り組んでまいりたいと考え

ております。

次に、３の世帯代表者の年代別内訳でありま

すが 30代が一番多く 138世帯の35.6％ 次に20、 、 、

代が119世帯で30.7％、次に40代の59世帯で15.2

％となっております。

最後に、移住前の居住地の地域別内訳でござ

いますが、関東が一番多く、131世帯で33.8％、

次に九州・沖縄で124世帯、32％、次に近畿が68

世帯で17.5％となっております。

なお、表中に不明の記載がございますが、こ

れにつきましては、関係部局あるいは市町村か

ら実績を御報告いただく中で、本人から情報が

得られなかったことなどにより不明と回答が

あったものでございます。

引き続きまして、22ページをお願いいたしま

す。

祖母・傾・大崩ユネスコエコパークの登録決

定及び今後の取り組みについてであります。

、 、 、まず １ 審査結果等についてでありますが

既にお伝えいたしておりますとおり、６月14日

にユネスコ本部のパリで開催されましたＭＡＢ

計画国際調整理事会におきまして最終的な審査

が行われ、祖母・傾・大崩ユネスコエコパーク
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の登録が決定されたところであります。

今回、同時に新規登録されましたみなかみ地

、 、域を含め 国内のユネスコエコパークは９カ所

県内では平成24年に登録されました綾を含め２

カ所となります。

２のこれまでの主な経過でございますが、平

成26年12月に宮崎祖母傾ユネスコエコパーク推

進協議会を設立し、登録に向けた取り組みを始

めたところであります。

平成27年２月には、大分県とともに、大分・

宮崎推進協議会を設立し、平成28年８月に国内

委員会においてユネスコへの推薦が決定いたし

ました。

同年９月に申請書をユネスコに提出し、受理

され、今回ユネスコエコパークとして登録が決

定されたところであります。

３の今後の取組等についてでありますが、登

録決定の機会を捉えた情報発信に取り組みます

とともに、２県６市町が一体となって自然環境

保全や観光、教育等の各種取り組みを進めてま

いりたいと考えております。

具体的には （１）貴重な生態系の持続的な保、

全を推進する事業といたしまして、ユネスコエ

コパークエリア内の学術調査研究や登山者等に

対して自然環境への配慮を啓発する取り組みな

どを行います。

また （２）学術的研究や調査・研修を支援す、

る事業といたしまして、子供たちにこの地域の

自然のすばらしさを伝えるための環境学習授業

を行いますとともに、地域の生物多様性や伝統

文化、自然と共生した人々の暮らしなどを取り

まとめ、発信してまいります。

（３）自然と共生した持続可能な発展に向け

た事業といたしましては、登録決定記念シンポ

ジウムですとか、あるいはイベント等の開催に

よる情報発信、誘客に向けての広報・セールス

活動などに取り組みます。

さらに （４）ＰＲ・普及啓発事業といたしま、

して、ロゴマークや啓発グッズの製作、ホーム

ページの運営・改修、パンフレット作成にも取

り組んでいく予定にしております。

説明は以上でございます。

それでは、委員会資料○重黒木産業政策課長

の24ページをお開きください。

フードビジネスの推進につきまして御説明い

たします。

まず、１のこれまでの成果でございます。

フードビジネスにつきましては、平成25年に

構想を策定いたしまして、現在５年目となって

おりますけれども、これまでの取り組みにより

まして、１次産品に付加価値をつけましてビジ

ネスにつなげていくというフードビジネスの考

え方が県内に定着したということがまず成果と

して挙げられるものと考えております。

このことによりまして、県内事業者等の動き

が随分と活発化してきていることを感じており

まして、その下に丸を幾つか掲げておりますけ

れども、フードビジネス相談ステーションの相

談件数ですとか、各団体等が実施いたします商

。談会等につきまして年々増加傾向にございます

また、一番下の丸でございますけれど、もの

づくり補助金につきましては、括弧内が全体の

実績で約20億円でございますけれども、この中

でフードビジネス関係が約８億円、４割を占め

ておりまして、設備投資の面でもフードビジネ

スの比重が高くなってきているんではないかと

考えております。

次に、その下の、２のフードビジネス振興構

想の数値目標と実績でございます。

構想の最終目標は、表の一番上にありますと
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おり、平成32年度までに食品関連産業の生産額

を１兆5,000億円までに引き上げるということで

ございますけれども、直近の平成26年度実績で

、 、１兆3,242億円となっておりまして 現時点では

このまま伸びていけば目標を達成できるものと

考えているところでございます。

また、その下の中間目標に掲げております各

指標につきましても、例えば農業産出額ですと

か食料品・飲料等出荷額が構想策定時点から大

きく増加しておるなど、全体的には順調に推移

しているものと考えているところであります。

次の25ページをごらんください。

各フードビジネスプロジェクトの主な数値目

標の状況を掲げております。

平成28年度の実績につきましては、一部目標

、を達成できていない項目もございますけれども

県産牛の海外輸出量ですとか焼酎の県外課税移

出数量、また宮崎キャビアの販売数量などは目

標を上回っているところでございます。

人材の確保など厳しい状況があらわれてきて

おりますけれども、引き続き関係部局と連携を

強化いたしまして、目標達成に向けて努力して

まいりたいと考えております。

次の26ページ、27ページをごらんください。

見開きで掲載しておりますけれども、平成29

年度のフードビジネス推進の方針等でございま

す。

まず、資料の一番上、フードビジネス振興構

想の目指す姿でございますけれども、今年度も

引き続き、食関連産業の成長産業化による雇用

の創出と地域の活性化を目指して取り組みを進

めていくこととしております。

その下の段に、平成29年度の推進方針を掲げ

ております。左側の箱の中に記載しております

けれども、平成25年度からこれまで、助走、加

速、成長、そして昨年度は展開をテーマに取り

組んでまいりました。平成29年度は飛躍といた

しまして、間近に迫ってまいりました東京オリ

ンピック・パラリンピック等を見据えまして、

さらなるフードビジネスの振興に取り組むこと

としております。

具体的な取り組みの内容につきましては、引

き続き、生産者所得の向上、県内の生産力向上

と高付加価値化の推進 「食」による観光宮崎の、

新生の３つの視点から、資料の下半分に記載し

ておりますように、従来から取り組んでおりま

す10のプロジェクト、これに今年度から新たに

「東京オリパラ」プロジェクトを加えまして、

全体で11のプロジェクトを推進することとして

おります。

各プロジェクトの説明で、箱の中の二重丸を

付しておりますのが今年度からの新たな動き、

またはこれまでの取り組み内容の拡充を図るも

のでございます。

主なものを申し上げますと、まず「拡大」プ

ロジェクトでございますけれども、①の宮崎の

食肉では、新しく食肉処理工場ですとか食鳥処

理工場、こういったものの整備を進めるほか、

②の宮崎の加工・業務用農林産物では、加工事

業者等と連携いたしましたカンショなどの原料

供給体制づくりの強化、また③の宮崎の焼酎で

は、北米ですとか台湾に向けた販路の拡大を進

めることとしております。

次に、その下の「挑戦」プロジェクトでござ

いますけれども、右から２つ目の②フードビジ

ネスを広げる加工・製造といたしましては、食

品開発センター内に食品のおいしさを評価する

官能評価室を新たに整備いたしますので、ここ

を活用した商品開発等を支援していくというこ

とを考えているところでございます。
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また、その下の「イノベーション」プロジェ

、 、クトでは 宮崎大学医学部と連携いたしまして

機能性食品の臨床試験等を行うこととしており

ます。

こういった取り組みに加えまして、資料の右

下のほうでございますけれども、先ほど申し上

げましたように、今年度から新たに「東京オリ

パラ」プロジェクトを立ち上げまして、東京オ

リンピック・パラリンピックへの食材等の提供

を進めることとしております。今後、関係部局

ですとか民間団体等と連携を深めまして、いわ

ゆるＧＡＰの認証取得の推進ですとか、実際に

オリンピック等で料理を提供していくサプライ

ヤー候補との連携強化を図っていきたいという

ふうに考えております。

また、資料の一番下、推進基盤のシステム強

化につきましては、フードビジネス相談ステー

ションを初めとする相談体制や、推進基盤を通

じまして企業や生産者への支援を強化してまい

りたいと考えております。

次の28ページにつきましては、説明は省略い

たしますけれども、昨年度のフードビジネスの

取り組みの中でトピック的な動きを掲載してお

ります。

説明は以上でございます。

委員会資料○弓削生活・協働・男女参画課長

の30ページをお開きください。

宮崎県男女共同参画センターの指定管理者の

第五期指定について御説明いたします。

当センターは、平成18年度から指定管理制度

を導入し、今年度で今期の指定期間が満了とな

りますので、次期指定管理者の選定手続を行う

こととしております。

。１の現在の管理運営状況についてであります

（１）の施設の概要の②の設置目的ですが、

本県の男女共同参画づくりの推進拠点として、

情報提供及び啓発・相談事業を行うとともに、

学習・交流の場を提供し、男女共同参画社会の

形成に寄与するということでございます。

③の指定管理者は、特定非営利活動法人みや

ざき男女共同参画推進機構、④の指定期間は、

平成27年４月から今年度末までの３年間であり

ます。

２ の施設利用状況につきましては 平成26（ ） 、

年度から28年度の３年間の状況を記載しており

ます。情報コーナーの利用者数は、平成28年度

で7,596人となっており、その他の利用者数や講

座の参加者数はごらんのとおりでございます。

（３）の施設収支状況についても、３年間の

状況でありまして、収支の指定管理料は、28年

度が2,706万6,000円、支出が2,692万3,000円と

なっております。

（４）の利便性やサービス向上、利用者増の

取組につきましては、土曜日開館、ホームペー

ジによる情報発信などを行っているところでご

ざいます。

（５）の評価といたしましては、専門性を生

、かした相談業務や講座等を着実に実施するなど

施設の目的に沿った適正な管理運営が行われて

いるところでございます。

次に、２の次期の募集方針についてでありま

す。

（１）の業務の範囲は、これまでと同様、施

設の利用や男女共同参画社会づくり事業に関す

る業務などでございます。

（２）の指定期間は、平成30年４月１日から

平成33年３月31日までの３年間でございます。

（３）の基準価格につきましては、年額3,049

万1,000円で、３年間総額で9,147万3,000円であ

り、今期と比較しますと年額342万5,000円増加
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、 。し その理由は人件費単価の見直しであります

続きまして、31ページをごらんください。

（４）の募集概要につきましては、７月６日

、から９月６日の約２カ月間募集をすることとし

県公報や各種メディアを活用した広報を行うこ

ととしております。

（５）の資格要件ですが、①の宮崎県内に事

業所または事業所を有するまたは設置しようと

する法人その他の団体であることなど、記載の

。８つの資格要件としているところでございます

（６）の選定の①の審査の流れといたしまし

ては、まず、県の書類審査の後、外部員で構成

されます選定委員会により、書類審査通過者の

プレゼンテーション、ヒアリングによる審査を

行います。その後、県の選定会議による確認を

経まして、指定管理候補者を選定することとし

ております。

次に、②の選定委員会は、南九州短期大学の

柳瀬准教授を委員長として、そのほか公認会計

士、利用者の代表者、女性活躍推進や市町村の

関係者などで構成されている５名ということで

ございます。

32ページをお開きください。

③の選定会議の委員は、記載のとおり、５名

でございます。

（７）の選定基準につきましては、①の住民

の平等な利用が確保されることなどや、②の事

業計画書の内容等がセンターの効用を最大限に

発揮するものであることなど４つの選定基準を

設けております。

（８）の審査項目・配点につきましては、４

つの選定基準ごとに、ごらんのとおり、それぞ

れ審査項目と配点を設けまして審査を行うこと

としております。

なお （７）の選定基準 （８）の審査項目・、 、

配点につきましては、前回の第四期指定の際と

同じ内容としております。

最後にスケジュールでございますが、３のス

ケジュールにつきましては、５月31日に第１回

の選定委員会を開催し、募集方針等の検討をし

ていただきました。７月６日から募集を行いま

して、９月の書類審査、選定委員会、10月の選

定会議を経まして、指定管理候補者を選定する

予定であります。

33ページにございますとおり、11月の定例県

議会で議案として提出しまして、議決をいただ

きましたら指定を行い、来年４月１日から業務

を開始する予定でございます。

説明は以上でございます。

資料の34ページ○川口みやざき文化振興課長

をお開きください。

国民文化祭及び全国障害者芸術・文化祭の開

催について御説明いたします。

なお、以下、国民文化祭につきましては国文

祭、全国障害者芸術・文化祭につきましては障

文祭とさせていただきます。

まず、開催年度でありますが、国文祭につき

ましては、昨年11月に文化庁から平成32年度の

開催内定の通知を受けたところであり、障文祭

につきましては、平成27年度から国文祭を開催

する都道府県で開催することとなっておりまし

て、ことし３月に厚生労働省から開催決定の通

知を受けたところであります。

、 、 、 、なお 開催時期 期間につきましては 今後

国や関係団体等から広く意見を聴取しながら、

実行委員会で決定していきたいと考えておりま

す。

次に、２の本県開催の目的であります。

平成32年度は東京オリパラが開催される年で

あり、また記紀編さん1300年記念事業の集大成
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の年であることから、この好機を生かし、県民

の芸術文化に親しむ機会を拡大し、主体的な文

化活動を国内外に発信してまいりたいと考えて

おります。

また、大会開催を契機としまして、人材の育

成や新たな文化資源の掘り起こしに努め、本県

文化力の向上を図り、地域の活性化につなげて

まいりたいと考えております。

次に、３の国文祭の概要でありますが、国民

の文化活動への参加の機運を高め、新しい芸術

文化の創造を促すことを狙いとした文化の祭典

であり、文化の国体とも言われております。

、（ ） 、 、 、主催は １ にありますように 文化庁 県

各市町村などとなっております。

主な内容としましては （２）にありますよう、

に、開会式典、オープニングフェスティバル、

閉会式 県内各市町村で開催されます分野別フェ、

スティバルとなっております。

なお、参考として、資料の下のほうに国文祭

の近年の開催状況の表を記載しております。

35ページをごらんください。

４の障文祭の概要でありますが、障がい者の

芸術や文化活動への参加を通じて、生きがいや

自信を創出し自立と社会参加を促進するととも

に、障がいに対する理解と認識を深めることを

狙いとしておりまして、主催は （１）にありま、

すように 厚生労働省 県 各市町村などとなっ、 、 、

ております。

主な内容としましては （２）にありますよう、

に、造形芸術の展示などを行う芸術・文化祭、

授産製品の展示販売などを行うふれあい交流と

なっております。

こちらも参考として、資料の中ほどに障文祭

の近年の開催の状況の表を記載しております。

次に、５の国文祭及び障文祭の一体的開催に

ついてであります。

（１）にありますように、県内外全ての方々

が、障がいの有無などにより分け隔てられるこ

、 、となく ともに参加し楽しめる大会とするため

一体的開催としたところであります。

一体的開催とすることにより （２）にありま、

、 、 、 、 、すように 事業内容 大会名称 テーマ 会期

運営組織体制などが共通化されることとなりま

す。

なお、事業内容につきましては、全てが共通

でできるものではございませんが、可能な限り

共通で行えるよう努めてまいりたいと考えてお

ります。

、 。次に ６の県実行委員会についてであります

知事を会長に、県、市町村、経済団体など、

オール宮崎の体制で今月７日に設立したところ

であります。

今後は、７の今後のスケジュール（案）に示

してありますとおり、第２回の実行委員会を10

月から11月に開催しまして基本構想決定 平成30、

年度に実施計画大綱、平成31年度に事業別実施

計画を決定し、平成32年度の本番を迎えること

としており、大会の成功に向け、しっかり準備

していまいりたいと考えております。

参考としまして、36ページに大会の運営体制

図を、37ページに大会開催スケジュール案を添

付しております。

説明は以上であります。

私のほう○米良記紀編さん記念事業推進室長

から、記紀編さん1300年記念事業の今年度の取

り組みについて御説明させていただきます。

まず、資料の40ページをお開きをいただきた

いと思います。

事業展開の柱立てを整理したものを記載して

おります。
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まず、当事業の狙いでありますが、県民の皆

様に神話や伝説など宮崎の宝を再認識していた

だき、郷土に対する愛着や誇りを深めていただ

くこと、そしてその宮崎の宝を磨き上げ、県内

外に発信し誘客につなげることで、観光交流の

活発化を図っていくというものであります。

各事業の内容につきましては、後ほど御説明

をいたしますが、これらの狙いを達成するため

に、表の左側、Ⅰの県内対策といたしまして、

県民に知ってもらうための県民大学やシンポジ

ウムなどに取り組みますほか、表の右側、Ⅱの

県外対策では、認知度を上げるための取り組み

、 、といたしまして 大学との連携講座や神楽公演

ＳＮＳ等を活用しました情報発信、さらにその

下に記載をしております誘客に結びつけるため

の取り組みとしまして、市町村との連携事業な

どを進めているところであります。

また、表の左側、中ほどになりますが、Ⅲ今

後本格化させる取組にありますとおり、東京オ

リパラや国民文化祭、そして世界遺産を見据え

た取り組みを今後さらに推し進めていく必要が

あると考えております。

恐れ入ります。資料の38ページにお戻りをい

ただきたいと思います。

先ほどの事業の柱立てに基づきまして取り組

んでおります今年度の主な事業について、概要

を御説明いたします。

、 。まず 県内に向けての対策と取組であります

（１）の神話のふるさと県民大学であります

、 、 、が ①にありますとおり 県内３大学と連携し

、リレー形式で９つの講座を実施いたしますほか

フィールドワークや講演会、そして④の記紀み

らい塾では、県内各地の８校の小中高校におい

て出前授業を開催いたします。内容の充実はも

とより、開催回数や開催場所の拡大を図り、県

民の皆様の知る機会の拡充に努めているところ

であります。

（２）の神楽シンポジウムでは、神楽の関係

者や一般県民の皆様に、神楽の魅力を知ってい

ただき体感していただくためのパネルディス

カッションや神楽公演を、２月に開催をする予

定としております。

（３）の古墳に関する啓発事業では、市町村

の文化財担当者向けの講演会や一般県民向けの

啓発イベント等を実施いたしますほか、古墳に

関する連続講座を県内３カ所で実施する予定と

しております。

続きまして、39ページをごらんください。

県外に向けての対策と取組であります。

まず、１の認知度をあげる取り組みといたし

まして （１）にありますとおり、東京オリパラ、

開会式での天岩戸開き神話の採用や、神楽や古

墳の世界遺産を見据えた取り組みといたしまし

て、関係機関等への要望活動や情報発信などに

取り組んでいるところであります。

２ の神話に関心の高い層へのプロモーショ（ ）

ンでは、まず①では、東京、大阪、福岡のごら

んの大学との連携講座を実施することとしてお

ります。今年度は、西南学院大学と連携をする

ことにより、福岡で初めて開催することとした

ところであります。

次に、中ほど、②の県外でのイベントであり

ます。

昨年度、自治体主催として初めて東京国立能

楽堂において神楽公演を開催し、大変盛況いた

だきましたが、今年度も引き続き同能楽堂での

公演を実施いたしますほか、福岡県、大分県と

も連携をしながら、東京、奈良、福岡の計４カ

所で宮崎神楽の公演を開催することとしており

ます。県外の方々に、できるだけ本物に近い形
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で神楽を体験していただくことにより、宮崎の

魅力、神楽の魅力を全国に発信しているところ

であります。

続きまして、２、誘客に結びつける取り組み

でございます。

事業の成果を誘客につなげていくことが肝要

でありますことから、関係部署と連携をしなが

。ら誘客事業に取り組んでいるところであります

特に、市町村と連携しまして、各地域の素材の

磨き上げなどに取り組みます、神話をテーマと

する新たな観光づくりでは、今年度、新たに２

種類の地域版パンフレットを作成するなど、各

神話ゆかりの市町村の誘客促進を図ってまいり

たいと考えております。

、今年度の主な取り組みは以上でございますが

別冊で、資料３といたしまして、28年度の取り

組みをまとめた冊子をお配りしております。16

、 、ページまでが当室の実施事業 17ページ以降に

市町村や民間事業者等を含めた県全体の取り組

みの概要を掲載しております。私どもで把握で

きました170を超える事業について掲載しており

ますが、県内各地でさまざまな取り組みが行わ

れるようになってきております。後ほどごらん

をいただければと存じます。

説明は以上でございます。

執行部の説明が終了しました。○二見委員長

その他報告事項について、質疑はありません

か。

ざっと行ってもいいの。項目ごと○中野委員

に行くの。

項目ごとでなくてもいいです。○二見委員長

どうぞ。

まず、６ページ、政策評価のこと○中野委員

でお尋ねしたいと思います。６月に諮問・審議

があるということですが、これは、何日間で何

時間ぐらいの時間を費やしてこういう審議会を

開かれるわけですか。

審議会そのもの、会議形○松浦総合政策課長

式のものは２回を予定しておりますけれども、

それぞれ２時間程度ということでございます。

１回目は、まず全体の御説明をした上で御意見

をいただくという形で考えております。それか

ら、その上で、それぞれの委員の方々にプログ

、 、 、 、ラムについて Ａなのか Ｂなのか Ｃなのか

Ｄなのかということにつきましては事前に照会

いたしまして、それを集約した形で、２回目の

中でどういう評価にするかという御決定をして

いただきたいという流れで審議会は進めてまい

りたいと思っております。

そうそうたるメンバーが委員でい○中野委員

らっしゃいますが、昨年度で、これに本人出席

というのはどのくらいおられるのですか。本人

だけを教えてください。

１回目につきましては、○松浦総合政策課長

３人が御欠席のようであります。本人だけが御

出席ということになっていますので、代理はき

かないという形で進めております。

昨年度の場合は、２回とも御欠席という方は

いらっしゃいませんで、どちらかには必ず出て

いただいているような状況でございます。

本人出席ということになっている○中野委員

から、慎重に徹底した審議がされるように要望

しておきたいと思います。

次に、８ページについてお尋ねします。

回答率が前回よりも上がったということで自

画自賛されておりましたが、インターネット

は134通で、わずか8.7％ですよね。郵送のほう

が91.3％ですが、するとインターネットも、計

算すれば1,540名ぐらいだったと思うんです。そ

れがわずか8.7％ですが、そのあたりはどのよう
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に評価されておられますか。

まず、調査対象の方に調○松浦総合政策課長

査票をお送りするということになりますので、

それが3,500人の方ということでございます。そ

こについての回答の仕方として、郵便で送り返

していただいてもいいし、ホームページ上に解

答様式を載せておりますので、調査票が届いた

方がホームページ上で回答ができるという仕組

みにしておりますので、誰でも回答できるよと

いうようなことであればもうちょっと数はふえ

ていくと思うんですけれども、一応3,500人の無

作為抽出した方々に送るという前提での方式で

ありますので こういうことになっていると思っ、

ております。

わかりました。誤解しておりまし○中野委員

た。

次に、18ページ、日豊本線の高速化の調査で

すが、日豊本線の大分駅から鹿児島中央駅まで

が330キロと言われましたが、うち宮崎県は何キ

ロなんですか。

済みません。お調べしま○小倉総合交通課長

すので、少々お待ちください。

調べる間に。○中野委員

結局、これは鹿児島、大分も含めて、全額宮

崎県が負担するということですか。それで、費

用総額はどのぐらいの金額ですか。

おっしゃるとおり、宮崎○小倉総合交通課長

県負担でございまして、調査費としましては

約2,000万。正確に言いますと、細かいところ

で1,999万800円ということで、ほぼ2,000万とい

うことになりますけれども、そういう数字でご

ざいます。

宮崎県が１人で大分の分も鹿児島○中野委員

。 、の分も調査するんですか 鹿児島とか大分には

負担の相談とか そういうことはされていなかっ、

たんですか。

事前には調査について説○小倉総合交通課長

明は行っているようですけれども、本県にとっ

、 、ての高速化による利便性 特に鹿児島－宮崎間

それから延岡－佐伯間、その辺の高速化は利便

性が高いという視点で我々が独自で調査すると

いうことで、県負担でやらせていただいている

ものです。

まだわかりませんか。○中野委員

距離はわからない。まだのよう○二見委員長

ですね。ほかはよろしいですか。

それなら、次の質問に行きます。○中野委員

次に21ページ、ここに28年度、27年度の調査

結果が出ておりますが、これは何年前からこう

いう把握をするようになっているわけですか。

データがありますか。

データは、平成18○奥中山間・地域政策課長

年度からございます。

もう10年前からあるということで○中野委員

すので、これは定住することが目的の事業です

よね。余り前のときのことを言いたくはありま

、 、 、せんが 定住するつもりが そうはいかなくて

またもとに返ったという方もおられると思うん

。 。です そのあたりの把握はされていないですか

どのくらい定住さ○奥中山間・地域政策課長

れたかということでございますが、これは各県

の課題になっておりまして、移住されるときに

は県や市町村の相談窓口ですとかあるいはいろ

んな移住の支援施策を使って入ってこられるの

で、そこでチェックができるわけでございます

が、出ていかれるときには、相談窓口にこられ

るとか、そういうこともございませんので、な

かなか把握できない状況ではございます。

ただ、委員が言われるように、やはり定住さ

れることが重要でございますので、市町村につ
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きましても、今、いろんなフォローアップをし

ております。例えば、定住のための相談窓口を

置きますとか、あるいは移住者の方々のネット

ワークをつくったり、あるいは移住された方と

住民の方々との交流会を開催したりとかという

ことで、そういったフォローアップをしており

ますので、そういった中で把握をしていきたい

と考えております。

これは、大変重要な大切な事業だ○中野委員

と思うんです。そう認識をいたしております。

それで 定住することで人口増加を含めてやっ、

ているけれども、残念ながら、トータルの人口

は減っていますよね。だから、余り古いのは、

もうなかなかデータもないでしょうから、せめ

て五 六年はさかのぼって その効果がどうだっ、 、

たかということぐらいは参考にして、こういう

大切な事業を進めてほしいと思うんです。ぜひ

お願いしておきたいと思います。

次に、ユネスコのことで、22ページ。

これが選ばれて、登録決定がされて、非常に

喜んでいるわけですが、これはもともとが、書

いてあるとおり、学術的な事業ですよね。それ

で、生態系の存続維持とか学術的云々というの

が書いてあるんですが、現実的には、23ページ

の右下に書いてあるとおり、交流人口の増加、

、一層の観光・地域の振興にということですから

外からの観光客がいかにしてふえるかというこ

とももくろんでいろいろやられたと思うんです

が、学術的なことと観光、それは相反すること

にもなると思うんです。そこ辺の調和とか、ど

の辺までが許容になるわけですか。

ユネスコエコパー○奥中山間・地域政策課長

クの地域につきましては、大きく３つの地域に

分かれておりまして、一番中心になるところが

核心地域ということで、ここは絶対、基本的に

人の手を入れずに守らないといけないエリアに

なっております。

そのエリアの外側に、緩衝地域というエリア

を設けておりまして、ここはできるだけ人の出

入りはしないようにはするんですけれども、例

えば環境学習ですとか、学術研究ですとか、そ

のエリアで研究を進めていきますよというエリ

ア。

それから一番最後に、一番大きなところでご

ざいますが、移行地域ということで、ここは、

我々人間の経済活動をしながら自然を守ってい

くという地域になっております。

核心地域の部分につきましては、いろんな法

律で守られておりますので、なかなかそこまで

は人が出入りしたり、経済活動を行ったりしな

いというところで守られているということでご

ざいます。

委員がおっしゃるとおり、エコパークに人が

来るようになれば、一方では自然が荒らされる

のではないかという、確かに相反する懸念もご

ざいますので、そこは、例えばこの事業の中で

も登山客に対する啓発というようなところも書

いておりますが、自然を守るための呼びかけな

りパンフレットなり、そういった取り組みはあ

わせてしていきたいというふうに考えておりま

す。

ユネスコのエコパークに選定され○中野委員

るぐらいすばらしい自然があったし、そういう

地域だったわけですから、うまく調和するよう

に進めてほしいと思います。

次に、25ページですが、オープンラボの利

用 26年から28年までの実績が13件で 目標が13、 、

、 、件だったということで 100％ということですが

本当に13件ぐらいが目標なんですか。かなり鳴

り物入りでつくったような、何かつくるときも
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。 、いろいろありましたよね １回中止か何かして

出直しみたいなこともあって。これは非常にい

いことだと思うんですが、13件ぐらいで100％で

満足していいものかどうかをお尋ねしたいと思

います。

ここに掲げております○重黒木産業政策課長

数値目標は、オープンラボの利用の仕方は大き

く２つございまして、オープンラボそのもので

商品の開発をするというところが１つと、それ

と、オープンラボが衛生設備としては最先端の

設備でございますので、そこの設備を活用して

衛生管理の研修指導をやるということ、大きく

２つ目的がございます。今13件と掲げておりま

すのは後者のほうでございまして、施設を活用

して、企業の方々の衛生管理意識を高めていた

だくとか、そういった研修でございます。

、もう一つの製造品の商品開発につきましては

年間大体、例えば平成27年度ぐらいですと、36

件ぐらいの企業さんに御利用いただいている状

況がございますので、そういった形での商品開

発の利用は結構あっているんじゃないかなと

思っているところでございます。

その36件も含めて評価できる利用○中野委員

ということですか。

施設のキャパシティー○重黒木産業政策課長

、 、がございますので 昨年度まででございますと

ほぼキャパシティーいっぱいいっぱいができて

いるということでございます。

ただ、最近はちょっと利用が落ちているとい

う情報がございますので、今年度からさらなる

ＰＲをしっかりやっていかなければいけないか

なと思っているところでございます。

そのようにしてください。○中野委員

次に、34ページ、文化祭のことでお尋ねした

いと思いますが、まだ期間は未定ということで

すが 参考の部分を見ますと 例えば山梨県は303、 、

日間、おととしにやった鹿児島県は16日間です

よね。開催期間に、かなりばらつきがあります

よね。宮崎県が何日間を設定されるかわかりま

せんが、山梨県はなぜ303日間だったのか、反対

に鹿児島県はなぜ16日間だったのかを教えてい

ただきたいと思います。

議員がおっしゃ○川口みやざき文化振興課長

いますとおり、過去の大会期間は１週間から２

週間が主流であったんですけれども、その中で

秋田県が１カ月とか、山梨県が300日とか、直近

の奈良県では３カ月ということで、各自治体が

効果的な会期を柔軟に設定している状況であり

ます。そこは、開催県にある程度委ねられてい

るというところで、そういう開催期間のばらつ

きがあります。

ただ、近年は、大体１カ月とか２カ月とか、

長くなる、そういった期間でやる方向にありま

す。これは、やっぱり地域の活性化も図る意味

があるということで、地域のほうでそういった

開催期間を設けているという流れがあるようで

ございます。

来年開催する大分県は、何日間を○中野委員

やるんですか。

大分県は、51日○川口みやざき文化振興課長

間となっております。

オリンピックをかなり気にされて○中野委員

いるようなことが書いてありますけれども、オ

リンピックは７月中か８月の上旬には終わるわ

けでしょう。大体10月ごろ開催ですから、宮崎

県もそれなりの期間をしてほしいなと。記紀編

さん1300年の集大成としてやるわけですから、

ある程度の期間はつくるように、ぜひそのこと

をお願いしておきたいと思います。

先ほどの中野委員からの○小倉総合交通課長
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質問で、宮崎県内の距離ですけれども、宮崎と

大分の県境の駅、それから宮崎と鹿児島の県境

の駅間の距離ということになりますが、これ

が156.7キロ、約160キロという形になります。

ちょうど半分ですね。半分ぐらい○中野委員

だから、鹿児島県のためにも、大分県のために

もなるわけですから。東九州新幹線でしたか、

あれなんかは、一生懸命、大分と両県で取り組

んで、その調査結果は何か至らぬ結果だったよ

うな一般質問もありましたけれども、そこは宮

崎県がお願いして、できたらきちんとした調査

もしていただいて、新幹線ができるまではかな

り時間がかかりますから、そして高速化が図ら

れるように。

それと、都城とか宮崎あたりまでは新幹線で

鹿児島まで来て、そして逆に南のほうから、鹿

児島から来る人も多くなると思うんです。だか

ら、鹿児島県ともうまく手を組んでやってほし

いなと思いますが、取り組む姿勢だけでも教え

てください。

今回の高速化調査は、ま○小倉総合交通課長

ず我々が独自でやるという形になります。

もちろん今後、ＪＲ九州にいろんな高速化の

要望をしますとか、実際に高速化をするという

ような工事の段階になれば、もちろん関係する

各県、利便を受ける各県とともに動かないとい

けないなと思います。そこは、もちろん大分、

鹿児島とも連携していかなければならないなと

考えているところです。

東九州新幹線に関しましては、もちろん４県

１市でやっているところでありますので、そこ

はもう期成会で一体として動いているというこ

とでございますので、ちょっと今の段階では鹿

児島だけとか、大分だけというわけではないと

考えておるところでございます。

幾ら調査しても、なかなかＪＲと○中野委員

いうところは官僚的で動きませんよ。だから、

３県が組んで要望していって高速化を図らない

、 。と 向こうから押し切られるんじゃないですか

ワンマン化のことについても、２月の議会で

一般質問があって、それで、私は委員会でも言

いました。そのときも、不退転の決意で臨まな

いと、なかなか押し切られるよというようなこ

とを質問したんです。当時の部長も、それから

知事も相談に行かれた。ワンマン化になること

を何とか阻止したいという思いで行かれたんだ

、 、と思うけれども 安全対策にお墨つきをくれて

ワンマン化になることを何か暗に認めたような

。 、 、結果になったように思うんです だから 今度

南宮崎から鹿児島がワンマン化になると、こう

いうことだと思うんです。

この高速化も含めて、ワンマン化の対応も含

めて、やはり両県と、関係する大分県、鹿児島

県とも組んでやらないと、宮崎県単独ではなか

なかだと思います。単年度で終わる事業でもな

いと思いますので、高速が可能になることが目

的ですので、2,000万も費やしてやるわけですか

ら、ぜひそういう取り組みをよろしくお願いし

ておきたいと思います。

おっしゃるとおり、実現○小倉総合交通課長

可能な段階になって、各関係県とは連携してま

いりたいというふうに考えております。

まだありますよね。○二見委員長

そしたら、ここで休憩します。午後１時10分

再開でよろしくお願いします。

暫時休憩いたします。

午前11時53分休憩

午後１時６分再開

委員会を再開いたします。○二見委員長
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その他報告事項について、ほかに質疑はござ

いませんか。

県の考え方を確認したいと思いま○河野委員

すが、８ページの県民意識調査結果の概要で、

調査方法の中で3,500人を無作為に抽出とありま

すけれど、例えば人口割で宮崎市何人とか、そ

。ういうこともしていないということでしょうか

、○松浦総合政策課長 各市町村ごとについては

大体何％ずつという形で割り振りはしていると

ころでございます。

データとして、3,500人中1,540人○河野委員

という回答が得られましたが、これは、データ

の数として、サンプル数としては有効だという

判断でしょうか。

御質問は、回答数が1,540○松浦総合政策課長

ということで、この結果が実態をある程度反映

。しているのかどうかという御質問だと思います

世論調査等の取り扱いの中で、1,000ぐらいのサ

、 、ンプル数が集まれば 大体95％ぐらいの確率で

誤差３％の範囲内ではおさまるという統計学上

の取り扱いがありますので、その範囲にはおさ

まっているというふうに考えております。

では、その上でということで、結○河野委員

果の概要の（３）地産地消を意識し、実際に利

用している人の割合ということで、これを報告

されたときに 「今後、課題意識を持って取り組、

みたい」という発言があったと思うんですが、

これは地産地消を推進するという県の考え方の

もとでの発言でしょうか。

広い意味での地産地消と○松浦総合政策課長

いうことにつきましては、私どもの総合政策課

のほうで所管をして進めているというところで

ございます。いろんなＰＲ等もしてきていると

ころでありますけれども、その中で少し数値が

、下がっているというところが見てとれますので

ここについて、分析も含めてやっていかないと

いけないと思っているところでございます。

別途の本体の意識調査の結果の中で、例えば

食材とかについての調査でいうとそんなに落ち

ておりませんので、そこあたりの状況の分析等

も少しやる必要があるのかなとは思っておりま

す。

その上で、26、27ページの平成29○河野委員

年度フードビジネスの推進についてという構想

図がありましたが、この中に地産地消という観

点がちょっと見えにくいなと思ったんですけれ

、 。ど そこら辺の説明をお願いしたいと思います

地産地消といった場合○重黒木産業政策課長

に、フードビジネスの中では、県内でとれる原

材料を利用して付加価値を高めていこうという

考え方でやっております。余り明確な形では書

いておりませんけれども、例えば宮崎の焼酎の

プロジェクトの中では、焼酎原料用カンショ、

今55％ぐらいが県内産で残りは鹿児島産とかに

なっているということですので、それをできる

だけ県内産の原料用カンショを使っていこうと

か。あるいは加工米につきましても、ＭＡ米と

か外国産米から県内の加工用米に切りかえてい

、 、こうとか そういった形でやっておりますので

基本的な考え方としては、地産地消という考え

方も含めてやっているところでございます。

このフードビジネス推進って、４○河野委員

文字でいくとしたら たしか高知県なんかも使っ、

ていましたけれど、地産外商というか、そうい

う方針が強い図なのかなと思って。

結局、フードビジネス推進ということで県は

取り組んでいるので、過渡期のこの時期として

は、県民の意識が、先ほどのこういう結果が出

ても、これは県がフードビジネスを推進してい

る過程の中で、ある意味、県の構想どおりの反
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。応なのかなと僕はちょっと思ったんですけれど

そこら辺で、この地産地消については課題意識

を持って取り組むということに対して、もう一

度答弁をいただきたいなと思いますけれど。

広い意味での地産地消と○松浦総合政策課長

いうことですので、食材とかそういうことだけ

ではなくて、例えば宮崎のものを仕入れて使っ

ていきましょうとか そういう活動の中でもしっ、

かりやっていく必要があるのかなということで

ございます。

一般の県民の方々にこういったことを知って

いただくという取り組みも当然進めていく必要

がありますけれども、それ以外にも、例えば県

内の事業者の方々に県内の原料があるのかどう

かというところも見ていただける形を考えてい

く必要があるんじゃないかというふうに思って

おります。

後者のような事例であれば、今、県民会議の

中で取り組んでおりますのは、私どもが中心に

なってやっておりますけれども、県民会議に参

加していただいている企業の方々の調達情報が

うまく共有化できないかとかいうような形で地

産地消が進められないかといったところも取り

組んでいるところでございまして、さまざまな

形で地産地消というものも取り組んでいかなけ

ればならないということでございます。

そういう中で、少し意識調査の結果のところ

も意識しながらやっていかないといけないのか

なと思っているところでございます。

地産○井手総合政策部次長（政策推進担当）

地消とフードビジネスの関係のお話だと思いま

す。

県の計画そのもので言いますと、地域経済循

環構築のプログラムというのがございます。こ

れの大きな指標が、県際収支、県内と県外との

収支バランス、これの赤字をできるだけ減らし

ていこうという発想と、地産地消を意識する県

民の比率を上げていこうという大きな目標を掲

げております。

今申し上げました県際収支の部分で言います

と、できるだけ県内のものを県外に売っていこ

うという部分がございます。そういう意味で、

フードビジネスが行っていますのは、今まで素

材で出していたものを、県内でまず利用しても

らって、加工して加工品として出す、付加価値

をつけて出すというような取り組みをしていま

す。したがいまして、先ほどお話がありました

フードビジネスの推進のプロジェクトというの

は、大体そういう形でできていると。まず県内

で利用して、加工して、外に出して付加価値を

設けていく。

同時に、県内で利用するという部分におきま

しては、県民の皆さん方も、県内の企業さん方

も、できる県内でできたものを活用して使って

いただきたい、利用していただきたいというこ

とでございます。

外貨を稼いで、県内で循環をさせて、経済活

動を活発化していくと、そういう思想に基づい

て計画はできておりますので、御理解いただけ

ればと思います。

８ページ、県民意識調査、これは○緒嶋委員

県政運営、新たな施策の検討材料として活用す

るということになって、この場合、災害に対す

る備えをしている人とかいうのは45％。ところ

が、余りしていない、全くしていないほうが多

いわけやな。これは、４と５を足せば、54％に

なるとですね。余りしていないという人も、

ちょっとはしとるとかもわからんけれど。宮崎

県は、南海トラフが仮に発生した場合には３

万5,000以上、家屋でも10万戸弱ぐらいは流出と
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、 、いうか 傷むだろうと言われておるわけですが

これがまだ45％ぐらいでは。

危機管理局との連携というのは、アンケート

を通じて、そういう施策推進のための協議はし

ておるわけかな ただアンケートをするだけじゃ。

意味がないし、新たな施策に反映させなければ

意味がないわけで、このあたりはどうですか。

このアンケートの調査の○松浦総合政策課長

設問というか、項目そのものにつきましても、

調査をする前に、施策に反映させるための設問

としてこういう形でいいのかどうかということ

を、まず各部と協議をしてから出すということ

でございます。

その結果につきましても、それぞれのところ

につないだ上で、当然、それぞれの施策の中で

検討していただく必要がありますので、こうい

、う状況ですよということは話をしておりますし

御質問にありましたように、災害に対する備え

ということでいうと、ある程度しているという

人が45％、逆に言うと、そうではない人がおっ

しゃったような状況でありますので、昨年の熊

本地震等もありましたので、ここはもっと上げ

ていかないといけないんじゃないかという議論

はしているところでございます。

こういうことは、まだ災害に対す○緒嶋委員

る県民の認識が低いともとれるわけですよね。

これをいかに高めるか。やっぱり自分は自分で

守らないと、もう、これはどうにもならん。個

人個人が自分を守るという自覚が生まれなけれ

ば、備えをしているということにはならんわけ

だから。そういう点のあり方というか、ソフト

面を含めて、県民に対してどう周知するかとい

うのは危機管理局の責任でもあろうと思うし、

そこ辺の調整をうまくやるということが、やっ

。ぱり県政推進のために必要なことだと思うんで

これは医療体制にしても同じでありまして、

満足している人は四十幾ら、満足している人が

少ないわけです。これは、医療体制が十分でな

いということを示しとるわけですよ。全県下の

医療計画なんかの中でこれをどう生かすかとい

うのは、大きな次の課題になるわけだ。

こういうアンケートは、県民の信頼できる意

思表示でもあるわけだから、これをいかに県政

の推進にするかという、そのための調査でもあ

るわけだ。ただ調査することが目的じゃない。

それをどう生かすかだから、そのあたりをやは

り総合政策部がリーダーシップをとってやると

いう、県庁の組織の中では、それが一番大切だ

と思うんです。今後どう考えて進めるかという

こと、そのあたりの考え方をもうちょっと詳し

く。

御指摘のとおり （４）の○松浦総合政策課長 、

医療体制のところの満足度でありますとか、全

体から見ると、やっぱり本当はもっともっと上

がっているのが正しい状態だというところがあ

りますので、そういうところから乖離している

状況もあるのではないかという御指摘でありま

、 、すし 全体的なところの設問の回答については

やはり各部ともしっかり議論をしていく必要が

あると思っております。政策評価の中でもこう

いったものを取り込みながら、どういった点が

課題であるというところもある程度明確にして

いきながら、政策なりそういったものの方向づ

けをしていく必要がある、そういった作業をし

てまいりたいと思っております。

やはり今度の県病院なんかについ○緒嶋委員

ても、こういう形の中で宮崎病院をどういう形

でもっていくかという、宮崎病院のあり方の一

つの示唆にもなると思うんです。やっぱり県民

が、医療体制については不満が多いと、その中
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で県病院を新たに数百億もかけてつくるなら、

県民の全体の医療のためにどういう形の県病院

をつくるかというのは大きな課題だと思ってい

るんです。やはり、そういうものを含めて進め

るのがこのアンケートの重要な意義にもなるわ

けだから、ぜひそういう感じで進めてほしいと

いうことをお願いします。

次は水素エネルギー。

今のところ、福岡県はものすごく取り組みが

進んでおるわけですよね。日本は資源が少ない

中で、水素だけは資源がないとは言えんわけで

す。この水素エネルギーをどう宮崎県の発展の

ために生かすかと、また県民の生活、福祉の向

上のために生かすかというのは、これはもう国

全体の問題であるけれど、やっぱり宮崎県が将

。来的にどこまでこれを進めようとしておるのか

いろいろあるけれど、その将来ビジョンという

。 。のはあるわけですか これで終わるわけですか

構想についてはこれから○松浦総合政策課長

策定をしていこうということでありますけれど

も、その前段として、昨年度、研究会というの

を関係する方々と一緒に考えてまいりました。

その中で、国のほうの動きとしまして、水素を

エネルギーの一つの資源として社会の中で柱の

一つ 全てではないんですけれども に結─ ─

びつけていきたいというようなことで、例えば

家庭用の燃料電池として普及させるとか、燃料

電池自動車を普及させていこうという方策が出

ているところでございます。そういったことに

合わせて、宮崎県はどういうふうに動いていけ

ばいいのかということをまず考えていく必要が

あると思っております。

それから、そういったものを国の動きに合わ

せながら進めていく中で、宮崎県の社会像とい

いますか、こういうようなエネルギーの使い道

ができてきた社会になっていきますよというこ

とをお示しする必要があると思いますので、そ

こも合わせてやっていく必要があるのではない

かと思っております。

先ほど御説明の中でも申し上げましたけれど

も、水素のエネルギーとしての活用について、

まだまだ認知されている部分が少ないというこ

とがありますので、合わせてこの普及啓発とい

うこともやっていかないといけない。こういう

ようなものを含めて、構想としてまとめてまい

りたいと考えております。

これは将来的には大きな課題だと○緒嶋委員

思いますので、十分検討していただきたいと思

います。

次に、国体の県有主要３施設の整備地候補、

私は、それぞれまだいろいろ検討しなさいとな

らんという候補を２カ所に絞って、みんなにど

うですかということ自体がおかしいかと思う。

ある程度、どこにしても、これだけ予算は必要

だという全体がわかる中で比較するならいいけ

れど、まだいろいろと検討しないとならんこと

ばっかりある中で、２カ所に絞りましたという

ことは絞ったことになるのかなと思って。

２カ所を掲げた本当の意味はどういう意味

だったわけですか。

国体に向けた３つの施設○松浦総合政策課長

の整備につきまして、どこに整備していったら

いいのかというところで、昨年度、ずっと検討

しておったところでございます。

そういう中で、最初の段階では、まず市町村

にも県と連携して整備するような御希望があり

ますかというようなことも伺ったところであり

ますし、合わせまして、県内の県有の施設だけ

じゃなくて、市町村が持っておられる施設等も

含めてどういったものがあるのか、そして国体
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の競技等に使えるのかどうかというふうなこと

、 、も 多分1,000件程度だったと思いますけれども

調査をしたところでございます。

その中で、３つの施設について、例えば面積

でありますとか、アクセスでありますとか、そ

ういったことで、ある程度可能かなというとこ

ろを絞り込んでいく中で、昨年度の段階ではそ

れぞれ２カ所ずつには絞ったということでござ

います。最終的には１つに絞っていかないとな

りませんので、委員が御指摘のとおり、少しそ

のあたりのところがどうだったのかなという御

批判はあるのかなと思いますけれども、私ども

のほうは、全体的な作業の中でこういう形とし

て公表させていただいたというところでござい

ます。

最終的に決定する決め手は何にな○緒嶋委員

るわけですか。予算的なものであるのか、場所

的なものであるのか、何が決定の重要なポイン

トになるの。

最終的には、知事がどう○松浦総合政策課長

いうふうに判断されるかということになるんで

すけれども、その前の話として、それぞれ２カ

所ずつありますけれど、例えば一方の整備費が

ものすごく高いとかいう状態はなかなか難しい

だろう思いますので、そういったところは比較

。するための材料が必要だろうと思っております

また、施設を整備して、国体後にどういうよ

うなスポーツランドの展開を考えていくのかと

いうところも一つの判断の材料なのかなと思っ

ております。例えば利便性ということでいえば

宮崎市かなという考え方もありますし、スポー

ツランドの課題となっている全県展開をしっか

り進めていくんだということになれば宮崎市以

外という選択肢も出てくると思いますので、そ

ういったところを総合的に勘案しながら判断を

していくことになるのではないかと思っており

ます。

最終的には、両方とも全てがこれ○緒嶋委員

だけかかりますと、そういうものが出た段階で

選択をどうしたらいいかということ。本当は、

知事がここだと決めて提案するのが執行部のあ

れじゃないとおかしいわけです。仮の話だけれ

ど、我々議会でここと決めたら、そのとおりに

。 、行くわけですか 我々が山之口にぜひと言えば

それで予算が高くかかってもそこでやるわけで

すか。

今、総合政策課長が御説○日隈総合政策部長

明させていただきましたけれども、まず金額を

整理したいというのが一つあります。ただ、金

。額が低いほうを選ぶということではありません

緒嶋委員がおっしゃったとおり、政策的にどう

いう方向に持っていったほうがいいのかという

のは、最終的には判断だろうと思います。整備

費だけじゃなくて、将来に向かっての効果が大

きいと見れば、それはそれで判断ということで

考えております。現状、作業的にちょっと金額

、的な整理のところがまだ詰まっていないことと

例えば陸上競技場については、ここで整備した

。 、陸上競技場で開会式をするのかと した場合に

例えば周辺の道路であったり、そういった関係

は大丈夫なのかなということ。

それと、木花の今の施設は使わないというこ

とはございません。これはこれでしっかり今後

スポーツランドの関係では十分活用していかな

くちゃならないということを考えると、懸念材

料であります災害に対する備え、そこあたりも

一定の整理をしておきたいというような考えで

あります。

全体、トータル的に一定の整理をした上で、

ここに掲げています３つの施設のうち、特に関
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心事というか、今、議論になっておりますのは

２つの施設かなと思います。陸上競技場のとこ

ろと体育館のところ、この２つをまずはどちら

かという方向はできるだけ早く決定して、また

議会のほうにも御相談させていただきたいとい

うことで詰めてまいりたいと思います。

やっぱりこれがある程度金額的に○緒嶋委員

わかり、いろいろなことが出てくる中でどっち

がいいですかというならわかるけれど、まだ予

算的にも何もわからんし、アクセスも津波対策

もどうなるか、幾らかかるかわからん中で、ど

ちらがいいですかというような形で我々に提案

すること自体が、熟慮が足りないかなと。

どっちにしても誘致合戦が始まるわけですよ

ね。そりゃ、決まったほうはいいけれど、逆に

だめでしたというほうは何だったのかというこ

とにもなるので、やっぱり姿勢としては、１カ

所決めるとなら、県は１カ所をどこにするかと

いう自分たちの主体的な、執行部としての責任

で提案してこんと、今度のような提案の仕方と

いうのは、執行部としてはちょっとおかしいん

じゃないかと。あらゆることを精査した後に提

案して、２カ所あった、10カ所あったけれど、

結果として、災害対策も含めてここが一番適当

ということで決めました。これでいいでしょう

かというような提案でないと 県民としてはやっ、

ぱり誘致合戦になるわけだし、都城とすれば、

市の予算を何十億出しますからつくってくださ

、 。 、 、いとか いろいろ出てくる そうすると 逆に

宮崎は県有地じゃから、宮崎市は金は出さない

と。そりゃ、金を30億も出すところにつくった

らどうかといえば、それで決まるのかと。なか

なか難しいわけです。

だから、こういう提案を執行部の中でする

２カ所つくるというなら問題ないですよ。─

１カ所しかつくらんのを、２カ所候補が挙がり

ますという考え方というのは、執行部としては

ちょっと逃げじゃないかなと。行政の責任者は

知事であるから、知事が腹を決めて、ここだと

いう提案をした後に我々に相談するというのが

行政の筋じゃないと、私はおかしいんじゃない

かという気がしてならんとですが。

委員の御意見を踏まえま○日隈総合政策部長

して、早急に詰めて、結論を出したいというこ

とで作業を進めたいと思います。

よろしくお願いします。○緒嶋委員

それと、日豊線の高速化、いつも私はこの鉄

道を利用しておるわけですけれども、今、鉄道

で複線がないのは日本で宮崎だけです。一部的

にも全然、複線がないのは。日本で宮崎県だけ

ですよ。高知やら、鳥取、島根でも部分的には

あるわけです。

そう考えた場合に、高速化をいかに そ─

りゃ、当然、新幹線も必要といえば必要です。

だけれど、短期的に見れば、日豊線の高速化を

どう進めるか。宮崎－延岡間を、かつては90キ

ロ、今110キロにやったわけですが、やはり宗太

郎の問題とか、フリーゲージとか、振り子鉄道

とか、いろいろ検討はしたけれど、線形の中で

なかなか難しいわけですよね。曲線改良だけは

やって、少なくとも130キロぐらい。北九州から

大分までは、大体130キロで来ておるわけです。

、まだ部分的に一部単線があるわけですけれども

もう相当進んでおります。

その中で、本当に言われたとおり、宮崎県だ

けが負担するのもおかしいという理屈は当然あ

ります。しかし、宮崎県が何とか頑張らないと

いかんという面では、宮崎県は何キロにしたい

という一つの目標を決めて、それで進むという

のでないと、高速化高速化といっても、200キロ
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を目指しているのかということにもなるわけで

、 、ありますので そのあたりの考え方というのは

ぜひ。

我々も、九州中央３県の中でＪＲ九州なんか

にも行くわけですけれど、なかなかガードがか

、 。 、たいというか 容易じゃありません その中で

この高速化というのはやはりみんなの願いであ

るので、本当にこれだけやるとすれば、それが

実行できるように努力していかないといかんと

思うんです。本当にそのあたりの決意があるの

かどうか、このあたりを。

今回の調査で、まずは各○小倉総合交通課長

曲線部ですとか駅につきまして、実際どういう

整備手法があるのか、費用がかかるのか、どれ

ぐらい効果があるのか、そういうことを出して

いきたいなと思っております。

例えば駅部の改良、一部複線化ですとか、こ

ういう一線スルー化みたいなことに関してまし

ては、コストに対してある程度効果があるとい

うところもありますし、一方で、山間部、おっ

しゃったように宗太郎峠ですとか、もちろん橋

梁ですとかトンネルですとか、あの辺は新たに

、用地買収しなきゃいけないという問題があるし

恐らく結構なコストがかかるだろうなというと

ころはあります。

ただ、我々としましては、そういうところを

含めて、全体でどのぐらいコストがかかって効

果があるのか。一方でＢ／Ｃ、駅も含めて、Ｊ

Ｒに現実的に要望していくという考え方もござ

いますので、そこ辺の、ある程度実現可能性の

高いものも含めてどのぐらい費用がかかって効

果が出るのか、そういったことも出しながら、

いろんなパターンを示して出せるようにしたい

と。それでもって、我々としては目標としてこ

ういうことをやりたいんだということをＪＲに

も示していきたいなと思います。一方で、ちゃ

んと現実的にできる部分もこういうところがあ

るんだということも示していきながら、今後、

こういったデータを使って要望していきたいな

と思っております。

特に、かつては国鉄時代ならば、○緒嶋委員

運輸省 今は国交省ですけれど、国交省に要─

望ということで影響力はあったんですけれど、

今、民営化された中では、なかなか国のほうか

らＪＲに指導というか、法に違反することであ

れば指導はできるけれど、それ以外の、こうい

うのを改善するとか改良するとかということに

対しては、もうＪＲの会社の経営方針にそぐわ

ないような感じの、収益が上がらんところに投

資してもだめですよという、その一言です。

、 、 、だから これは相当粘り強くやらんと また

県もこれだけ負担するからというような、ある

程度負担まで考えながらやらんと、お願いしま

す、お願いしますじゃ、絶対前に進まない。我

々も十何年もＪＲ九州に行っておるんですけれ

、 、 、ども 行っても冷たいというか どっちか言や

来んほうがよかったなというような、要望して

もそういうイメージでありますので、これだ

け2,000万もかけてやるならば、そのことを含め

て相当努力してほしい。特に、国交省からおい

でになっておる課長でありますので、頑張って

ください。

それと、祖母・傾・大崩ユネスコエコパーク

の問題ですけれども、これはこの前、延岡でお

祝いもあったわけですが、指定を受けたという

ことに対して、総合政策部、中山間地初めみん

な頑張っていただいたということに感謝もいた

しますし、本当にお礼を申し上げたいと思って

おります。

ただ、問題は、ゴールではなくスタートとい
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うのは皆さん言われるわけでありますが、核心

的なものは当然残さないといかんけれども、地

域の経済的な浮揚というか、地域の活性化に資

するためにはどうすべきかというのが一番の課

題になるわけです。そのためには、私も高千穂

ですから、もう十分この地域はわかっておるん

ですけれど、県外から 県内もですが で─ ─

きるだけ交流人口をふやした中で、地域活性化

をやっていかないといかんわけです。

その中で、農家民泊等も含めながら検討して

いかにゃいかんわけですが、この前も後藤議員

が質問された、道路にしても、町道にしても、

林道にしても、登山道にしても、今のところ、

全ての意味で、これは整備状況がいいなという

のは一所もありません。県外から来るお客さん

が、満足して、またリピーターになってもらわ

。 、 、んと困るわけです それで 口コミで広まって

またある意味じゃ、海外からも。ユネスコとい

う世界ブランドがついたわけですから。

、 、そうなれば そのあたりの県のやるべきこと

市町がやること、そして地域がやること、民間

がやること、協議会も当然あるわけですが、い

ろいろな課題というのを早く整理して、できる

だけおいでになる皆さん方が満足して帰られる

ような形をやらなければ、私は不満を抱いて帰

られる人が多いだろうと。

道しるべ一つにしても、この前も連休中に、

日之影で傾山に登山して２組の遭難者が出たわ

けです。町も、消防団も、消防署も、もう連休

中でも人探しするような感じで対応せざるを得

んわけです。

そういうことを考えたら、これだけは最低限

早くやらにゃいかんということを整理していた

だいて、ここ一、二年で、早くそこまでもって

いかんと。10年後の評価の段階でアウトになる

可能性もあるわけですので、そのあたりの対応

をどう考えておられるか、お伺いいたします。

委員おっしゃると○奥中山間・地域政策課長

おり、受け入れる環境の整備というのは早急に

対応していかないといけないと思います。今、

登録決定されて、全国各地にその情報は流れて

おりますので、明日にでも観光客の方が来られ

るという可能性はもう十分にあります。そんな

中で、やはりハード面、ソフト面、両方ありま

す。

ソフト面のほうは、ある程度、話も大体進ん

でいますし、例えば受け入れガイドの養成です

とか、さっきおっしゃいました道しるべの整備

ですとか、あるいはいらっしゃった方向けのパ

ンフレットの整備とか、そういったものは、ま

だ今準備をしているところですけれども。

ハード面の整備につきましても、やはり関係

の市町村あるいは県であれば関係各部と、早急

に整備するべきところは整備していく方向で十

分協議していきたいと考えております。

そして、登山者も、マイカーとか○緒嶋委員

レンタカーで来る人が多いわけです。そうする

と、ある程度のところまでは道路を舗装して駐

、 、車場まで整備して それから先は登山というか

歩いてというようなすみ分けをしないと、どこ

まで車で行っていいかわからないと。そうする

と、もうバックも回りもできんというようなと

ころもあるわけです。特に、今度は梅雨になっ

たら、雨が降るともうとてもじゃない。道は四

駆というか、４ＷＤの車でないと前に進めない

というような状況のところもあるわけです。そ

こ辺をぴしゃっとしなければ、これはものすご

い不満が出てくることは間違いない。

だから、登山愛好家もいますし、そういう人

たちも含めながら、やはりみんながこのユネス
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コエコパークは指定を受けて本当によかったな

と、そして地域活性化にもなるというようなも

のに持っていく努力を、やっぱり県が主体的に

それをリードしていかんと、なかなか市町では

どうにもならんのじゃないかなという気がしま

す。これは、ある意味では国のほうの林野庁、

国有林の問題の中もトータルすると、そういう

点の国との連携も重要でありますので、ぜひそ

れを早急に進めてほしいということを強く要望

しておきます。

今、緒嶋委員から言われたエコパ○松村委員

ークについてなんですけれど、日本で９カ所、

宮崎に２つもあるということで、非常に宮崎の

自慢になるということでありがたいなと思いま

す。

これからの活用がと言われたように どうやっ、

てこれをうまく人と共存していくかというとこ

ろでしょうけれど、中身的には、生態系の保全

ということが非常に大きくて、そこをあんまり

開発しちゃいけませんよというところもあるん

で、観光とどれだけコラボするかというのは

ちょっと違うんじゃないかという気も若干はあ

るんだけれど、その難しさの中でどう攻めてい

くかというのが知恵の出し方だと思うんです。

、 。 、国立公園で 屋久島とか行きますよね でも

エコパークになったからって、入り口の表示に

ちょっと名前が入っているぐらいで、あんまり

ないんです。今回のエコパーク認定も、とった

ことはすごいけれど、これからが大事じゃない

かと思うんです。

それで、聞きたいんですけれど、もちろん認

定取り消しも出るでしょうけれど、エコパーク

をとったことで、例えばユネスコに対しての登

録料とか、財政的なこちらからの持ち出しの負

担とか、あるいは毎年こちらから管理するとき

の報告事項とかがあるのかとか、地域の負担に

なっているところがあるのかというのが私もわ

からないんでお聞きしたいのと、あとは、綾町

もとられていますよね。綾町は、このエコパー

クをとられて、目に見える活性化とか何か、エ

コパークによる影響というのが とられるま─

では非常に活性化して、目に見えてテレビでも

報道されていたんですけれど、その後は余り聞

こえてこないんで、綾町のエコパークの取り組

みがどのようになっているのか、観光とかも含

めてうまくいっているのか、その２点をお聞き

したい。

最初の御質問にあ○奥中山間・地域政策課長

りました、ユネスコ本部に対する報告なり財政

負担ということですが、そこにつきましては、

特に報告あるいは財政負担はございません。

ただ、先ほど来、御質問ありましたけれど

も、10年後には再審査がございます。そのこと

にはきちんと対応していかないといけないとい

うことになります。

それから、綾町のエコパークの現状ですけれ

ども、我々が聞いているところによりますと、

エコパーク もともと綾町は、照葉樹林です─

とかあるいは有機農業ということで人気のある

観光スポットの一つではあったんですが、エコ

パークの認定以来、例えば外国の研究者の方が

たくさん視察に来られたりとか、綾町自身もエ

コパーク推進室をつくりまして、エコパークブ

ランドのいわゆる地場産品、ああいったものも

つくって、今、それなりにきちんとエコパーク

ブランドを活用した取り組みをしているところ

でございます。

祖母・傾も いわゆる国立公園じゃ○松村委員 、

ないけれど、国定公園という形でそれなりの観

光資源であったし、あるいは国立公園や国定公
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園としての国の規制というところもあったわけ

ですよね。中身としては、ユネスコという大き

なブランドは来たけれども、もともとすばらし

い山々で、地域もその山に沿った人々の暮らし

というのがあったわけで、国立公園じゃないけ

れど国定公園というような。今までうまく生か

し切らなかったことを、今度、ユネスコという

名前がついた世界ブランドになったということ

ですけれども だから何だという方もいらっしゃ、

るんです。

だから、それをどう使うかというのは、地域

の人とかあるいは行政も含めて何かやっていか

ないと、名前はついたよねというので終わると

いけないんで。せっかく皆さんで勝ち取ったや

つなんで、ぜひこれをうまく前に進めていただ

きたいなと思います。

それと、先ほどＪＲの件もあったんですけれ

ど、ＪＲは、民間になりましたけれど、今いろ

いろ調査していますよね。費用とかいろいろ出

てくるんでしょうけれど、これは誰が整備する

んですか。

実際、整備するとなると○小倉総合交通課長

いろいろ手法があると思います。基本的には、

鉄道を管理するのはＪＲという形になりますん

で、ＪＲ九州という形になると思うんですが、

、 、 、実際 過去の例ですけれども 大分県などでは

三セク化して、そこに対して国と県と地元がお

金を出してやるというようなパターンもござい

ました。

それが現実的かどうかはともかく、そういっ

たやり方もあるというようなところです。

宮崎県が、カーブを直線的にして○松村委員

高速化をやりますから、ＪＲさん、工事はそっ

ちでやってください、高速化しましょうという

話じゃなくて、国がやるわけでもないですね。

国がお金を出すわけでもなくて、あくまでも民

営化のＪＲ九州に、高速化してください、その

ためにはこれだけお金がかかるんですよと、宮

崎県は調査しましたと。ちゃんと線路のかけか

えもしてくださいというふうにこちらはお頼み

するだけで、あとはＪＲ九州が、はい、わかり

ました、では、この工事やりましょうという流

れでいいんですか。

、○井手総合政策部次長 政策推進担当（ ） 本来

鉄道事業なので、経営的に成り立つところはＪ

。Ｒがみずからやるというのが本筋だと思います

筋的にはそうなんですけれども、現実にもうか

らない路線を整備しようとすると、それはＪＲ

は経営的にはやらないと。現実的にどうなるか

といいますと、高速化に対する国の補助制度が

ございます。先ほど、課長のほうから答弁があ

りましたけれども、例えば大分－佐伯間、これ

につきましては、その補助制度を活用してやっ

。 、 、ております 今 課長が申し上げましたように

第三セクターという形をとっておりまして、大

分－佐伯間65キロぐらいありますけれども、社

長は大分県副知事で、ＪＲ九州の大分支社長を

常務として、そういう会社をつくりまして、上

下分離で高速化を行うと。大体23億6,000万ぐら

、 、いかかっているんですが ざっくり言いますと

国が25％、地元が三十五、六％、残り三十五、

六％をＪＲがもつと、そういうようなスキーム

になります。したがいまして、地元の負担が必

ず出てくるというふうに我々としては認識をし

ております。

イメージがわかりました。民間の○松村委員

会社ですから、ただ、これをこういうふうにし

てくださいって、もうからないところはしませ

んよね。だから、もし、これをもうかってもら

、 、うためにこの直線化 高速化をやろうとすれば
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これをすることで、宮崎県沿線住民としては、

乗客数を２倍に伸ばします、ＪＲ九州の日豊線

の売り上げを今の倍にします、利益は多分黒字

になりますという提案までひっつけてＪＲに出

せば。ＪＲも調べるでしょうけれど。ただ、そ

れは現実的に不可能なことですよね。

だから、そういう提案だったらこれはやるで

しょうけれど、私がＪＲ九州だったらやらない

。 、 、 、ですもんね 今 多分 ワンマン化にしようか

あるいは廃止しようかという路線だと思うんで

す。高速化あるいは複線化というのは、もう何

十年って要望・陳情、国鉄時代からやっている

ことであって、いわんや民営化になったときに

今、このコンサルタントもＪＲ九州ですか─

。 、 、ら これ 別のところだったらいいんだけれど

ＪＲ九州に頼んでいて。それで、やりますかっ

、 。 、ていったって これはあきまへんわね だから

次に何をやるかというときに、今、ちょうど第

三セクターと言われたけれど、本当にこの高速

化なりをするんだったら、コンサルティングで

終わったって意味ないんで、次の球を構えとか

にゃいかんわけでしょう。

、 、そろそろ日豊線は 宗太郎峠から鹿児島まで

わかりました、第三セクターで宮崎がやります

と、運営と下は別にしましょうという提案がで

きるぐらいの腹づもりがないと 最悪それがあっ、

て、あるいはＪＲがもしかして何ぼか出せば直

接やってくれるというのがあって、そしてこの

コンサルティングみたいなことをやればまだ可

能性がありますけれど。これから何十年とまた

同じようにコンサルティングをもとにして、毎

年毎年ＪＲ九州に対して複線化と高速化の要望

をお願いしていくのかと。そういう無力な戦い

をするよりも、実践的に実のなるところに向け

てのコンサルティング調査の実施というところ

をやりますというようなお話であれば、誰が見

ても非常にやった甲斐があったなと。調べてみ

ないと、実際的なお金はわかりません。カーブ

を直線化していくとか、複線路線を一部使うと

か、それは実際調べて見積もりを出さないと金

額はわからないけれど、コンサルティングしな

くても、相当お金がかかるだろうと、これはＪ

Ｒはやらないだろうというぐらいは誰でもわか

ることですよね。だったら、次の方向性はここ

にあるんですというところがあると、もっと信

憑性が出てくるというか。

今、○井手総合政策部次長（政策推進担当）

委員がおっしゃるとおり、大分から鹿児島間で

全体を一遍にやろうと、複線化をしようという

ことになると相当な金額で、恐らくやれない話

だと思います。

、今回の委員会資料にも書いてありますように

ただ、駅の構内の改良であったり、一部のカー

ブのカントの改良であったりというところにす

ると、多少工事費も落ちてくると思います。部

分部分でやれるところがあるんではないかと。

その場合に、どの程度の工事費がかかって、そ

こを改良することによってどの程度の時間短縮

につながるのかと。費用対効果として、恐らく

地元負担があるとしても、そこに耐えられるも

のなのかどうかというような資料を、今、我々

は持ち合わせておりませんので、そこを整えた

上で、ＪＲとこの部分をまずやってみませんか

というような交渉ができる、そういう材料にし

てまいりたいと考えております。

費用対効果をきちんと評価しながら、１分で

も短縮に向かう道はないかということを模索し

てまいりたいと考えております。

ぜひ効果が出るように 次のステッ○松村委員 、

プに進んでいただけるような調査にしていただ
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きたいと思います。

関連していいですか。○ 原委員

やっとスルーと振り子、電車の話が出てきた

なと思って。

もう十何年前に、Ｂ＆Ｓのバスと新幹線が通

りました。宮崎にその効果を持ってくるという

ことで、友達がレッドライナーの役員をしとっ

たもんですから、彼は頻繁にこっちに足を運ん

でいて、こういうふうに１本の電車の時間を変

えると九州全体にこんなに影響するんだよとい

うのを見せていただきながら、スルーと振り子

電車にすれば、ある程度速くなるよということ

、 、を聞いたことがあって ずっと頭に残っていて

今やっとこれが出てきたなという話になるんで

すが。

ただ、そのときに、今やろうとするときに悲

観的な話をしてもよくないんだけれど、余り大

した短縮効果にはならないと。例えば、宮崎か

ら鹿児島、今、何時間ですか。もうほんの数十

分だろうというような話を聞いていたので、私

はこの話はずっともう自分の胸の中にしまって

いたので、効果があるとすれば、曲線半径を変

えるとか、要は線路の延長を短くしないことに

は。今、もし100あるとすれば、60にすれば６割

減る計算ですよね。それが直線になれば、もっ

と速くなるわけですよね。

、 、だから そういうことなんだろうと思うので

局部的に直線にして、そこをブレーキかけない

ですっと行く、曲線のところの傾きを大きくし

て遠心力ですっと速く回るとしても、そんなに

はないかもしれません。

であるならば、緒嶋委員からもありましたけ

れど、今100かかるところを、高速化ということ

はどういうことかという目標を決めて、この時

間まで短縮させるためにはこの路線がこうある

べきという理想の形をつくって、そこから逆に

解き落として設計していって、じゃあ、費用は

こうだよねと。今、松村委員がおっしゃるよう

に、このことによってこんだけ時間が短縮にな

ります、そのことによってこれだけ乗客がふえ

ます、したがって収益がこれだけ上がるでしょ

う、ＪＲさんもこれで赤字路線ではなくなるで

しょう、じゃあ、ＪＲさん、どうですかという

。話になるのがプレゼンかなという気がしていて

、 、 、だから 調査は調査で 可能性調査ですから

ことしはこれでやってみて、あとはその調査結

。 、果をもとにどこまでやる 例えば極端に言えば

もう路線を一回変えてみるとか、トンネルを掘

るとかいうところまで考えていかないと、根本

的にあんまり効果は出ないかもしれませんよと

いうことを踏まえて その分厳しい気持ちでやっ、

ていただかないと、調査はやってみたけれど、

大山鳴動、15分の短縮でしたというようなこと

にしかならないかもしれないので、そこは申し

上げておきたいなと思っています。

それと、先ほど３県合同でという話がありま

した。これはこれで非常にいいことだと思いま

す。今、長崎が例の新幹線で非常に困っている

んです。入り口の武雄が反対しているわけです

よね。佐賀は、もう既に博多が近いからわざわ

ざ新幹線を通さなくてもいいということで、こ

の前陳情に行くときにも、佐賀県は陳情しに行

かないと、そういうことでしたので。

この前、ユネスコパークのお祝いがあったと

きに、佐伯の県会議員さん、副議長です。鹿児

島で九州議長会がありました。彼がおもしろい

話をしたんです 佐伯から鹿児島に行くのに 30。 、

分後に小倉に抜けて、小倉から新幹線で行った

ほうが、こっちの日豊線で来るよりも30分早く

着くというわけ。４分の３周。こっちは４分の
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１周。４分の３周のほうが、30分後に出たのに

早く着くという話をしまして。まあ、だからそ

の分高速化を図らんといけないよという話なん

ですが。

だから、逆にいうと、大分県を一緒に取り込

むためには、武雄の例もありますので、よく大

分の皆さんの感情も配慮しながらやっていかな

いと、俺はもういいわって話にもなりかねない

ので。これは武雄の例でしたけれど、老婆心な

がら 老婆心というのはよくない言葉なのか─

な。老爺心ながら、申し上げておきたいと思い

ます。

、 。 、それと ７ページの審議会委員名簿 これは

個人にということでしたが、団体の長だから個

人ということになっているんですよね。名前は

言いませんけれど、団体の長で、今度おかわり

になってくる人がこの名簿にあるかもしれませ

ん。それは、どうされるかということ。

それぞれの委員の皆様に○松浦総合政策課長

は、個人として御参加をいただいておりますけ

れども、御質問のように、それぞれの活動され

ている団体といいますか、そういう内容によっ

て選んでいる方々がほとんどでありますので、

団体をしっかり見た上で、そこのトップという

。ふうな形で選んでいるということでございます

、 、 、○ 原委員 ということは 団体の長が もし

。おかわりになる場合はかわるということですか

、○松浦総合政策課長 基本的な考え方としては

おっしゃっているような形で考えていくことに

なるだろうと思っております。

それから、９ページ、子供を持つ○ 原委員

ことの考え。理想は３人だが、予定しているあ

るいは予定していた子供は２人という、これは

非常におもしろいデータだと思うんです。理想

、 。 、は３人なのに なぜ２人なのかという だから

これが実際に理想どおり３人子供を生んでいた

だいたとするならば 宮崎県の子供の出生率 1.7、 、

何がしがもっとふえるということになるんで、

なぜ３人なのに２人にしたのかという、ここの

ところを深掘りして見ていただくとおもしろい

結果が出るんじゃないかと思いますが、それに

ついては、今回はされていないですね。

、○松浦総合政策課長 御質問のお話については

実際の現実的なものと、これぐらい子供が持て

たらいいなというところの違いを見てみようと

いうことで出しているんですけれども、そこに

ギャップが出てきている状況、これは見てとれ

るんです。その背景として、経済的なものなの

かあるいは子育てのための環境がどうなのかと

か、いろんな要因が考えられまして、ここのあ

たりのところの具体的な分析まではまだ至って

いないところです。おっしゃっておられました

ように、こういったところにどううまくアプロ

ーチしていけるかという方法論が見つかってい

けば、人口問題についても少しでも解決できる

ような材料になると思いますので、そこについ

。ては引き続きやっていきたいと思っております

少子化対策の大きなポイントにな○ 原委員

りそうな気がするデータなので、ぜひ深掘り並

びに検討をやっていけば、そこを解消していけ

ば、逆に言うと、理想の３人の子供が生まれる

ということでしょうから、お願いしておきたい

と思います。

それから、11ページの水素エネルギー等利活

用ですが、この前、延岡の修電舎でしたか、水

素化カルシウムを使って、水でもおしっこでも

海水からでも水素がつくれるという。それと、

もう一つ、三鷹光器が宮崎とやっている。委員

長も一回質問したことがあるし、我々も三鷹光

器には現実に東京のほうに見にいったことも
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あって、この前も三鷹光器の人とちょっとお会

いしたんですけれど。その辺の、宮崎で水素を

つくって外に売る、まさしく地産外商。いわゆ

る地産地消であり地産外商で外貨を稼ごうとい

う、地域資源から製造という、私が今言った２

つもここに入っているんですね。

構想そのものは、ビジョ○松浦総合政策課長

ンをつくっていくときに、20年先、30年先の社

会像はどうなっているかというというようなこ

とも考えていくことになりますし、その中の材

料の一つとして水素をつくっていけないかとい

うことも、例えば宮崎大学でプロジェクトとし

て研究が進んでおりますんで、それから、委員

がおっしゃいましたように修電舎のお話もあり

ますし。そういった、水素を製造するというと

ころの視点もやはり考えていく必要があると

思っておりまして、それをどういう形で構想に

まとめていくのかということについては、今後

検討していきたいと思っております。

水素をここでつくって、外に売っ○ 原委員

たほうが絶対に宮崎としては外貨を稼げますか

ら、そちらの方面への構想もこの中にしっかり

入ってくるといいなと思います。

それと、14、15ページ、国体施設、いろいろ

話が出ていますけれども、日本体育施設協会の

データ、もう御案内のとおりだと思いますが、

鹿児島、宮崎、愛媛は、県央外につくっている

県有体育施設がゼロ％なんです。

埼玉の例があって、これは、この前、東京に

行ったときにある国会議員の方の事務所で聞い

た話でしたけれども、埼玉の成功例。埼玉は、

、 、御案内のように 南部のほうが東京圏に近くて

下のほうがずっと濃いですよね。それを、国体

をやるときに県北でやろうとして、施設も向こ

うにつくろうとしたと、かなり反対がありまし

たと。しかし、結果的には、県北につくったこ

、 、とによって 非常に均衡ある体育施設もできて

後々の利活用もうまくいって、活性化したとい

う成功例としての話も聞いてきましたので、埼

玉の例もまた調べてみていただくとありがたい

のかなと思っています。

それから、もう一つ、余談のことを申し上げ

ますが、文化施設も宮崎は県央にかなり集中し

ていますね。これは、いろんなところでそうい

う声が出ていますので、申し上げておきたいと

思います。

県民意識調査から、お聞きした○前屋敷委員

いんですけれど、回答は前回よりも上がって44

％ということですけれども。やはり多くの人に

回答していただくことでよりリアルなことをつ

、 、かめますので 質問の中身もかなり改善されて

回答しやすいようにという工夫もあったように

ありますが、ぜひそれは引き続きそういう方向

を追求していただきたいと思います。

それから、もう一つ必要じゃないかと思うの

は、これは選んで回答するということのアンケ

ートなんですが 記述する部分は これには入っ、 、

ていたんですか。

設問に対する答えの項目○松浦総合政策課長

のところと、最後には自由に意見を書いていた

だく部分も設けてはおるところでございます。

それは非常に大事だと思います○前屋敷委員

ので、やはり自分のより身近なところで気づい

たこと、県民一人一人の意見とか要望とかいう

のがそこに集約されますので、そういったもの

も全て網羅できるような形で県民の思いという

のを受けとめるという点では大事かと思います

ので、ぜひそういったものも含めて、これから

の県政、施策にも大いに生かしていただきたい

と思います。
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それともう一点ですが、日豊線の高速化の調

査についてですが、それぞれ、今お話が出たよ

うに、高速化についてはかなり長いこと要望も

している。私たちは複線化も同時に要望してい

るんですけれども、なかなか冷たい対応だとい

うことで。

国鉄が民営化されてＪＲに変わった。ここは

ＪＲ九州ですけれど。しかし、公共交通機関と

しての責任というか、役割はやっぱり全うせん

といかんと思うんです。それが崩れては話には

ならんというふうに私は思っています。

ですから、日豊線は乗客も少ないということ

で、なかなか黒字が伸びないとどうなるかとい

うような不安材料もあったりするんですけれど

も、しかし、乗客の利便性をどう高めるかとい

うのは、運営主体であるＪＲ九州が考えんとい

かん話だと思うんです。それはやっぱり宮崎県

にも責任がありますから、一緒になって考えよ

うということで今回の調査も行われると思うん

です。

そういった意味では、これまでかなり県も要

望をしてまいりましたけれど、ＪＲ自身は、宮

崎県の複線化、それから高速化を含めて全く検

討しないというふうな対応なんでしょうか。現

状を聞かせていただけると。

ＪＲがどう考えているか○小倉総合交通課長

ということですが、もちろん現時点でできると

もできないとも、そういうことを言っているわ

けではなくて。

今回の調査は、先ほども次長のほうからもお

、 、話がありましたように できるところが駅とか

コストが比較的かからなくてＢ／Ｃがある程度

あるところ、こういったところで、今回はいか

に効果が高いところがあるかどうかというもの

を見つけるための調査でもありますんで、そう

いったところで、コストがかからなく、ある程

度の効果が出せるような部分が幾つかの箇所で

あるかと思いますんで、そういったところが、

もし組み合わせて要望できるほどのコストにな

るのであれば、そこはある程度実現できるよう

に、我々としては、各県とも連携しながらＪＲ

九州本社等に要望していくということになりま

すので、もちろん今の段階でできないというわ

けではないと考えております。

全くＪＲは検討しないと言って○前屋敷委員

いるわけではないんですね。

、 、○小倉総合交通課長 今のところは そういう

全くできないというような言い方はもちろんし

ていないというところです。

本来、検討する上では材料をＪ○前屋敷委員

Ｒのほうがちゃんとそろえて、やっぱり乗客の

。利便性を追求するというのが筋だと思うんです

やっぱりそこはきっちり県としても押さえて、

ＪＲには要望なり対応をしていく必要があると

思っています。それがやはり経営者としての責

任だと思いますので、そこのところはぜひ握っ

て離さず、ＪＲには対応していただきたいと思

。 、います 今回調査をされるということですので

具体的なこういう調査をもって、より積極的に

対応する材料になるというのであれば、ぜひ進

めていくことも必要かなと思いますので、そう

いう方向だけはしっかりつかんでおいていただ

きたいと思います。

今、前屋敷委員が御指摘○小倉総合交通課長

のように、これまでのワンマン化の問題ですと

か、今回の高速化の話もですけれど、我々もこ

れまで以上にいろんな協議を重ねていく必要が

あるかなと思います。

ＪＲ九州は平成27年に民営化しましたけれど

も、ＪＲ会社法、要するに法律に従って、指針
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に従って経営を実施していくということで 言っ、

てしまえば、余り下手なこともできないという

、 、か しっかり路線の維持とか利便性の確保とか

そういったことをやっていかなきゃいけないと

いうことにもなりますので、そこはまだある程

度ガバナンスがきいているというところもあり

ます。そういったところも含めて、引き続き、

県としても言うことは言っていくということは

やっていきたいなと思います。

お願いします。○前屋敷委員

21ページの移住の状況につい○岩切副委員長

てお尋ねをいたします。

28年度の状況ということで388世帯を把握され

ておられるんですが、２点だけ。10代の６世帯

という、これは世帯の代表者が10代ということ

で移住と。進学とか転勤、就労のためではない

という条件づきでしますと、自分の思い込みか

もしれませんが、10代での移住というところが

少し理解しがたかったんですが、そのあたりの

内容の精査というか、市町村にお話を聞くこと

とかはできていらっしゃいますでしょうか。

個々の世帯数の内○奥中山間・地域政策課長

訳のところまでは、ちょっと把握をしておりま

せん。ただ、10代という年齢につきましても、

例えば高校卒業で働いている方とかいろいろい

らっしゃいますので、可能性としては全くない

ということではないと考えております。

、 、○岩切副委員長 それと ４番の表ですけれど

九州・沖縄124世帯ということで、九州・沖縄か

ら宮崎への転入というのが多いんですが、これ

は、あくまで宮崎県外の九州・沖縄ということ

の理解でよろしいですか。

そのとおりでござ○奥中山間・地域政策課長

います 特に多いのが 福岡県と鹿児島県となっ。 、

ております。

17ページの問題なんですけれ○岩切副委員長

、 、ど 話が変わって申しわけないんですけれども

プールについて、民間との連携により整備費の

抑制が可能な場合はという云々の競技団体から

の要望が出されているということをわざわざ御

紹介をされているんです。民間との連携があり

得るということを含ませた意味合いでここに表

記されているのかどうか、お聞かせください。

今確実に民間との連携を○松浦総合政策課長

考えますよというふうな段階ではありませんけ

れども、一応、場所として、宮崎市内の県有地

ということで考えていった場合に、いろんなと

ころで話を聞く中では、そういったことも可能

ではなかろうかという御意見もあります。競技

団体からのこういったお話もあるので、考えて

。いく必要があるのかなということでございます

ただ、その際に、やはり費用が高額になって

なかなか厳しいという状況がありますので、あ

る程度制限を持ちながら、可能かどうかという

ところの線引きをしていく必要があると思って

おります。

最後にします。○岩切副委員長

同じページの今後のスケジュールなんですけ

れども、きょうの新聞だったかと思いますが、

知事が、五、六月とは言っていませんというよ

うなことをおっしゃっていたようなんですけれ

ども、一般質問でも早期の決定が望まれるとあ

りました。私もそう思っておりまして、できる

だけ早期に絞り込みを行うということなんです

が、見通し、めど、思いみたいなものがござい

ますでしょうか。

もともとこの関係につき○松浦総合政策課長

、 、 、ましては 当初 検討をスタートした段階では

できれば昨年度中に絞り込みをしたいという思

いで進めてきておりました。そういう意味で言



- 45 -

平成29年６月21日(水)

いますと、時期的には少しずれてきているとい

うことがありますので、現段階でまだまとめ切

れていないデータの部分もありますけれども、

できるだけ早くということで進めてまいりたい

と思います。済みません、そういうふうなお答

、 、えしかできませんけれども そういう気持ちで

できるだけ早くということでやっていきたいと

、 。思いますので 御理解いただければと思います

いろんな人からいろんな御意○岩切副委員長

、 、見をいただきまして そういう人たちの希望は

それこそ涼しくならないうちにというような意

味合いのところかなと思います。ぜひ７月の閉

会中審査もありますし、節目がありますので、

どこか執行部内でめどをもって努力をいただけ

たらと。注目を浴びていることですので、どう

ぞよろしくお願いします。

私から、最後に。水素エネルギ○二見委員長

ーについて、去年からずっといろいろとお話を

聞いていたんですけれど、11ページのこの表、

、これは研究会報告となっているんですけれども

これは２月となっていますが、この委員会で見

るのは初めてですか。前も報告のあった資料で

すか。

ここにつきましては、今○松浦総合政策課長

回初めてお示しをするものでございます。

ですよね。○二見委員長

この表をつくるのに、どれくらい時間がかか

りました。

この資料の裏側の部分と○松浦総合政策課長

しまして、どういった可能性があるんだろうか

というところとかの検討を研究会の中でしてお

りまして。そういうことも含めての研究を進め

ておったんですけれども、そういう意味では、

大体１年かかっております。

これは 国がつくったロードマッ○二見委員長 、

プとかから、本当にそぎ落としてそぎ落として

でき上がったものと見受けられるんですけれど

も、研究会のいわゆる成果として御報告いただ

けるような内容というのは、どこに注目すれば

いいんでしょうか。宮崎県の現状というか、研

究会の成果として。

ここには、基本的な考え○松浦総合政策課長

方というか、構成をお示ししておりますので、

そういう方向性の確認をこの形では行っている

ということであります。

その一方で、研究会の中では、先ほど 原委

員のほうからも御質問がありましたけれども、

宮崎大学での研究の状況がどうであるかとか、

そういったようなことも含めていろいろ検討し

て、どういう形で取り組んでいけるんだろうか

という議論をしてきているところでございます

が、その内容については、構想の中に盛り込ん

でいくというような形で考えているところでご

ざいます。

これが年内ということは、次は○二見委員長

あと半年ぐらいで構想をまとめられるという理

解でよろしいんですか。いわゆる基礎資料とな

るものが、この２月の研究会報告の中から得ら

、 、れていて そしてこの今度の研究会 これは─

こっちの団体の一覧だったんですかね。研究会

と、この構成団体の10ページの表というのは、

また別物なのかな。要するに、この１年間かけ

て研究してきた内容をもとに、宮崎県としての

利活用促進に向けた構想をつくり上げられると

いう理解でよろしいんですか。その中には、国

のほうではいろいろ10年後、20年後等を見据え

たイメージ、ロードマップというのを持ってい

らっしゃるけれども、なかなか宮崎まで波及さ

れるような計画というものは見受けられていな

かったという現実もあるわけなんですが。こと
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しエネファームについても市町村と一緒になっ

て取り組んでいくというスタートがあったわけ

なんですけれども、そういうふうに、一つ一つ

ステップを踏んでいくというような構想という

。ものができ上がると理解してよろしいんですか

まず10ページの構成団体○松浦総合政策課長

は、昨年度実施した研究会の構成団体を掲げて

おります。それから、策定委員会をつくろうと

、 、思っているんですけれども そこのメンバーは

この構成団体が一応ベースになって、その上に

足していく団体も出てくるかなと思っていると

ころでございます。

それで、昨年度の研究会の中で、いろいろな

材料といいますか、そういったものは議論をし

てきておりますので、そういった材料をベース

にしながら、例えば10年後、20年後に家庭用の

燃料電池はどれぐらいのところを目指していく

んだろうかとか、それから燃料電池自動車につ

いてはどれぐらいのところを目指していくんだ

ろうかというようなものをつくっていくことに

よって、将来の社会のイメージといったものも

描いていくというような形での構想をつくって

いきたい。そのための材料としては、昨年度い

ろいろ検討してきたところでございます。

わかりました。啓発イベントと○二見委員長

か講演会とかいろんな活動、それぞれ聞いたり

とかして、またフローランテ宮崎のほうにはＦ

ＣＶが来て展示があったと。でも、宮崎ってス

テーションはないわけだから、恐らくトラック

に積んで持ってきたんだろうなと。道路はつな

がっていても、ＦＣＶで来ても帰れないから、

今、ＦＣＶにとっては、宮崎はまだ陸の孤島状

態になっているわけなんですよね。やっぱりそ

れを解消するためにも、どっかがまず一念発起

して取り組まなければスタートしていかない部

分があるんだろうなと。

国のほうが進めている、太平洋ベルト地域で

の今まで使われていなかった水素の利活用から

スタートしているというのも重々わかるんです

けれども、やっぱり宮崎らしさというところを

生かして、そして、そこから他県からも注目さ

れるようにもっていくというのが宮崎での方向

性の一つなのかなと思うんですが。宮崎大学で

も世界ナンバー１と、こう、小さい字で書いて

ありますけれども、変換率が24％ですか。もう

すごいものも持っているわけなので、その強み

を生かした産業育成といいますか、これも新し

いビジネスチャンスにもなってくると思います

ので。

あと、やっぱりこれ、１年間かかってこの報

告というのは、ここだけで見るとさみしいもの

があるんですが。その裏の資料というのは、

ちょっと私にはわかりませんので、どこまでが

進んでいるのか、またいろいろと今後も情報を

示していただきながら私も勉強していきたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。

あと、ほかにはよろしかったですか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

では、最後に、その他で何かご○二見委員長

ざいませんか。

、 、○前屋敷委員 きのう 新聞を見ていましたら

、 、風力発電のことがあって 串間に23基計画して

、もう着工のめどがついてというのがあったんで

県がつかんでおられれば、状況だけ教えていた

だこうかなと思って。

串間での風力発電の状況○松浦総合政策課長

のお尋ねと思いますけれども、一応、僕らのほ

うで説明を受けておりますのは、九州電力のほ

うが風力に乗り出したいということで、串間市

でこういうふうなプロジェクトを進めていると
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いうことは聞いているところでございます。

エネルギーは大事な問題で、自○前屋敷委員

然エネルギーの一つなので、本格的な取り組み

になるのかなと思って、見たところだったもん

ですから、県がつかんでおられる情報をという

ふうに思いました。結構です。

ほかはよろしいですか。○二見委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上をもって総合政○二見委員長

策部を終了いたします。執行部の皆様、お疲れ

さまでした。

暫時休憩します。

午後２時25分休憩

午後２時35分再開

委員会を再開いたします。○二見委員長

それでは、本委員会に付託されました議案等

について、部長の概要説明を求めます。

総務部でございます。よろし○桑山総務部長

くお願いいたします。

説明に先立ちまして、まずお礼を申し上げた

いと思います。

二見委員長を初め委員の皆様方には、先月、

常任委員会の県北調査におきまして西臼杵広域

行政事務組合消防本部を、そして県南調査のほ

うではふるさと納税の関係で都城市役所、それ

と県防災救急航空センターを調査いただきまし

た。ありがとうございました。調査先でいただ

いた御意見等につきましては、今後の事業推進

の参考にさせていただきたいと思います。

それからもう一つ、御報告がございます。

昨日の大雨と地震に関する県内の被害状況に

ついて御報告申し上げます。

県では、昨日、夕方15時50分に、県南部地域

に大雨洪水警報が発令されましたため、直ちに

情報連絡本部を立ち上げまして災害対応に当

たったところでございます。

大雨による被害につきましては、国道220号の

日南市宮浦－風田間で落石のために通行どめと

なっているほか、県道でも１カ所通行どめが出

ております。しかし、そのほか人的被害あるい

は住家の被害等はございませんでした。

また、昨夜23時27分ごろに、大分県佐伯市で

震度５強を観測する地震が発生しまして、本県

でも延岡市で震度４を観測いたしましたが、こ

の地震による被害はございませんでした。

それでは、お手元の総務政策常任委員会資料

に基づきまして、本日御審議いただきます議案

等につきまして御説明を申し上げたいと思いま

す。

資料の１ページをお開きいただきたいと思い

ます。

まず、平成29年度６月補正予算案の概要につ

いてであります。

今議会に提出しております一般会計の補正予

算案は、国庫補助決定に伴うもの、その他必要

、とする経費について措置するものでありまして

補正額は一般会計で２億7,713万5,000円の増額

となっております。

また、この補正による一般会計の歳入財源と

いたしましては 国庫支出金が１億9,074万5,000、

円、一番下の県債が3,710万円など、ごらんのと

おりとなっております。

この結果、６月補正後の一般会計の予算の規

模は、5,781億1,213万5,000円となります。

２ページをお開きいただきたいと思います。

一般会計歳出の款ごとの内訳であります。

ごらんのとおり、一番上の総務費が3,000万円

の増額 このほか 中ほどの農林水産業費が6,800、 、

万円余、下から２番目の土木費が１億800万円余
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など、いずれの款も増額補正となっているとこ

ろでございます。

続きまして、ページ飛びまして、５ページを

ごらんいただきたいと思います。

総務部における６月補正の課別集計表でござ

います。

太枠で囲んでおりますけれども、今回お願い

しております総務部の補正額は、一般会計のみ

で534万円の増額補正でございます。

この結果、総務部の一般会計と特別会計を合

わせました６月補正後の予算額は、一番下の段

の右から３列目になりますが、2,642億6,677

万9,000円となります。

予算議案については、以上でございます。

続きまして、７ページをごらんいただきたい

と思います。

議案第２号「県税の課税免除等の特例に関す

る条例の一部を改正する条例」であります。

これは、１にありますように、過疎地域自立

促進特別措置法及び地方税の課税免除又は不均

一課税に伴う措置が適用される場合について定

めました省令が改正されたことなどから、関係

規定の改正を行うものであります。

続きまして、８ページをごらんいただきたい

と思います。

報告第１号「専決処分の承認を求めることに

ついて」であります。

これは、地方税法の一部改正によりまして自

動車税の税率の特例が改正され、平成29年４月

１日から施行されたことなどから、関係規定の

改正を行った宮崎県税条例の一部を改正する条

例の専決報告でございます。この専決につきま

しては、時間的制約から専決を余儀なくされた

ものでございます。

議案としては、以上でございます。

最後に、その他報告事項でございますが、９

ページをごらんいただきたいと思います。

本日御報告いたしますのは、ここに記載の宮

崎県東京学生寮の指定管理者第五期指定につい

てなど、以下のページ、３件でございます。

なお、それぞれの詳細につきましては、危機

管理局長並びに担当課長から説明を申し上げま

すので、御審議のほどよろしくお願いいたしま

す。

私からは以上でございます。

次に、議案等についての説明を○二見委員長

求めます。

なお、委員の質疑は執行部の説明が全て終了

した後にお願いいたします。

議案第１号の歳入予算につい○川畑財政課長

て御説明いたします。

。常任委員会資料の３ページをお開きください

今回お願いしております補正予算の一般会計歳

入一覧であります。

それでは、内容について御説明いたします。

太枠で囲んでおります中の、今回補正額の欄を

ごらんいただきたいと思います。

まず 自主財源につきましては 繰入金が2,975、 、

万円、諸収入が1,954万円、続きまして、依存財

源につきましては、国庫支出金が１億9,074

万5,000円、県債が3,710万で、いずれも増額と

なっております。

この結果、一番下の欄にありますとおり、こ

の補正による歳入合計は２億7,713万5,000円と

なっておりまして、補正後の一般会計の予算規

模は、補正後の欄の一番下にありますとお

り、5,781億1,213万5,000円となります。

次に、４ページをお開きください。

ただいま御説明いたしました歳入の科目別概

要でございます。
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まず、一番上の繰入金でありますが、事業の

実施に当たり必要となる県費について、財政調

整積立金等の基金から繰り入れるもので、2,975

万円の増額となっております。

次に、諸収入でありますが、事業の実施に伴

う財源といたしまして、国の基金管理団体等か

らの補助金等を受けるもので、1,954万円の増額

となっております。

次に、国庫支出金ですが、各種事業の実施に

伴う国庫補助金及び委託金であり、１億9,074

万5,000円の増額となっております。

最後に、県債でありますが、国庫補助事業の

実施に伴う財源として県債の発行を伴うもの

で、3,710万円の増額となっております。

、 。歳入予算につきましては 以上でございます

危機管理課の補正予算に○藪田危機管理局長

ついて御説明をいたします。

歳出予算説明資料の９ページをごらんいただ

きたいと思います。

危機管理課の補正額は534万円の増額でありま

して、補正後の額は、右から３列目の欄になり

、 。ますけれども ６億6,216万2,000円となります

補正の内容について御説明をいたします。

11ページをごらんいただきたいと思います。

（事項）災害救助事業費でございますけれど

も、これは災害救助法が適用となる災害が発生

した場合に、被災者の救助を行い、生活を支援

するための経費でありまして、今回は、平成28

年熊本地震に係る救助事務等に要する経費とし

て534万円の増額をお願いするものでございま

す。

具体的な内容につきまして、お手元の常任委

員会資料のほうに戻りまして、６ページをごら

んいただきたいと思います。

１の事業概要の（３）事業内容をごらんいた

だきたいと思います。

昨年の熊本地震の発生によりまして、熊本県

からの応援要請を受けまして、県及び県内の市

町が災害救助法に基づきます応援を行っており

ます。この応援に要した費用につきましては、

熊本県に対して求償を行うこととなります。

求償を行うに当たりまして、県の実施分につ

きましては、当課を含め、各所属で求償分を受

け入れることになりますけれども、市町村が実

施した分につきましては、資料の下のほうにイ

メージ図を載せておりますけれども、市町村か

らのものを県で一括して熊本県に求償し、熊本

県から県が一旦全額を受け取った後、市町村に

対して支出するというようなフローになってお

ります。

なお、この求償についてでございますけれど

も、熊本県からの要請に基づきまして、救助期

間を区切って事務を行っておりまして、地震の

発生から昨年の12月31日までに要した費用につ

きましては、そのほとんどを、昨年度２回ほど

求償を行いまして市町村への支払いは終えてお

ります。

今回の補正予算におきましては、主にことし

の１月から３月までに要した費用及び平成29年

度に執行が見込まれる費用について計上してい

るものでございます。

費用の主なものでございますけれども、そこ

の①の主な求償内容にございますとおり、本県

への避難者に対しまして市や町が提供している

、 、公営住宅の家賃相当額や 派遣した職員の旅費

人件費等となっております。

説明は以上でございます。

議案第２号及び報告第１号につ○棧税務課長

いて、いずれもお手元の総務政策常任委員会資

料において御説明いたします。
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委員会資料の７ページをお開きください。

議案第２号「県税の課税免除等の特例に関す

る条例の一部を改正する条例」であります。

１の改正理由ですが、過疎法及び地方税の課

税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される

場合について定めた省令が改正されたこと等に

より、条例についても改正を行うものでありま

す。

２の改正の内容です。

まず （１）過疎法の一部改正に伴う改正につ、

いてですが、これまで地方税の課税免除の対象

事業でありました情報通信技術利用事業、いわ

ゆるコールセンターのことでございます。これ

が削除され、かわりに農林水産物等販売業を対

、象とする過疎法の改正が行われましたことから

条例においても同様の改正を行うものでありま

す。

次に （２）省令の一部改正に伴う適用期間の、

期限の延長についてです。中央の表をごらんく

ださい。第２条第１号過疎法、その下の第３条

第１号離島振興法、第４条第１号企業立地法、

第５条第１号半島振興法、これらの法を根拠と

する地方税の課税免除又は不均一課税の措置の

適用期限がいずれも平成29年３月31日とされて

いましたが、各省令におきましてそれぞれ延長

されましたことから、条例においても同様の改

正を行うものであります。

次に （３）所要の改正についてですが、引用、

している法の条項に、改正に伴う号ずれが生じ

ることによる修正及び文言の整理のため、条例

の改正を行うものであります。

３の施行期日等ですが、所要の改正部分の規

定を除きまして、平成29年４月１日から適用す

るとしております。

、 。次に 委員会資料８ページをお開きください

報告第１号「専決処分の承認を求めることに

ついて」であります。

内容は、宮崎県税条例の一部の改正する条例

の専決報告です。

今回の専決による改正は、１の改正理由にあ

りますように、地方税法及び航空機燃料譲与税

法の一部を改正する法律が平成29年３月31日に

公布されたこと等から、時間的制約により専決

を余儀なくされたものであります。

２の改正の内容です。

まず （１）地方税法の自動車税の税率の特例、

が改正されたことに伴う改正ですが、自動車税

におけるグリーン化特例につきまして、基準の

切りかえと重点化が行われた上で３年間延長す

る改正が行われましたことから、条例において

も同様の改正を行ったものであります。

重課につきましては基準の変更はございませ

んが、②の軽課の基準につきまして、下の表を

ごらんください。適用基準の平成27年基準から

平成32年基準への切りかえと、適用される車両

について、達成率の引き上げなどの重点化が行

われております。

次に （２）の所要の改正についてですが、引、

用している地方税法の条項に、改正に伴う条ず

れが生じたことの修正のため 条例の改正を行っ、

たものであります。

３の施行期日ですが、全て法が平成29年４月

、１日から施行することとなっておりましたので

条例も同日の平成29年４月１日から施行するこ

とといたしました。

以上であります。御審議のほど、よろしくお

願いいたします。

執行部の説明が終了しました。○二見委員長

議案等について、質疑はありませんか。

今度は534万円じゃけれど、前年度○緒嶋委員
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からしたら、求償の総額はどのくらいになって

おるんですか。

先ほど 御説明の中で 28○藪田危機管理局長 、 、

年の４月から12月31日までの分については既に

支払い済みと申し上げましたけれども、昨年度

のこれまでの分で、約2,300万余の求償を行って

市町村のほうに支払っております。これは、あ

くまで市町村に対する支払い分ということにな

ります。

この人件費というのは、求償の中○緒嶋委員

でどこまで見るわけですか。

今回お願いしております○藪田危機管理局長

予算に係ります人件費につきましては、熊本か

らの応援要請に基づきまして、市が実施しまし

た給水の事務がございます。その事務に伴いま

して派遣された職員の人件費ということになっ

ております。

それは、市の給料で、どこまでが○緒嶋委員

人件費として見られる範囲。

ここでの人件費につきま○藪田危機管理局長

しては、いわゆる時間外等の手当ということに

なっております。

公営住宅使用料ということで、こ○河野委員

の１月から３月まで、何世帯が対象なんでしょ

うか。

29年の１月から３月の間○藪田危機管理局長

の世帯数は、県内４つの市町で５戸になってお

ります。４月以降、現時点ですけれども、これ

が４戸になっております。

よろしいですか。○二見委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

次に、その他報告事項に関する○二見委員長

説明を求めます。

総務課でございます。○丸田総務課長

委員会資料の９ページをお開きください。

宮崎県東京学生寮の指定管理者第五期指定に

ついて御説明いたします。

まず、１の宮崎県東京学生寮についてでござ

いますけれども、設置目的は、本県出身者で東

京圏域の大学等に学ぶ学生の利便性向上を図る

ことを目的としておりまして、所在地は、千代

田区ＪＲ市ヶ谷駅近くにございます宮崎県東京

ビルの中にありまして ２人部屋が50室 定員100、 、

名でございます。

２の第四期の管理運営実績についてでありま

すが （１）の指定管理の業務の概要につきまし、

ては、指定管理者はジャパンプロテクション株

式会社で、東京に本社がございまして、警備業

務等を行っている企業でございます。指定期間

は平成27年度からの３年間、業務内容は学生寮

の寮監業務や施設管理業務等でございます。

（２）の施設利用状況につきましては、入寮

者数は、毎月末日の人数を合計して１年間の延

べ人数としておりますけれども、27年度は779人

で稼働率64.9％、28年度は813人で67.8％となっ

ております。

27、28両年度ともに入寮者数が増加しており

ますけれども、これは、２年間としております

入寮期間につきまして、27年度から期間の延長

を可能にしたことによりまして、入寮期間が３

年以上となる学生がふえたこと等によるもので

ございます。

（３）の施設収支状況でございますが、28年

度は収入が2,490万6,000円で、その内訳としま

して、県からの指定管理料が858万円、学生の寮

費でございます利用料金が1,632万6,000円であ

ります また 支出につきましては2,381万2,000。 、

円で、収支差額は109万4,000円となっておりま

す。

（４）の管理運営状況につきましては、サー
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ビス向上策としまして、寮だより、情報誌の発

行や個人面談による心のケアなどを実施いたし

ますとともに、利用者増への取り組みといたし

まして、入寮者募集専用フリーダイヤルの設置

や県内高等学校訪問による募集案内などを行っ

ております。

10ページをごらんいただきたいと思います。

（５）の評価及び課題でございますが、これ

まで入寮者の交流スペースでございますラウン

ジの設置など、サービス向上のためのさまざま

な取り組みがなされておりまして、利用者の満

足度も高い状況にございます。

また、細やかな生活指導や健康管理を行うと

ともに、入寮者が安心して快適に利用できる運

営を実施しております。また、施設の維持管理

も適正に行われております。

一方で、さらなる入寮者数の増加、稼働率向

上が課題でございますけれども、全体といたし

ましては、指定管理者制度導入によりまして、

財政支出の縮減とともに提供されるサービス内

容が多様化いたしまして、利用者への利便性向

上の効果があらわれているものと考えておりま

す。

次に、３の第五期の募集方針（案）について

であります。

（１）の募集の範囲は、第四期と同様に、入

退寮手続や寮監業務、寮の維持・保全等の業務

で （２）の指定期間は、30年度からの３年間で、

あります。

（３）の基準価格、これは指定管理料の上限

額でありますが、年額970万4,000円でございま

して、労務単価の上昇等を考慮しまして、今期

より28万2,000円の増といたしております。

（４）の利用料金は、寮生１人当たり月額１

万9,100円以下としております。

（５）の募集につきましては、募集期間をこ

とし７月６日からの２カ月間としまして （６）、

の資格要件は、①から⑦に掲げる全ての要件を

満たすことといたしております。

11ページをごらんください。

（７）の選定につきましては、①の審査の流

れにありますように、申請書類に基づく資格審

査の後に、外部委員で構成します指定管理候補

者選定委員会において審査を行いまして、その

審査結果を総務部長等で構成いたします指定管

理候補者選定会議で確認の上で指定管理候補者

を選定することといたしております。

12ページをごらんください。

（８）の選定基準及び審査項目・配点であり

ますが、選定基準は、表の左側にありますよう

に、①の住民の平等な利用が確保されることか

ら⑤の環境保全への対応等がなされることまで

の５つの基準といたしまして、審査項目の欄に

掲げている項目について審査することとしてお

ります。

また、配点につきましては、④の事業計画を

着実に実施するための管理運営能力を有するこ

と等につきまして重点配分をすることといたし

ております。

また （９）にありますように、東京ビルは、、

学生寮のほか、職員宿舎、フロンティアオフィ

ス等で構成される複合施設、一つのビルであり

ますことから、建物・施設を一体的に管理する

ことが効率的であります。このため、学生寮以

外の施設の管理につきましても、指定管理者と

なった事業者に管理を委託することとしており

ます。

最後に、４のスケジュールにつきましては、

６月９日の第１回の選定委員会で募集方針等を

検討したところでありますが、今後、７月６日
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からの２カ月間の募集期間を経て、９月に書類

審査の後に選定委員会による審査を行いまし

て、10月に選定会議で選定委員会の審査結果を

確認した上で指定管理候補者を選定いたしまし

て、11月定例県議会にお諮りすることといたし

ております。

説明は以上でございます。よろしくお願いを

いたします。

行政経営課からは、例年○日高行政経営課長

御報告をいたしております第二期みやざき行財

政改革プランに基づく行財政改革の取り組み状

況について御説明をさせていただきます。

詳細な資料につきましては、別冊をお手元に

お配りをしておりますけれども、本日は、その

概要について、この常任委員会資料のほうで御

説明をさせていただきます。

常任委員会資料の13ページをお願いいたしま

す。

現在、本県では、平成27年度から30年度まで

の４年間を期間といたしますこのプランに沿っ

て行財政改革を進めております。その内容は、

資料の冒頭部分に記載の４つの視点を柱といた

しまして、それぞれに具体的な取り組み項目を

定めております。

この資料は、これらの柱立てに沿って、昨年

度の取り組み状況をまとめたものであります。

まず、視点の１、効率的で質の高い行政基盤

の構築であります。

（１）の簡素で効率的な行政基盤の整備につ

いてでありますが、①は、組織体制の主な見直

し状況であります。県政の当面する課題に対応

するために、みやざき文化振興課の設置など、

記載のような組織改正を行ったところでありま

す。

②は、知事部局等の職員数です。

当面、約3,800人程度での定員管理を行ってい

くこととしておりますけれども、29年４月１日

現在で3,801人となっております。昨年の同時期

は3,817人でありましたので、見かけ上は16人ほ

、ど減少しておることになっておりますけれども

減少の大きくは、県立看護大学が公立大学法人

に移行したことによりまして、大学の教員52人

が県の定員管理の枠外となったことによるもの

であります。実際には、熊本県への災害支援派

遣や国民文化祭の準備、動物愛護センターの新

設、家畜防疫対策の強化など、新たな行政需要

への対応などにより、事実上は職員数が増加を

しておるということになっております。安易な

増員は抑制する一方で 必要な人員の確保もしっ、

かりと図りながら、適正な定員管理を行ってま

いりたいと考えております。

、 、（ ）次に 14ページをお開きいただきまして ２

の危機事象への対応についてですが、昨年度は

熊本地震の発生があり、危機管理の再確認も図

られたと考えております。

①にありますように、県地域防災計画への改

善策の反映などを行ったところであります。

次に （３）の公正で開かれた県政運営であり、

ます。

コンプライアンスに係る点検等の取り組みを

引き続き実施するとともに、③にありますよう

に、入札・契約制度の適正な運用や透明性を確

保する検証あるいは見直しへの取り組みを行っ

ております。

15ページをごらんいただきまして、真ん中あ

たり （５）の市町村との連携につきましては、、

①にありますように、みやざき動物愛護センタ

ーが宮崎市と共同で設置されたところでありま

す。市町村と連携して行政課題に取り組んでい

くという新たなモデルケースにもなるものでは
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ないかと考えております。

続きまして、その下、視点の２、県政運営を

支える人材づくりと県有財産等の資産の有効活

用についてであります。

（１）の県政を担う人材の育成と意識改革に

ついて、28年度には、①のとおり、新たな人事

評価制度を本格的に実施したほか、次の16ペー

ジをめくっていただきまして、②でありますけ

れども、育児や介護を行う職員を対象とした早

出遅出勤務制度の導入などを行っております。

また、宮崎、延岡に続き、日南病院でもこの

４月から院内保育が開始され、県警本部でも定

時退庁等の配慮をしやすい業務内容を分掌事務

、とする両立支援ポストを全所属に選定するなど

新たな取り組みが行われているところでありま

す。

④は、職員提案制度、かえるのたまごであり

ますけれども、平成27年度に知事表彰を受けま

したオープンデータを活用した地理情報システ

ムの構築については、28年度に情報政策課が構

築いたしました、ひなたＧＩＳが内閣府のコン

テストで最優秀賞を受賞するなど、たまごから

大きなかえるも育っているところであります。

また （２）の女性職員が活躍できる職場環境、

の整備につきましては、①にありますように、

女性職員サポート制度を昨年度から本格実施す

るなど、活躍を応援する取り組みを進めたとこ

ろであります。

（３）の県有財産等の資産の有効活用につい

ては、①のとおり、宮崎県公共施設等総合管理

計画を策定し、計画的な公共施設の更新や長寿

命化に向けた方針を定めたところであります。

また、②ですけれども、建物の劣化状況等の

調査や土木施設や農業水利施設に係る長寿命化

あるいは計画的・効果的な保全の取り組みを

行っているところであります。

続きまして、17ページになりますけれども、

視点の３、県民ニーズに即した行政サービスの

提供であります。

（２）県民等との連携・協働の②のほうです

、 、けれども 熊本地震の被災地支援に向けまして

県社協やＮＰＯ、民間企業との官民協働による

ボランティアの派遣体制を構築し、民間の力を

大きく活用した効果的な取り組みが行われたと

ころであります。貴重なノウハウの蓄積が図ら

れたものと考えております。

そのほか （３）の県民サービス・利便性の向、

上につきましては、ごらんのような新しい取り

組みをそれぞれ実施いたしているところであり

ます。

、 、18ページをお開きいただきまして 視点の４

持続可能な財政基盤の確立についてですが、ま

ず、平成29年度当初予算編成における財政改革

の取り組みの状況を記載しております。

①のとおり、中期財政見通しで見込まれた273

億円の収支不足額は、人件費の削減や事務事業

の徹底した見直しなどの結果、208億円まで圧縮

を図りました。

これらの取り組みにより、②の29年度末の県

債残高は8,642億円、うち臨時財政対策債を除く

実質的な県債残高は4,862億円に減少する見込み

となりましたが、③の財源調整のための29年度

末の基金残高は243億円程度に減少する見込みで

あり、依然として厳しい状況にあります。

その下は、平成28年度における歳入確保や歳

出見直しに関する取り組み例であります。個人

県民税や自動車税の確保に向けた取り組みや、

宮崎県庁地球温暖化対策実行計画に基づく節電

や燃料の節約などの取り組みを引き続き実施い

たしております。
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最後に、19ページには、この行財政改革プラ

ンに掲げた数値目標の進捗状況一覧を記載して

おります。公社等の数など、着実に進んでいる

項目もありますけれども、数値が伸び悩んでい

る項目も見られるところでありまして、後半の

２年間、引き続き全庁的に認識を共有して、意

識を一層高く持って取り組んでいきたいと考え

ております。

説明は以上であります。

霧島山の火山活動係る対○藪田危機管理局長

応について御説明をさせていただきます。

委員会資料の20ページをごらんいただきたい

と思います。

まず、１のえびの高原（硫黄山周辺）につい

てでございますけれども、５月９日午後７時20

分に、気象庁が、えびの高原（硫黄山）周辺に

噴火警報（噴火警戒レベル２、火口周辺規制）

を発表しました。これに伴いまして、えびの市

におきまして、おおむね１キロの範囲の立ち入

り規制を実施いたしました。また、県では、県

道１号の通行規制を実施するとともに、登山道

。の立ち入り規制を実施したところでございます

この規制につきましては、平成28年の２月、

それから同年の12月の噴火警報が発表されたと

きと同じ規制の内容となっております。

21ページのほうに登山道の規制図をつけてお

りますけれども、上のほうに硫黄山の周辺が赤

色の円で記されておりますけれども、韓国岳の

登山につきましては、下のほうにあります大浪

池を経由するルートでの登山は可能となってお

ります。

それから、20ページにまた戻っていただきま

して、２の新燃岳についてでございます。

新燃岳につきましては、５月26日の午後２時

に、気象庁が新燃岳に発表しておりました噴火

警報予報を、噴火警戒レベルの２から１に引き

下げをいたしました。新燃岳につきましては、

その下のほうの参考の新燃岳に係る経緯にあり

ますとおり、平成23年の１月26日に噴火警戒レ

ベル３に引き上げられた後、平成25年の10月に

噴火警戒レベル２に引き下げが行われておりま

したけれども、今回、火口周辺に影響を及ぼす

噴火の兆候が認められなくなったことから、噴

火警戒レベルが１に引き下げられたところでご

ざいます。

登山道につきましては、また21ページのほう

を見ていただけるといいんですけれども、新燃

岳を中心に、ちょうど北東の方向になりますけ

れども、大幡池から大幡山までの区間につきま

しては、これは小林市が管理している登山道で

ございますけれども、その一部について規制が

解除されましたけれども、その他の区間につき

ましては噴火から６年以上が経過しておりまし

て、噴石等による登山道の荒廃が著しいことか

ら、登山者の安全確保のために必要な対策が整

うまでの間、従来同様、立ち入り規制を継続す

ることとしております。

また、20ページにお戻りいただきまして、３

の今後の対応についてでございます。

硫黄山につきましては、引き続き、硫黄山付

近が隆起する傾斜変動が見られております。お

おむね１キロの範囲で警戒が必要とされており

ます。レベルが引き下げられました新燃岳につ

きましても、規模の小さな現象が突発的に発生

する可能性があるとしており、今後の火山活動

の状況に応じて適切な対応ができるように、引

き続き気象台や関係市町等、また火山の専門家

などと緊密な連携を維持しながら適切に対応し

てまいりたいと考えております。

説明は以上でございます。よろしくお願いい
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たします。

執行部の説明が終了しました。○二見委員長

その他報告事項についての質疑はありません

か。

東京学生寮ですけれども、次の指○緒嶋委員

定に向けての準備がされておるということです

が、基本的には、あの寮はあのままでいいのか

というような議論がなされておるわけですけれ

ども、県としては、あの寮をそのまま存続する

のか、将来的なあり方というのは、今、検討さ

れておるわけですか。どうですか。

今、委員からお話がありまし○丸田総務課長

たけれども、東京ビルは昭和47年に今の状態で

建設されましたけれども、これまで耐震補強で

ありますとか住環境の整備 こういうものを行っ、

てきておりまして、今のところは現在の利用形

態が可能な状況にはなっております。委員の方

でいらっしゃった方もいるかもしれませんけれ

、 、ど 非常に立地条件がいい場所にございまして

資産価値も高いということから、本県の拠点と

して有効に活用することも非常に重要なことだ

と思っております。

このようなことで、昨年度になりますけれど

も、庁内に、各部局で構成するメンバーで検討

の場を設けまして、今後のビルのあり方の検討

に着手したところでございます。

引き続き、社会情勢とか経済情勢等も踏まえ

ながら、いかに有効に活用するかという観点か

、 、ら 東京ビルに求められる機能でありますとか

また再整備するとすればどのような整備手法が

いいのかというような観点も含めまして、幅広

く検討していきたいと考えております。

検討は、いつごろまでに結論とい○緒嶋委員

うか、答申というか、そういうものは考えてお

られるんですか。

できるだけ早くということで○丸田総務課長

考えておりますけれども、さまざまな観点から

の検討も必要になってまいりますので、随時定

期的に検討会の場で一つ一つ問題点なり課題を

検討していきたいと考えています。

気持ちはできるだけ早く結論を出○緒嶋委員

したいと言われるけれど、できるだけ早くはな

らんということじゃな。

できるだけ早く検討していき○丸田総務課長

たいと思っております。

慎重な結論を出すというのは当然○緒嶋委員

のことだから、十分な検討をして、なるほどと

いうような結論が出ることを期待しておきたい

と思います。

、 、それと 指定管理者を公募した前回のときは

指定管理者になりたいと手を挙げた人は何人か

おるわけですか。

前回、第四期になりますけれ○丸田総務課長

ども、応募者につきましては、このジャパンプ

ロテクションの１者でございましたけれども、

募集する段階で現地説明会を実施しますが、現

地説明会の参加者につきましては５者の参加者

がございました。最終的に応募があったのはこ

の１者ということになっております。

わかりました。○緒嶋委員

みやざき行財政改革プラン○岩切副委員長

の28年度の状況の報告ということで受けとめさ

せていただきますが、17ページの県民との協働

、 。の件なんですが 211件行われたということです

私は協働する側、ＮＰＯの皆さん方とのおつき

、 、合いも広くありまして そこで聞く話によると

事業が来年度継続されるのかどうかがはっきり

するのがとても遅いということで、自分たちＮ

ＰＯ自身の存続というものに相当悩みながら年

。度末を迎えていかれるということを聞きました
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それで、行政経営課さん自体の問題ではなく

て、それぞれを出すところの課題だとは思うん

ですけれども、例えばこの事業は何年スパンで

やりますというのをあらかじめはっきりした上

で進めないと、来年度はどうなるかしらんとい

うようなことだとよろしくないんではないかな

とちょっと感じたもんですから、そのあたりの

手法はどのような状況でしょうか。

個々のＮＰＯさんに対す○日高行政経営課長

る対応につきましては、所属ごとでまたいろい

ろやり方が違うとか、そういうこともあろうか

とは思いますけれども、今、予算的には、大体

３年間の事業というのを基本として事業が組ま

れているものと思います。１年目、２年目につ

いては、来年まであるんだなみたいな、そうい

う認識はおありかと思うんですけれども、特に

３年目になって事業が終わると、その後どうす

るのかということについては、予算が決まるま

でははっきりしたことは言えないと、そういう

単年度予算の制約もあるものですから、どうし

ても確実なところは各所属とも言えないものと

思っております。

基本的な考え方としては、来年度以降はこん

なふうに事業を考えているとかそういった話し

合いみたいなものは、事業をやめるのか、続け

ていきたいのか、どんな形で見直しをしていく

のか、そういったことについては可能な限りの

打ち合わせなり意見交換なり、そういったもの

があって進めていかれるようなケースも多いん

ではないかと思っております。そういう意見交

換の中で、翌年度に向けての見込み的なものに

ついて認識を深めてもらうとか、御不安がある

んであれば、そういうところに対して答えられ

る限りのことは答えていくと、各所属において

そういう取り組みをしていただくことが重要な

のかなと思っております。

協働をうたっておるわけでご○岩切副委員長

ざいますので、相手様、県のパートナーとなる

団体等に対する対応としていかがなものかなと

いうふうに感じているものですから、もう少し

丁寧に尊重していただかないと。３年頑張った

と、来年度も頑張りたいんだがということで御

相談いただいて、その該当の所属も、名前は変

わるけれどもできるだけ頑張りたいとかこうい

うような話で引っ張っていって、結果だめでし

たというようなことになると、そのＮＰＯさん

は、その事業を主体としてやっていたところが

ゼロになる、またはそれを100とすれば10ぐらい

の事業収益になるわけです そういうことになっ。

たら、そこから自分たちの存続基盤をまた探さ

なくちゃいけない。

そんなことがありますので、これから県民と

の協働ということを行って県民サービスをよく

していこうということなら、一緒にやってくれ

る相手様のそういう思いを、県の予算制度の問

題との間でどうやったら調整が可能なのかを工

夫しないと、相手様は、結局予算が組めません

でしたということで終わっちゃいましたという

感想しか持たないです。それはつらいなと思い

ますので、ぜひそのあたり、研究いただけたら

ありがたいなと思います。

あと、これも行政経営課さんに伺う話ではな

いと思うんですけれども、15ページのほうの一

番下のところ、こういうことで人事評価を本格

的に実施されたというような流れ、それはそう

いうことだと認識しているんですが、前に一般

質問でも申し上げましたように、評価する側が

この人事評価を誤解していると、改めてそう感

じる話が聞こえてきました。一般質問でしたも

のとは別に、結局評価する側が、お前、そうい
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うことなら評価でこうするぞというのを言って

。 。いるんです それが悩みとして聞こえてくると

評価側の研修をされると、そのときは御答弁を

いただいたんですけれども、やっぱり徹底され

ていないし、その負の部分、それが表に出てい

るもんですから。

実績は実績として、頑張ってこれをやってい

きますということ、それはそれなんですけれど

も、やれる内容はしっかり管理をいただかない

と、よいものがよいものでなくなるというよう

な思いがありますので、29年度に向けては、ぜ

ひそういったところを認識をいただいて実施い

ただければと、重ねてお願いをしたいなと思っ

ております。

人事評価につきましては、27○吉村人事課長

年度に試行ということで、28年度から本格実施

したところですけれども、今、副委員長のほう

、 、からありましたように 始めるに当たりまして

人事評価の透明性ですとか客観性、それと評価

、 、を受ける職員の納得性 この３点のところから

評価をする側、それと評価をされる側、それぞ

れほぼ全員に研修というのを行っております。

、 、評価される側の職員については ３分の１ずつ

３年間かけてやっておりますし、評価する側に

つきましては複数体制、１次評価、２次評価あ

るいは第３次総括評価というような形で、その

評価者を複数にすることで、その複数それぞれ

の評価者に対しても研修というのを行っており

ます。

今お話にありましたような実際の現場でのや

りとりにつきましては、当然、人事評価を通じ

まして職員を育てていく、職員育成につなげて

いくんだという視点が最も重要だと考えており

ますので、そういうことがないようにというこ

とでは、その研修の中で、評価者のあるべき姿

につきましてはさらに研修を深めていきたいと

考えております。

ぜひよろしくお願いします。○岩切副委員長

東京寮のことですが、緒嶋委員と○中野委員

ちょっと重複しますけれども、一期から四期ま

での応募者数と、実際の指定管理者名を全部教

えてください。

まず、応募者の状況でござい○丸田総務課長

ますけれども 第一期 これが平成18年度から20、 、

年度までの３カ年ですけれども６者、そして、

、 、第二期と第三期が２者 第四期につきましては

先ほど言いましたように１者という状況でござ

、 、いまして 実際に指定管理者になりましたのは

第一期からジャパンプロテクションが引き続き

第四期までということになっております。

応募者がいなかった場合は、どう○中野委員

なるんですか。

、○丸田総務課長 応募者がいなかった場合には

事業方針なりを検討しまして再公募ということ

も考えられますし、それでもいない場合には、

県が直営でというような形になろうかと思って

おります。

簡単でいいですから、ジャパンプ○中野委員

ロテクションの会社内容を教えてください。

ジャパンプロテクション株式○丸田総務課長

会社でございますけれども、昭和44年に創業い

たしまして、創業者、現会長さんは、高山さん

といわれる日南市の御出身の方でございます。

業務といたしましては、先ほど言いましたよ

うに、警備業務含めまして、清掃でありますと

か、設備あるいはビル管理業務等を行っており

まして、本社は東京にございます。現在従業員

が700名程度、売上高が22億円程度と聞いており

ます。

、 、○中野委員 昔は 県の公園協会だったですか
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。 、あそこが運営しよったですよね あそこはもう

全然こういうのにはノータッチなんですか。あ

の協会は、もう、今はないんですか。

中野委員からお話ありました○丸田総務課長

ように、指定管理者が導入される前は、県の公

園協会、そちらが管理をいたしておりましたけ

れども、指定管理者が導入された以降はジャパ

ンプロテクションになっております。

似たような仕事で、えびの高原荘○中野委員

。 、と高千穂荘がありますよね ああいうところも

ここをやろうと思えば参入できるような会社な

んですか。応募資格があるんですか。

東京学生寮につきましては、○丸田総務課長

東京に所在するということもございまして、県

内含めて、特に所在地なり募集要件等には含め

ておりませんで、県内の企業でも募集はできる

ということになっております。

ただ、先ほど出ましたえびのの関係でござい

ますとか、そういうところの状況については、

ちょっと所管しておりませんので、要件等を調

べないと。今、私の手元には資料がございませ

ん。

東京のビルの関係ですけれど○桑山総務部長

も、以前は職員の宿舎のほかに宿泊部門も持っ

ておりまして、その当時、公園協会が高千穂の

国民宿舎なども当時受けていたと思いますが、

そういった宿泊部門、いわゆるホテル部門を廃

止して、もっぱら建物の維持管理、それから学

生寮の運営となったものですから、こういった

警備会社が応募しやすい状況になったというふ

うに思います。

そういう意味で、お尋ねのえびの高原荘のよ

うな宿泊、ホテルのようなものを募集する場合

には、当然そういったノウハウが求められると

すれば、この会社はそういう業務は扱っていな

い会社であるという状況にございます。

16ページ、未利用財産、これは、○緒嶋委員

県のほうではどこまで未利用財産として把握さ

れておるわけですか。

16ページ 未利用財産21件を28○丸田総務課長 、

年度に売却しておりますけれども、私どもで、

いわゆる用途廃止とかを行って未利用地となっ

ているということで把握しておるのが、29年５

月末現在で29件ございます。

、 。○緒嶋委員 これは 21件とは別に29件ですか

どうですか。

21件は、もう既に売却をさせ○丸田総務課長

ていただいたということで、そのほかに29件ご

ざいますけれども、用途廃止して未利用財産に

なりましたけれども、例えば境界が未確定だと

か、いろんな制約等もございまして、そのあた

りを一つ一つクリアしながら売却できる形にし

て、そして売却を行うというような形をとって

おるところでございます。

これ、具体的に、未利用財産で大○緒嶋委員

きなものはどういうのがあるんですか。

例えば、教育委員会で所管を○丸田総務課長

しております元延岡わかあゆ支援学校でありま

すとか、あるいは高原高校でございますとか、

そういうものがあろうかと思います。

それと、未利用財産の箇所数には○緒嶋委員

入らんと思うんですけれど、県道やらを改良し

て、実際は、改良した残地的なのがかなり残る

んですよね。そういうのは、もうそのままにし

ておくのか。市町村道に格下げするのもあるだ

ろうけれども、市町村道にもならないような残

地というのもかなりあるんじゃないかなと思う

んですけれど、そういうものの整理はされてい

ないわけですか。

県道の残地とか、そういうも○丸田総務課長



- 60 -

平成29年６月21日(水)

のにつきましても、市町村との交渉になります

けれども、なるべく市道の一部になるのかどう

かとか、状況等を確認しながら、有効活用とい

いますか、処分できるものなり譲渡できるもの

についてはしていく方向で進めておるところで

ございます。

これは、改良した当時でないとそ○緒嶋委員

、のまま放置されるというようなことがあるので

その時点でそれは市町村に移管するのかとか、

それはもう未利用地として処分するのかという

ような、ある程度、やはり明確なものを持って

。おったほうがいいんじゃないかなと思うんです

特に、やはり、売却して県の財政に寄与できる

。ようなものがあれば寄与したほうがいいわけで

、ただ不用地みたいな形で長く持っておることは

ちょっと問題じゃないかなと思う。

そのあたりの将来の利用の目標というか、め

どが立たないようなものなら処分するとか、そ

の当時にそういう方法の整理をしとかんとなか

なかうまくいかんのじゃないかなと思うので、

それは県土整備部あたりとも十分連携をとりな

がら進められたほうがいいんじゃないかなと思

いますので、検討してみてください。

未利用財産で、関連ですが、青島○中野委員

の青年の家、あそこも応札者があったというこ

とで、もう落札されたんだと思うんですが、落

札したところの会社名ですか、個人かわかりま

せんが、お名前と、それとその金額を教えてく

ださい。

既に売却をしておりますけれ○丸田総務課長

ども、相手方と金額、手元に資料がございませ

んので、ちょっと調べさせていただいてよろし

いでしょうか。確認をして、答えさせていただ

きます。

わからんければ、調べんとしょう○中野委員

がないよな。ちょっと電話して。誰か知っちょ

らせんね。

時間がありますが、ほかに質疑○二見委員長

はないですか。

聞きそびれたので、議案につい○前屋敷委員

ての質疑でいいですか。

そしたらその他のときに。○二見委員長

、 、○松村委員 東京の学生寮は 稼働率というか

入寮率が六十数％でしたね。60％から65か。こ

れは、ずっともう変わらんとですか。毎年申し

込みするけれど、出だしは人気があって、早く

応募しとかないともういっぱいになっちゃうよ

というような話もあったし、あるいは大学の試

験によってはずれちゃって 通るか通らないかっ、

て、通ってなくて辞退したとか、いろいろあっ

て最終的には空きになったりとか、そういう時

間的に辞退するとか、いろんな課題があると聞

いているんですけれど。

以前、もうちょっと多かったんじゃないです

か。

この学生寮は現在稼働率○丸田総務課長

が67.8％となっておりまして、若干低いわけで

ございますけれども、ちょうど指定管理者導入

前後の平成17年、18年ごろが80％を超える稼働

率を示しておりまして、実際に４月の段階での

入寮者数が93人とか100人とか、そういう状況も

ございました。現在は、ことしの状況でいいま

すと、29年４月１日現在で入寮者は74人という

状況でございます。

だんだん入寮者数が減少傾向にございますも

んですから、先ほど言いましたように、入寮期

、 、間につきまして 原則２年としておったものを

期間の延長も可能ということで、例えば３年生

でありますとか、今回であれば、４年生も延長

して入寮ができるというような状況にした結
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果、27年度、28年度につきましては入寮者数の

増加につながっていると考えております。

実質的には２年間から４年間まで○松村委員

になったんだから、利用から行くと、本当はよ

くないということなのよね。２年まで使ってい

る人たちで本当は満杯近くにしていたわけだか

ら。ところが、もう少ないから、３年生、４年

生も使っていいよということにして、それでも

まだ埋まらないですよね。何かもっと使ってい

ただくためのうまい方法はないのかなと。せっ

かく指定管理者の方が一生懸命頑張っていると

書いてあるんだけれど、もったいないなという

のと、多分この寮は２人部屋だから、それをも

う時代に合わせて個室にするとかいう話も、前

。 、ちょっとあったような気がするんです だから

そのあたり、費用対効果の問題もあるのかもし

れないけれど、もうちょっとしていただくと。

これ、県寮はものすごくいいんですよ。県寮

にいた２年間で、宮崎県内の学生さんが同じ釜

の飯を食った仲間になって、Ｕターンしたり、

例えばどっかよそに行ったときも、非常にフレ

ンドシップになって同窓会みたいなこともずっ

とやったりして、結構、宮崎県の人材、東京に

行った人たちのＵターンに対しても非常にいい

県寮じゃないかと思うんです。何かそのあたり

も含めて、寮の施設というか、個室部屋とかし

てもらうといいなという気はしますけれど。あ

れ、場所が抜群ですもんね。市ヶ谷のあそこで

すから、１万9,000円だったらいいですよね。

今、委員からお話がありまし○丸田総務課長

たように、２人部屋というのが今の若者のニー

ズに合っているのかどうかという問題もござい

ますし、一方で、１万9,100円という、この寮費

というのが、東京の一等地にありながらこの値

段というのは非常に安い価格でございます。

今の状況で個室にするということになります

と、50人定員になるというようなこともござい

まして、そうすると寮費を逆にちょっと高くす

る必要もあろうかと思っていますし、また、応

募状況につきましては、毎年50人を超える応募

がございまして、最終的には30人から40人とい

う状況になるんですけれども、やはりそういう

状況の中で50人定員にしていいのかどうかとい

うのもあろうかと思っております。

こういう状況を踏まえまして、先ほど緒嶋委

員のほうから東京ビルについて、どういうふう

な今後のあり方がいいのかというような御質問

がありました中で、我々も今、東京ビルのあり

、方について検討を始めたところでございまして

どういう機能を持たせるのかという中で、学生

寮のあり方につきましても、やはり検討してい

く必要があろうかなと思っております。

ずっと男性だけですよね。場所的○松村委員

には非常にいいんで、周りの治安とかすごくい

い場所なんで、ぜひ女性にも入ってもらえるよ

うな寮にすると、男性も集まるだろうし。

そういう意味じゃないんですよ。女性が入れ

るような寮だったら、やっぱり非常にきれいで

安全でという、いわゆるそういう先入観がある

んで、だから女性でも入れるような寮にするよ

うな形を目指していただくと、親御さんたちも

安心して県寮に託せるかなと思うんで、そのあ

たりもしっかり検討していただくとありがたい

かなと思いますんで、よろしくお願いします。

関連 この学生寮があるのは 市ヶ○中野委員 。 、

谷というのがあるんですか。住所は、千代田区

九段南と書いてあるけれど、ここが市ヶ谷とい

うことですか。これとは別ですか。

失礼しました。先ほど、市ヶ○丸田総務課長

谷と申しましたのは、ＪＲ市ヶ谷駅の近く、歩
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いて５分ぐらいなんですけれども、そこにござ

いまして、住所については、ここにありますよ

うに九段南ということになろうかと思っており

ます。

何か、千代田区というところはよ○中野委員

かところですよね。いい場所だなと思うんです

が、私は行ったことも見たこともないんです。

総務政策常任委員会が県外調査のときに連れて

いけばいいんだけれど。行ったこともないし、

職員が東京事務所に勤務されて、何かあの辺に

泊まりますよね。そこもここなんですか。ここ

とはまた別にあるんですか。職員の宿舎か何か

ありますが、あれとはまた別のところ。

この学生寮がございます東京○丸田総務課長

ビルにつきましては、東京事務所の職員の職員

宿舎も一緒に併設されておるところでございま

す。

同じところ。同じ建物。それはい○中野委員

い場所に２つあって、昔は宿泊もできよったと

言われたから、何か100億ぐらいお金をつぎ込ん

で、東京事務所もそこに入って、何か江戸屋敷

みたいに東京宿舎をつくればいいのにな。そし

て商売をすれば、一等地にあれば、もうかりゃ

せんですか。学生には安く、職員にも安く、泊

まった人にはそれなりの価格で まあ 50億 100。 、 、

。 （ ）億あればできるでしょう 病院局が50億 笑声

抑えますから、それをこっちに回してもらえれ

。 、 。 。ば いや 冗談抜きでですよ いいと思うがな

挑戦して。

今、中野委員から御意見をい○丸田総務課長

ただきましたように、どういう機能を持たせる

かにつきまして、それと整備手法につきまして

、 、も ＰＦＩとかいろんな手法がございますので

そういうもろもろ含めまして、今後のあり方に

。ついて検討を進めていきたいと思っております

それと、引き続き、よろしいでしょうか。先

ほど、中野委員のほうから、青島の青年の家に

ついての売却の状況ですけれども、５月24日に

契約を締結しておりまして、売却の相手方につ

きましては、ハギオさんという個人の方でござ

いまして、金額が4,780万ということになってお

ります。

正確には、ハギオミツヨシさんという個人の

方でございます。

悪いけれど、字を教えて。いや、○中野委員

実は、私は報告せにゃいかんことがあるとです

よ。

「 」 「 」○丸田総務課長 ハギ は山口県萩市の 萩

に、尾っぽの「尾」でございまして 「ミツ」は、

「光」に 「ヨシ」は義理人情の「義」でござい、

ます。萩尾光義さんでございます。

わかりました。○中野委員

ほかにありませんか。○二見委員長

私、最後に言っていいですか。

数値目標一覧がある中で、男性職員の育児休

、業取得率というのがあるわけなんですけれども

今回もちょっと一般質問でも関連するところを

させてもらったんですが、育児休業取得をされ

る方が28年は3.9％となっているんですけれど

も、そもそもの育児対象者というのは何人いた

のかなと。100人中３人、４人で４％ですが、30

人中１人で３％ということで、母数によって全

然変わってくる大きな数字だと思うんです。ま

ず そこを わかれば教えていただけないでしょ、 、

うか。

この3.9％、28年度の実績につ○吉村人事課長

きましては、分母というのは、毎年、大体同じ

ぐらいで、奥さんである配偶者の方が出産され

た場合に、男性職員のほうに育児休業をとって

いただくということですので 先ほどおっしゃっ、
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ていただきましたように、実際には４人取得さ

れていまして、数字に直すと3.9％ということで

ございます。ここ数年は、分母のほうは大体100

名前後で推移しております。

あと、これは取得したか、して○二見委員長

いないかというのでは、結構少ないのかなとい

う感じも受けるわけなんですけれど、どれくら

いの期間とっているのかというのも今度は大事

なんです。調べてみると、男性の場合は５日未

満とかが非常に多くて、女性の場合は１年から

とっていらっしゃる方が多かったりするわけな

んですけれども、この3.9％の方々がどれくらい

取得されているかというのがわかれば。

また、それをどう考えていくかですよね。１

年とった人も１人、１日、５日ぐらいとった人

も１人、その２人ともどっちも取得したんであ

ればこの中にカウントされてくると。まだ４％

弱ぐらいの方しか取得されていないので、課題

設定としては違うのかもしれません。まだ段階

を踏まないといけないんでしょうけれども、育

児休暇を取得された方が13％という目標を持っ

ているわけですから そこの中身についてもやっ、

ぱり検討していくべきなんじゃないかなと思う

んですが、いかがでしょうか。

実際にとられました４人の方○吉村人事課長

※につきましては、短い方で半月程度、長い方で

３カ月というのを取得されています。大体、女

性の方ですと１年前後が多いかなと思っており

ますけれども、何が障害になっているかという

点につきまして、育児休業は無給、お給料が出

ないものですから、その点につきまして、実際

にどう生活設計をされていくかという点がポイ

ントになってくる部分もあろうかと思います。

それと、業務が忙しいかどうかという面も、実

際に出産された時期との兼ね合いとかもあると

思います。

ですので、お給料のほうにつきましては、共

、済のほうから67％という給付金がございますし

ことしからは互助会のほうでも22日間、2,000円

は追加で出るということで、大体若い方ですと

８割程度は補塡されるのかなという点も、こち

ら側としては、各所属でとられる場合にはアピ

ールしているところでございます。

実際に奥様を含め御本人も、出産される場合

には 子育てマイプランというのを所属でつくっ、

ていただきまして、所属でどういった休暇があ

るとか、どういった育児のための支援制度があ

るかというのをお示しした上で、どういったも

、 、のを計画していくかということで アドバイス

協議をしていただいて、そのプランをつくって

いただいていますので、その中でそういったア

ピールポイントも主張して、取得に向けて促進

を図っていきたいと思っております。

最初、無給と聞いたときに、確○二見委員長

かに給料は出ない、共済とか雇用保険から出る

ということなんだと思うので。今、67％補償さ

れるというので、そこまで育児休暇をとること

に対して手厚くなってきたんだな。昔はたしか

３割とかぐらいしかなかったと思うんです。５

割ぐらいに上がって、今、67。今度、雇用保険

のほうでは、２年まで最長延長することができ

るというふうにまで変わってきているので、そ

んな中で、ここまで認められている、補償があ

るのに、100人中４人ぐらいしかいないというの

は、やっぱりさみしいのかなと。

逆に言うと、この96人がなぜとらなかったの

かというところですよね。そこを、別にとらな

かったから悪いということはないんでしょうけ

れども、今言われたように、無給になることが

※65ページに訂正発言あり
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本当に壁になっているのか、キャリア形成に何

か支障があると思っているのか、そこら辺を踏

まえて、やっぱり制度設計というか、運営を考

えていくべきだなと思うので、しっかりそこ辺

の情報収集にも努めていただきますようにお願

い申し上げます。

ほかにありませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

では、その他報告事項につきま○二見委員長

しては終了いたしまして、最後に、その他でお

願いいたします。

。 、○前屋敷委員 済みません その他というより

先ほど議案のときに質問をしそびれたもんです

から。

議案第２号の課税減免のところで、もう少し

お聞かせいただきたいんですけれども、７ペー

ジの２、改正の内容というところなんですけれ

ど、これは改正されて、改正前と改正後で、改

正前は情報通信技術利用事業、コールセンター

と言われましたけれど、これはもう役割は果た

したという意味で、今回、農林水産物等販売業

が対象になったんでしょうか。

このコールセンター、情報通信○棧税務課長

技術利用事業につきましては、平成23年から27

年度まで、全国的に利用の実績が全くなかった

ということでございまして、必要性がないと判

断されて、今回、農林水産物等販売業に変更に

なったというか、変わったものでございます。

今度変わった、この販売業とい○前屋敷委員

うところは、具体的にどういうところと考えた

らいいんですか。

ここで言います農林水産物等販○棧税務課長

売業につきましては、過疎法の第30条におきま

して定義されておりまして 「過疎地域内におい、

て生産された農林水産物又は当該農林水産物を

原料若しくは材料として製造、加工若しくは調

理したものを店舗において 、ここが大事なんで」

すが 「主に他の地域の者に販売することを目的、

とする事業」という定義をされておりまして、

県の中山間・地域政策課から総務省のほうに問

い合わせてみますと、おおむね他の地域の者を

主な購買層とする道の駅等が想定をされている

というようなことでございます。

そういう生産物を地元で売るん○前屋敷委員

じゃなくて、よそで販売しなきゃならんという

ことなんですか。

売る場所はその過疎地域内でご○棧税務課長

ざいまして、購買の相手方が主によその方に対

して売ると。

買う人がということですか。○前屋敷委員

はい。○棧税務課長

もう一つ、過疎法でございますので、取得価

格が2,700万円を超える生産等設備の新設・増設

というものに限られておりますので、ある程度

対象となるものは限定されるのではないかと

思っております。

対象が、一定の規模のものでな○前屋敷委員

ければだめなわけですね。

そもそも過疎法で対象にしてお○棧税務課長

りますものが、この農林水産物販売業等だけで

はなくて、取得価格が2,700万を超えるものと

なっておりますので、一定の規模以上のものに

限られるとなっております。

この過疎地域なんですけれど、○前屋敷委員

県内では、どういったところを過疎地域という

ふうに見なしているわけですか。

おおむねほとんどの地域が入っ○棧税務課長

ておりまして、都城市は旧高崎町の区域に限っ

。 、 、て過疎法がかかっております あと 延岡市も

旧北方町、北川町、北浦町の区域に限っており
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ます。あと、日南市、小林市。小林市は、須木

村と野尻町の区域です。あと、日向市、これは

。 、 、東郷町の区域に限っております あと 串間市

、 、 、 、 、えびの市 高原町 西米良村 木城町 都農町

、 、 、 、 、諸塚村 椎葉村 美郷町 高千穂町 日之影町

五ヶ瀬町となっております。

ほとんど全部ですね。わかりま○前屋敷委員

した。

それと、もう一点、下の（２）の表の中の誘

致企業といいますか、企業立地、これは、誘致

企業が対象ということなんですか。

企業立地法につきましては、誘○棧税務課長

、致企業というものを主な対象にしておりますが

企業立地の促進等による地域における産業集積

の形成及び活性化に関する法律という中で、計

画をそれぞれ立てていただきまして、そこで認

定されたものが対象となっております。

実績といいますか、これまで活○前屋敷委員

用された件数がわかりますか。

企業立地促進法の関係での実績○棧税務課長

でございますが 平成28年度におきましては 16、 、

件の１億5,200万円余の課税免除の実績がござい

ます。

わかりました。ありがとうござ○前屋敷委員

いました。

済みません。先ほど、二見委○吉村人事課長

員長の御質問への答えが少し間違っておりまし

たので、訂正させていただきます。

男性の育児休暇取得４人の中で、一番長い方

は１年半という方がいらっしゃいましたので、

訂正させていただきます。

、○緒嶋委員 危機管理統括監にお聞きしますが

前、総務部の次長だったから、県民意識調査を

しておるということは知っておるわね。その中

で、災害に対する備えをしておる人はどのくら

いおるかは知っておられますか。

約４割ということでご○田中危機管理統括監

ざいます。

、 、○緒嶋委員 そのことは 今の立場から見れば

十分だと思っておられますか。

危機対応で一番重要な○田中危機管理統括監

のは、やっぱり自分の身は自分で守るというこ

とですので、それぞれ備えをしていただくのは

もう基本になります。それで、県の総合計画の

長期ビジョンでは、これを100％にもっていきた

いということで目標を立てておりまして、いろ

んな機会を通じて、ぜひ皆さん方に、備蓄です

とか、そのほかも耐震化とか家具の固定とか、

いろんなことの備えをやっていただきたいとい

うことで啓発に努めていきたいと思っておりま

す。

その中で、まだ45％は備えを余り○緒嶋委員

していない、全くしていない。やっぱり危機管

理局までできて、やはりこの四十四、五％しか

災害に対する備えがないというのは 私はちょっ、

と深刻だと思うんです。特に、南海トラフはい

つ起こるかわからん。極端に言えば、あした起

こるかもわからんわけですよね。そういう中で

は、これをどうやって100％にもっていくかとい

う手法を考えにゃいかんと思うんです。そのあ

たりは考えておられるわけですか。

これは、やはり皆さん○田中危機管理統括監

に危機感を持っていただかないとなかなか取り

組んでいただけないといかんもんですから、例

えばＣＭでも新聞でも、不気味なＣＭとか出ま

したけれども、そういったのも使って、危機感

を切実に感じていただくように頑張っていきた

いと思います。

本日の日程は４時までとなって○二見委員長

おりましたが このまま続けてもよろしいでしょ、
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〔 はい」と呼ぶ者あり〕「

特に、県も一生懸命やっておられ○緒嶋委員

るんですけれど、住民に一番直結しとるのは市

町村だから。市町村との連携の中でいろいろ災

害に対する訓練もされておりますけれども、や

はりまだ県民の意識としては、南海トラフの地

震は起こらんのじゃないかなというような安心

感を持っておる人が、かなり多いんじゃないか

と思うんです。30年と、ちょっとスパンが長い

ので。

そういうことを考えると、もうちょっと深刻

に。危機管理局までできてこういう状態という

のは、我々としては、極端に言えば、対応して

おらんのじゃないかと思ってもいいと思う。ア

ンケートの仕方にもいろいろあるのかもしれん

けれども、このあたりの意識を改革することか

ら防災対策、災害対策をやらんことには訓練を

やっても意味がないわけで。

危機管理的な意味で、自分の身は自分で守る

という自覚がどうやれば生まれるかということ

を、もうちょっと真剣に危機管理局全体で考え

ていくべきじゃないかなという気がするんです

けれど、そこのあたり、どうですか。

南海トラフ地震は30年○田中危機管理統括監

以内に70％の確率で起こると。70％の確率とい

うことは、ほぼ確実に起こるということですの

で、私どもも今までさまざまな機会を通じて啓

、 、発に取り組んでおりますけれども これ以上に

さらに皆さんに真剣に考えていただくように取

り組んでいきたいと思っております。

危機管理局が先頭に立ってそうい○緒嶋委員

う取り組みをやらんことにはどうにもならんの

で、やはり有言実行でぜひ対策というか、ＰＲ

を含めて、災害に対する備えを自分自身で行う

とみんなに周知するように。これは、交通安全

と同じようなことですよね。やっぱり自分のこ

ととして考えるようにもっていかんと、これは

なかなか認識が前進せんのじゃないかと思いま

すので。

危機管理局全体として、いろいろと検討して

ほしいということをお願いしておきます。次の

ときには、どういう検討をしたか、教えてくだ

さい。

この前から一般質問で、景気がよ○ 原委員

くなって、人手不足社会になって、県の職員の

採用試験を受ける人たちが減っているというこ

とで、有能な人材が集まらないんではないかと

いうような危惧の問答があったように記憶して

おりますが。

都城市がＳＰＩ３とかいう試験をやった。こ

こ10年間で400人近い人たちが来て、かなりの応

募があったということで、それも応募者が少な

い中でより有能な人たちを採用するのが目的で

やったというのが報道にありましたが。公務員

試験は不要だみたいな話なんですけれど。中身

がちょっとわからないんですが、皆さん方が専

門だと思うんですけれど、これはどういう試験

だったか、わかれば教えていただきたいです。

ちょっと手元に資料がないの○吉村人事課長

で、正確には。

概要でいいです。○ 原委員

概要としましては、公務員試○吉村人事課長

験にありますような一般的な教養的なもの、法

律とか経済とか、そういったものではなくて、

数的推理みたいな問題を、時間を設定して、何

秒以内にこの問題を解くとかというのが時間ご

とになっていきまして それを試験会場に集まっ、

てではなくて、どこでも受けられるというとこ

ろで、その方の持ち点みたいな形になって応募

平成29年６月21日(水)
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していくということです。

民間との競合とかを考えますと、公務員試験

は一般教養ですとか、公務員向けの勉強をしな

いとなかなか難しいというようなこともありま

して、都城市さんではそういった方法をとられ

。たんではないかなというふうに考えております

だから、そういう一種の危機感み○ 原委員

たいなやつが将来にわたってあるので、少なか

らず都城市がやったわけですよね。だから、先

進事例といえば先進事例。それが果たしていい

ことかどうか、それはまだわかりません。検証

してみないとわからんことですけれど。対等と

は言いながら、指導する立場の県として、市が

それを先行したわけだから、何がしかの研究な

り検証なりやって、調べて、評価する必要があ

るんじゃないかなと思いましたので、どの程度

わかっていらっしゃるかなと思って質問したと

ころです。私は隣町のことだから、関心が強く

て聞いたところでしたけれど。

試験制度の見直しにつきまし○吉村人事課長

ては、人事委員会のほうで主導権をとっていた

だいて、我々も意見を申し述べながら、応募人

数の確保に努めているところでございます。

特に、技術系の職員につきまして応募者が少

ないということで、各部局におきましては、大

学との連携ですとか、インターンシップで受け

入れて説明会をしたりとかということでＰＲを

しておりますとともに、あと、人事委員会のほ

うにおきましても、ことしから専門試験の配点

をちょっと多目にしまして、教養的なものより

は、実際に技術系の勉強をされた方の専門性に

配点が多く行くというような、試験の中身につ

きましても改善を加えられております。

今いただきました御意見にもありましたよう

に、今後ともどういった試験が採用に向けてい

いものであるかにつきましては、引き続き検討

していきながら、人事委員会と協力して改善に

努めてまいりたいと思っております。

これは記事の話ですけれど、技術○ 原委員

、系が集まらないという議論もあっていましたが

これは市の場合ですけれど、土木は１人に対し

て６人、県の場合はぎりぎりだったと、そうい

う話がありました。建築は１人に７人と、一般

行政職では、一般事務採用予定10人に対して392

人来たというような、かなりの高倍率で来たと

いう話が出ていますので。だから県の場合と、

ことし一回やってみた市役所とではかなり大き

な違いがあるなという数字が報道にありました

ので、調査してもらうといいのかな。

委員会資料の６ページ、ここにあ○中野委員

るのは、求償するということで請求されたわけ

ですが、これは普通でいう求償権とは別なんで

すか。求償権が発生したということで求償して

もらったということですか。

これについては、災害救○藪田危機管理局長

助法に基づいて、被災県であるところ この─

場合は熊本県ですけれども にできるという─

ことになっております。

、 。○中野委員 それは 求償権とは関係ないわけ

求償権が発生したということになるんですか。

この場合は、熊本県から○藪田危機管理局長

の応援要請に基づいて災害救助を実施しており

ますので、その時点において求償権が発生した

ということが言えると思います。

災害救助法の場合の求償権という○中野委員

のは、時効があるんですか。

その点については、済み○藪田危機管理局長

ません、ちょっと確認をさせてください。

続けますが、というのは、各市町○中野委員

村が使ったものを集めて、県がまとめて請求す
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るわけですが、市町村で請求漏れとかそういう

ものがあった場合にはどうなるかなと思ったん

です。それが１点。

それと、29年度に支出が見込まれる費用を合

計したとあるから、今から発生するものも求償

権ということでできるのかなと思って。

この２つですけれども。

２つ目の御質問ですけれ○藪田危機管理局長

ども、29年度に支出が見込まれる経費につきま

しては、今回補正予算でお願いしておりますの

は、現在、公営住宅に避難して、ここがみなし

の仮設住宅ということで、お住みなっていらっ

しゃる方の公営住宅の使用料、これを３月末ま

でいらっしゃるということを前提に予算として

組ませていただいておりまして、その他のもの

については、現時点においては予算としては計

上しておりません。

要するに、まだ発生していないも○中野委員

のに求償権というものがあるんだろうかと思っ

。 、たもんだから 29年度ということは今ですから

今から発生するわけですよね。

先ほど御説明いたしまし○藪田危機管理局長

たとおり、現在お住みになっていらっしゃる方

については、この災害救助法の適用対象となっ

ておりますので、仮にこの方々が29年度末まで

この住宅にお住みになっていらっしゃる場合に

ついては、この費用が対象になるということで

ございます。

今から発生するであろう金額○中野委員

は、534万の中には入っていないということです

か。

534万の中の内訳としまし○藪田危機管理局長

て、もう既に６月まで経過しておりますけれど

も、29年の４月以降に係る分については約64万

。 、になっております それ以外の金額については

既に29年の１月から３月分の公営住宅の使用料

並びに28年度に実施しました災害救助に関する

事務費となっております。

その六十何万の中は、今６月だけ○中野委員

、 。れど ７月以降の分も入っているわけでしょう

御指摘のとおり、７月以○藪田危機管理局長

降の分も、今現在適用を受けていらっしゃる方

が、先ほど申し上げましたけれども、３月まで

適用対象でいらっしゃるということを前提にし

て予算は組ませていただいております。

災害救助法という緊急事態の法律○中野委員

ですから、まだ発生していないはずよな。しな

いものも求償権があったといって、この中に先

に請求できるんだろうかと思って、それで求償

権がという意味で質問したところだったんです

けれども。

今の御質問でございます○藪田危機管理局長

けれども、予算として、今回534万、先ほど28年

度分と、それから29年の４月以降分を含めて予

算計上させていただいておりますけれども、熊

本側のほうからは、28年度もそうでしたけれど

も、求償期間を区切って実際に求償の事務を行

うことになっておりますので、現時点でいいま

すと、先に７月以降の分について熊本県に対し

て求償するということではございませんで、実

績に基づいて求償を行うということになります

が、予算としては29年度末までのものを今回お

願いをしているところでございます。

そんなら、実際の支払いがあった○中野委員

後に、その都度その都度か、将来まとめてか、

年度内にまとめてか、請求するということです

ね。わかりました。

それから、先ほどの御質○藪田危機管理局長

問でございますけれども、災害救助費につきま

しては、６ページのフロー図にございますとお
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り、今回の場合、本県は熊本県に求償いたしま

すけれども、熊本県は、本県を含めた各県から

の求償に基づいて全体を取りまとめたものを国

とやりとりをいたします。救助費については国

庫補助の制度がございますので、この国庫補助

金の確定がなされた後の、例えば先ほど申し上

げたように、漏れがあったとかいうことになっ

た場合、その求償を改めてすることは困難では

ないかと思います。

そういう市町村はないとは思うけ○中野委員

れど、よく指導してください。

ほかにございませんか。○二見委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上をもって総務部○二見委員長

を終了いたします。執行部の皆様、お疲れさま

でした。

暫時休憩いたします。

午後４時19分休憩

午後４時23分再開

委員会を再開いたします。○二見委員長

まず採決についてですが、委員会の日程の最

終日に行うことになっておりますので、明日行

いたいと思います。開会時刻は14時としたいの

ですが、よろしいでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定いた○二見委員長

します。

その他、何かありませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

何もないようでしたら、本日の○二見委員長

委員会を終了したいと思いますが、よろしいで

しょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

以上をもちまして、本日の委員○二見委員長

会を終わります。

午後４時24分散会
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午後２時１分再開

出席委員（８人）

委 員 長 二 見 康 之

副 委 員 長 岩 切 達 哉

委 員 緒 嶋 雅 晃

委 員 原 正 三

委 員 中 野 一 則

委 員 松 村 悟 郎

委 員 河 野 哲 也

委 員 前屋敷 恵 美

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

事務局職員出席者

議 事 課 主 査 原 田 一 徳

総務課主任主事 日 髙 真 吾

委員会を再開いたします。○二見委員長

まず、議案等の採決を行いますが、採決の前

に、賛否も含め、御意見をお願いいたします。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

なければ、採決を行います。○二見委員長

議案等につきましては、議案ごとがよろしい

でしょうか。一括がよろしいでしょうか。

〔 一括」と呼ぶ者あり〕「

それでは、一括して採決いたし○二見委員長

ます。

議案第１号、第２号及び報告第１号につきま

しては、原案のとおり可決または承認すること

に御異議ありませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

。 、○二見委員長 御異議なしと認めます よって

各号議案につきましては、原案のとおり可決ま

たは承認すべきものと決定いたしました。

、 。次に 委員長報告骨子案についてであります

、昨日もお話を伺ったところなんですけれども

、御一任というようなお声もいただきましたので

正副委員長のほうでつくらせていただきたいと

思いますが、よろしいでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのようにいたしま○二見委員長

す。

次に、閉会中の継続調査についてお諮りいた

します。総合政策及び行財政対策に関する調査

、については継続調査といたしたいと思いますが

御異議ありませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

御異議ありませんので、この旨○二見委員長

議長に申し出ることといたします。

暫時休憩いたします。

午後２時２分休憩

午後２時７分再開

委員会を再開いたします。○二見委員長

７月19日の閉会中の委員会につきましては、

先ほど御意見をいただきましたので、その内容

で委員会を開催することに御異議ございません

か。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのようにいたしま○二見委員長

す。

その他、何かございませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

以上で、委員会を終了いたしま○二見委員長

す。

午後２時７分閉会

平成29年６月22日(木)


